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趣 旨  広島県男女共同参画推進条例（平成 13 年条例第 42 号）第 12 条の規定による年次報告として，広島県における男女共同参画の現状及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ，広く県民の皆様や事業者等に明らかにするためのものです。  本書を通じて，県民の皆様一人ひとりが，男女共同参画についての理解を一層深めていただき，男女共同参画社会の実現のための資料として，御活用いただければ幸いです。  構 成 第１部から第５部，及び資料編から構成されており，第１部から第４部については，広島県男女共同参画基本計画（第２次）の施策の体系に沿って，取りまとめています。  第１部 広島県の男女共同参画の現状 第２部 平成 22（2010）年度に県が実施した主な施策 第３部 平成 18（2006）～22（2010）年度に県が実施した施策 第４部 平成 23（2011）年度に県が実施しようとする施策 第５部 市町の取組 資料編 



平成 23（2011）年版の概要   第１部 広島県の男女共同参画の現状      「環境づくり」「人づくり」「安心づくり」という三つの基本的な視点ごとに，データから見た本県の現状について，グラフや表を用いて解説しています。   第２部 平成 22（2010）年度に県が実施した主な施策 「広島県男女共同参画基本計画（第２次）」（平成 18（2006）年 3 月策定）において，具体的施策の推進期間（平成 18（2006）～22（2010）年度）の最終年となる平成 22（2010）年度に県が実施した施策のうち，主なものについて取りまとめています。 
    １ 男女共同参画施策の実施状況      平成 22（2010）年度の実施状況について，「環境づくり」「人づくり」「安心づくり」という三つの基本的な視点ごとに記載しています。      重点的に取り組む項目（重点項目）については，次のとおりです。 重 点 項 目 取 組 内 容 男女男女男女男女がががが対等対等対等対等なななな構成員構成員構成員構成員としてとしてとしてとしてそのそのそのその個性個性個性個性とととと能力能力能力能力をををを十分十分十分十分にににに発揮発揮発揮発揮しししし，，，，いきいきといきいきといきいきといきいきと働働働働くことくことくことくことができるができるができるができる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備     「働く女性のポジティブ・アクション推進セミナー」の開催状況等を記載しています。 男女男女男女男女がががが共共共共にににに安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育ててててやややや介護介護介護介護をしなをしなをしなをしながらがらがらがら働働働働きききき続続続続けることができるけることができるけることができるけることができる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    特特特特にににに，，，，多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方やややや，，，，男性男性男性男性もももも含含含含めためためためた「「「「働働働働きききき方方方方のののの見直見直見直見直しししし」」」」がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備    「女性の再就職ステップアップセミナー」の開催状況等や，仕事と家庭の両立に取り組む企業を登録し，県のホームページなどでその企業の取組内容を紹介する制度等について記載しています。 男女男女男女男女がががが共共共共にににに積極的積極的積極的積極的にににに子育子育子育子育てにてにてにてに参画参画参画参画できできできできるようにするためのるようにするためのるようにするためのるようにするための支援支援支援支援     「子育て応援イクちゃんサービス」の取組を記載しています。 配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする男女男女男女男女間間間間のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの防止防止防止防止にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進     配偶者からの暴力に係る相談・自立支援体制を整備するための取組や市町における「配偶者暴力相談支援連絡会」の立ち上げ等の支援について記載しています。 

  ２ 基本計画（第３次）行動目標フォローアップ一覧      基本計画（第３次）（平成 23（2011）年 3月策定）において目標値を設定している指標について，平成 22（2010）年度の現況値を記載しています。   第３部 平成 18（2006）～22（2010）年度に県が実施した施策 「広島県男女共同参画基本計画（第２次）」の概要及び同計画において設定した行動目標の達成状況等を掲載しています。   第４部 平成 23（2011）年度に県が実施しようとする施策      平成 23（2011）年度に県が実施しようとする施策について，事業概要，予算額及び担当機関を記載しています。  第５部 市町の取組      市町における条例制定や男女共同参画計画策定の状況，男女共同参画の状況等を記載しています。 －1－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
広島県男女共同参画審議会 

 ［組織］知事の附属機関     委員：１５人以内 
 ［機能］知事の諮問に応じ，広島県男     女共同参画基本計画の策定・     改定や男女共同参画の推進に     関する基本的かつ総合的な施     策を調査審議 
 資料編 79ページ参照 

広島県男女共同参画施策推進協議会 
 ［組織］全庁的な推進体制     会長：環境県民局県民生活部長     副会長：人権男女共同参画課長     委員：各局部幹事課長 
 ［機能］広島県男女共同参画基本計画     に掲げる広範な施策を総合的     ・積極的に推進 
 資料編 82～83ページ参照 

広島県男女共同参画推進条例広島県男女共同参画推進条例広島県男女共同参画推進条例広島県男女共同参画推進条例（平成 13年広島県条例第 42号）    
                                                ＜平成 13（2001）年 12 月 21 日公布，平成 14（2002）年 4月 1日施行＞            【【【【条例条例条例条例のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】    ～～～～    男女共同参画を進める上で基本となる考え方 ～                １ 男女の人権の尊重    ２ 社会における制度又は慣行についての配慮    ３ 政策等の立案及び決定への共同参画の機会の確保    ４ 家庭生活における活動と他の活動の両立    ５ 国際的協調 資料編 77～78ページ参照 
 

広島県の男女共同参画行政の枠組み 

広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画                【【【【計画計画計画計画のののの目標年次目標年次目標年次目標年次】】】】    平成 27（2015）年度     【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策のののの推進期間推進期間推進期間推進期間】】】】       第１次（平成 15（2003）年 2月策定） 平成 15（2003）～17（2005）年度    第２次（平成 18（2006）年 3月策定） 平成 18（2006）～22（2010）年度    第３次（平成 23（2011）年 3月策定） 平成 23（2011）～27（2015）年度  【【【【基本的基本的基本的基本的なななな視点視点視点視点】】】】    ≪≪≪≪環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり≫≫≫≫ ～ しっかりとした環境を創る ～    ≪≪≪≪人人人人づくりづくりづくりづくり≫≫≫≫                                ～    実践する人を創る ～ ≪≪≪≪安心安心安心安心づくりづくりづくりづくり≫≫≫≫    ～ 私たちが安心して暮らすことができる社会を創る ～     【【【【重点項目重点項目重点項目重点項目】】】】       〇 男女が家庭や地域社会での生活を大切にしながら，働きたい人が安心して働き 続けられるための「仕事と家庭の両立に向けた環境の整備」や「多様なライフ スタイルを可能にする雇用環境の整備」    〇 様々な立場の人に男女共同参画の理解を深めてもらうための多様な機会を通じた 「男女共同参画に関する広報・啓発」 

具 体 化具 体 化具 体 化具 体 化                    

 

総合的推進総合的推進総合的推進総合的推進                            
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第第第第    １１１１    部部部部            

    

広島県広島県広島県広島県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの現状現状現状現状    

（注）コメント欄の     の中には，データやグラフの特徴を記載しています。 データを更新したものには   印を，新たに掲載したものには   印を付けています。    また，    の部分には，参考として全国データを記載しています。 



 



 

１１１１    データデータデータデータからからからから見見見見たたたた県県県県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの現状現状現状現状     
環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり        ■■■■    労労労労        働働働働                                                                                                                                                        雇用形態別雇用形態別雇用形態別雇用形態別にににに見見見見たたたた雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数のののの推移推移推移推移         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

         雇用形態別雇用形態別雇用形態別雇用形態別にににに見見見見たたたた雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数のののの割合割合割合割合〔〔〔〔平成平成平成平成１１１１９９９９（（（（2007200720072007））））年年年年〕〕〕〕    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１１１    雇用形態別雇用形態別雇用形態別雇用形態別にににに見見見見たたたた雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数             
 

      平成 19（2007）年の女性雇  用者数は 542千人で，男女雇用  機会均等法（27ページ参照）施  行（昭和 61（1986）年）前の  昭和 57（1982）年と比較する  と，25年間で 189千人（53.5％）  増加しています。   一方，男性雇用者数は 721千  人で，56千人（8.4％）の増加  となっています。 
   雇用形態別に見ると，平成  19（2007）年の正規の職員・従  業員の割合では，女性は 43.3％  で，男性の 72.7％を大きく下回  っています。   一方，パート，アルバイトと  その他（労働者派遣事業所の派  遣社員など）の非正規就業者の  割合では，女性は 52.6％（平成
14（2002）年度は 50.2％）で，  男性の 17.5％（平成 14（2002）年度は 13.8％）を大きく上回っ  ており，男女ともに上昇しています。 

（注）雇用形態：雇用者を勤め先での呼称によって，「正規の職員・従業員」，「パート， アルバイト」，「その他」（労働者派遣事業所の派遣社員など），「役員」の四つに区分 資料：総務省「就業構造基本調査」  

雇用者雇用者雇用者雇用者のうちのうちのうちのうち「「「「正規正規正規正規のののの                                                職員職員職員職員・・・・従業員従業員従業員従業員」」」」のののの割合割合割合割合はははは女性女性女性女性 44443333....3333％，％，％，％，男性男性男性男性 77772222....7777％％％％ 
注意事項：百分率の合計については，四捨五入の関係で      100.0％にならない場合があります。 

－5－ 

【【【【男性男性男性男性】】】】パート，アルバイト9.1% 正規の職員・従業員72.7%
役員9.7%その他8.4%【【【【女性女性女性女性】】】】その他12.3% 役員4.1% 正規の職員・従業員43.3%パート，アルバイト40.3%

525553610
616571579

6661
1423 2846

0 100 200 300 400 500 600 700 80019年（2007）14（2002）9（1997）平成4（1992）62（1987）昭和57（1982） 665665665665667667667667 730730730730747747747747719719719719721721721721

235233289290
247239

219211
88 185155115

0 100 200 300 400 500 600 700 80019年（2007）14（2002）9（1997）平成4（1992）62（1987）昭和57（1982） 正規の職員・従業員 パート，アルバイト 役員 その他
（千人）

353353353353392392392392 484484484484519519519519520520520520542542542542
【女性】

【男性】

（千人）



 

 

無回答17.3%今後導入の可能性なし13.1%今後導入の可能性あり22.1%
既にある29.1%検討中18.4%

        年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

            

 

62.7 63.1 70.6 74.3 68.575.470.6 60.8 40.1
67.867.867.867.8 45.745.745.745.763.363.363.363.372.872.872.872.875.875.875.875.871.671.671.671.666.266.266.266.277.177.177.177.169.469.469.469.4

1030
5070

15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65歳以上
平成17（2005）年

(％) 平成22（2007）年
18.6

96.0 97.5 97.6 97.7 97.6 96.674.7 94.4 72.4
33.0

73.573.573.573.5 76.576.576.576.5 71.071.071.071.0 61.661.661.661.641.341.341.341.3 14.914.914.914.9
66.066.066.066.063.963.963.963.974.374.374.374.370.870.870.870.8

16.116.116.116.1020
4060
80100

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65歳以上

（％）
【女性】昭和60(1985)年平成12(2000)年

【男性】
平成平成平成平成17171717((((2005200520052005))))年年年年

平成平成平成平成17171717((((2005200520052005))))年年年年昭和60(1985)年平成12(2000)年

91.0 89.266.063.974.349.5 50.0 58.1
92.5

02040
6080100

15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～女性総数配偶者有配偶者無
（％）

２２２２    労働力率労働力率労働力率労働力率           
 

 

 

   労働力率は，男性は 20 歳代  後半から 50 歳代までを山とす  る台形を描いています。   一方，女性は 30歳代を谷と   するＭ字カーブを描いていま  す。これは，結婚，出産を契機  に職場を離れ，子育てが一段落  したところで再就職するという  就業パターンを持つ人が多く，  それがＭ字カーブの要因となっ  ているものと考えられます。近  年，このＭ字カーブは上方へシ  フトする傾向にあります。   このことは全国データでも  同様の傾向が見られます。 
   また，女性の労働力率には配  偶者の有無で大きな違いが現れ  ています。 
   育児や介護を理由として退職  した労働者のための再雇用制度  が整備されている事業所の割合  は 29.1％となっています。 
 

 

 

 

 

 

    

女性女性女性女性のののの労働力率労働力率労働力率労働力率はははは 30303030 歳代歳代歳代歳代をををを谷谷谷谷とするとするとするとするＭＭＭＭ字字字字カーブカーブカーブカーブ 

女性女性女性女性のののの年齢別年齢別年齢別年齢別，，，，    配偶関係別労働力率配偶関係別労働力率配偶関係別労働力率配偶関係別労働力率    〔〔〔〔平成平成平成平成１７１７１７１７（（（（２００５２００５２００５２００５））））年年年年〕〕〕〕 

（注）労働力率：15 歳以上人口に占める労働力人口の割合    平成 17（2005）年の労働力率は労働力状態不詳を除いて算出している。              労働力人口  （就業者（休業者を含む）          と完全失業者）        15 歳以上人口   非労働力人口 （主に家事従事，学生，         高齢者等）      資料：総務省「国勢調査」（女性の年齢別労働力率（全国）は総務省「労働力調査」） 

【【【【参考参考参考参考】】】】女性女性女性女性のののの年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率（（（（全国全国全国全国））））    

－6－ 

    【【【【参考参考参考参考】】】】再雇用制度再雇用制度再雇用制度再雇用制度（（（（育児育児育児育児・・・・介護介護介護介護のためのためのためのため））））                    のののの導入状況導入状況導入状況導入状況    〔事業主調査〕 
（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境 実態調査」（平成 17（2005）年度） 



 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   労働者労働者労働者労働者のののの１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり平均平均平均平均所定内給与格差所定内給与格差所定内給与格差所定内給与格差のののの推移推移推移推移     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【【【【参考参考参考参考】】】】労働者労働者労働者労働者のののの１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり平均所定内給与格差平均所定内給与格差平均所定内給与格差平均所定内給与格差のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国））））    

    66.1 67.8 67.6 68.8 67.1 67.1 68.1 69.0 70.6 69.3
43.9 44.0 44.4 45.2 46.3 46.8 47.7 48.5 49.1 49.550.7 48.9 49.9 50.6 52.5 52.6 53.8 53.3 54.8 54.7

4050
6070

平成13（2001） 14（2002） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22年（2010）
一般労働者（女性）の給与水準短時間労働者（女性）の給与水準短時間労働者（男性）の給与水準　一般労働者（男性）を100とした場合の

３３３３    労働者労働者労働者労働者のののの賃金賃金賃金賃金    

 

 

 

  一般労働者（女性）の１時間  当たり平均所定内給与額は，   平成 22（2010）年で一般労働者  （男性）の 72.5％であり，男女  間の差には，依然として開きが  あります。     また，一般労働者（男性）と男女の短時間労働者の給与格差について見ると，一般労働者 （男性）の給与水準を 100としたとき，短時間労働者（女性）は 52.3，短時間労働者（男性）は 64.1となっています。    

女性女性女性女性のののの給与額給与額給与額給与額はははは 男性男性男性男性のののの77772222....5555％％％％ 

－7－ 

労働者労働者労働者労働者のののの１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり平均所定内給与額平均所定内給与額平均所定内給与額平均所定内給与額のののの推移推移推移推移 

（注）所定内給与額：きまって支給する現金給与額のうち，超過労働給与額を差し引いた額    1 時間当たり平均所定内給与額： 各年 6 月分として支給された平均所定内給与額を同月の平均所定内 実労働時間数で除して算出している。    一 般 労 働 者      ：短時間労働者以外の労働者     短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の 所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない労働者 資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

1,984 1,940 1,838 1,885 1,812 1,844 1,920 1,801 1,8441,913 1,2761,3111,2371,2611,2541,2481,3231,326 1,279 1,3371,0771,1061,1111,0071,057984956977958 1,182955932923885900882837844872 965
05001,0001,5002,0002,500

平成13（2001） 14（2002） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22年（2010）

一般労働者（男性） 一般労働者（女性）短時間労働者（男性） 短時間労働者（女性）（円 / 1時間当たり）

69.3 64.5 68.2 67.9 66.5 69.6 67.1 68.3 70.8 72.5
45.6 42.5 43.2 48.0 47.7 48.8 50.1 48.5 53.0 52.350.1 49.2 49.3 53.5 56.1 55.6 60.2 57.6 59.8 64.1

4050
6070

平成13（2001） 14（2002） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22年（2010）
一般労働者（女性）の給与水準短時間労働者（女性）の給与水準短時間労働者（男性）の給与水準　一般労働者（男性）を100とした場合の



 

    ■■■■    職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活のののの両立両立両立両立                                                                                                                        
        育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定規定規定規定のののの有無有無有無有無         〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの規定規定規定規定のののの有無有無有無有無     〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

0                   50                  100（％） 100.094.450.656.7 9.9 8.9 8.8
27.724.1 11.410.06.964.0

2.8
18.9

1.41.4
1.50.40.4301人以上101～300人100人以下平成22(2010)年度平成21(2009)年度     制度として明文化されていないが，         検討中  ある   慣行としてある                 ない     無回答 

（内 訳） 

100.084.644.950.7 6.4 5.8 4.3
34.430.6 11.110.011.959.7

2.6 7.7
22.4

3.81.33.1
2.81.7

300人以上100～299人100人未満平成20(2008)年度平成17(2005)年度

１１１１    育児育児育児育児・・・・介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度     

 【整備状況】 
 

 

 

      育児休業制度については
56.7％の事業所で，介護休業制度については 50.7％の事業所で就業規則等に規定されています。 また，従業員規模の大きい事業所ほど，整備率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社  資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 21（2009），22（2010）年度）     広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 17（2005），20（2008）年度） 
 

育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度はははは 56.756.756.756.7％％％％，，，，    介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度はははは約約約約５５５５割割割割のののの事業所事業所事業所事業所でででで整備整備整備整備 

 【介護休業】  対象家族（※）を 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする男女労働者が対象で，対象家族 1人につき，一の要介護状態ごとに 1回，通算して 93 日を限度として取得できます。 （※対象家族）  配偶者，父母・子・配偶者の父母， 労働者が同居し，かつ扶養してい  る祖父母，兄弟姉妹，孫 
－8－ 

 
【育児休業】  1 歳に満たない子を養育する男女労働者が対象（※）で，子が 1歳(一定の場合は 1 歳 6 か月)に達するまで取得できます。なお，育児介護休業法の改正により，平成 22（2010）年 6 月 30 日から，父母がともに育児休業を取得する場合，休業可能期間が 1歳 2か月に達するまでに延長されました。 
 （※）日々雇用される者や，労使協定により除外された一定の範囲の労働者は除きます。 
 

 

【【【【参考参考参考参考】】】】    育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況（（（（全国全国全国全国））））    
      平成 20（2008）年度  規定あり 66.4％    平成 21（2009）年度  規定あり 68.0％ 
    介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況（（（（全国全国全国全国））））       平成 17（2005）年度  規定あり 55.6％    平成 20（2008）年度  規定あり 61.7％  （注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所     のうち約 10,000 事業所（平成 21（2009）年度は 5,794 事業所） 資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成 20（2008），21（2009）年度） 「女性雇用管理基本調査」（平成 17（2005）年度） 

整備状況整備状況整備状況整備状況    

（内 訳） 
    制度として明文化されていないが，         検討中  ある   慣行としてある                 ない     無回答 

0                   50                  100（％） 



        女性従業員女性従業員女性従業員女性従業員のののの育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率                〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況             〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
 

90.833.3 72.9 85.085.683.8 94.4
85.3

0 20 40 60 80 100301人以上101～300人50～100人30～49人10～29人10人未満（内   訳）平成22（2010）年度平成21（2009）年度【育児休業の取得状況】 
 

 

      育児休業の取得状況（対象者  数に対する取得者数の割合）に  ついては，女性従業員 85.3％，  男性従業員 1.2％となっていま  す。 
 

 

 

 

 

 

 

 【介護休業の利用状況】 
 

 

 

       介護休業の利用状況について  は，全事業所のうち「取得者が  いた」と回答した事業主の割合  は 3.5％となっています。 
（平成 19（2007）年 4 月 1日から平成 20（2008）年 3月 31 日までの状況） 介護休業介護休業介護休業介護休業のののの「「「「取得者取得者取得者取得者がいたがいたがいたがいた」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした事業主事業主事業主事業主のののの割合割合割合割合はははは 3.53.53.53.5％％％％    

育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得状況取得状況取得状況取得状況はははは，，，，     女性女性女性女性 85858585....3333％，％，％，％，男性男性男性男性 1111....2222％％％％ 

【【【【参考参考参考参考】】】】    育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率（（（（全国全国全国全国））））    
      平成 19（2007）年度  女性 89.7％ 男性 1.56％   平成 20（2008）年度  女性 90.6％ 男性 1.23％   平成 21（2009）年度  女性 85.6％ 男性 1.72％ 
    介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況（（（（全国全国全国全国））））   平成 17（2005）年度  1.0％ 
 （注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所のうちから，産業・ 規模別に層化して抽出した約 10,000 事業所  育児休業取得率：平成 16（2004），平成 18（2006），平成 19（2007）各年 4 月 1日から翌年 3 月 31 日までの１年間の出産者又は配偶者が出産した者のうち，翌年 10 月 1 日までに育児休業を開始した者（育児休業開始予定の申出をしている者を含む。）の割合   介護休業制度の利用状況：平成 16（2004）年 4 月 1 日から平成 17（2005）年 3 月 31 日までに介護休業を開始した者がいた事業所の割合 
 資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成 19（2007），20（2008），21（2009）年度） 「女性雇用管理基本調査」（平成 17（2005）年度） 
    

女性のみ 0.69％ 男性のみ 0.27％ 男女とも 0.04％ 

－9－ 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 平成 20（2008）年 6 月 1 日において勤務している従業員で，介護休業を取得し た者がいた事業所の割合 
  資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 20（2008）年度） 

育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得取得取得取得状況状況状況状況    

介護休業介護休業介護休業介護休業のののの利用利用利用利用状況状況状況状況    
いない93.3%

いた(男性のみ)0.5% いた(女性のみ)2.8%いた(男女とも)0.2%無回答3.1% 3.5%

男性従業員の 育児休業取得率は  平成21年度：0.8％（取得者 17人） 平成22年度：1.2％（取得者 10人） 
(平成 22（2010）年度：平成 21（2009）年 4 月 1 日から平成 22（2010）年 3 月 31 日までの状況) (平成 21（2009）年度：平成 20（2008）年 4 月 1 日から平成 21（2009）年 3 月 31 日までの状況) 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社     平成 22（2010）（平成 21（2009））年 6 月 1 日において勤務している従業員で， 対象者のうち育児休業を取得した者の割合 
 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」 



 

        育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

15.412.510.58.3 18.6 36.936.216.99.0 20.3 26.2
0.0 4.1 8.3 16.118.819.319.723.9

28.9 34.9

8.1 17.40 10 20 30 40 50その他男性が取得した前例がない配偶者が制度を利用する予定有給休暇等で対応可能勤務評定の低下に対する不安仕事の能力低下に対する不安休業中の収入が減少する子どもの世話をしてくれる人がいる保育所等の施設を利用できる復職後同じ仕事に就けるか不安会社の制度が整備されていないので申請しにくい上司や同僚に気兼ね
女性従業員男性従業員 (%)（男性従業員のみ）

69.960.3 27.235.9 3.82.9女性従業員（平成20（2008）年度）男性従業員（平成20（2008）年度） 0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  50　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　100 （％）
利用しようと思う 利用しない 無回答

37 .6 65 .4 57 .6 27 .9 4 .86 .7男性従業員（平成20（2008）年度）女性従業員（平成20（2008）年度） 0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　100 （％）
利用しようと思う 利用しない 無回答【利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

              女性従業員の 65.4％が，今後出産したときに，育児休業制度を「利用しようと思う」と回答していますが，「利用しない」と回答した人も 27.9％に達しています。   その主な理由としては，「上司  や同僚に気兼ね」（ 34.9％），「会社の制度が整備されていないので申請しにくい」（28.9％）などをあげています。    一方，男性従業員は，「利用し ない」と回答した人が 57.6％で，  その主な理由としては，「休業中の収入が減少する」（36.9％），「子どもの世話をしてくれる人がいる」（36.2％）などとなっています。           介護休業制度の利用希望については，女性従業員 69.9％，男性従業員 60.3％となっています。   「利用しない」と回答した人は，  女性従業員 27.2％，男性従業員  35.9％で，その主な理由として，  女性従業員は「会社で介護休業  をとった例がない」（44.8％），「上司や同僚に気兼ね」（40.1％） などを，男性従業員は「介護をしてくれる人がいる」（36.1％），「休業中の収入が減少する」（32.5％）などをあげています。 

制度制度制度制度をををを利用利用利用利用しないしないしないしない主主主主なななな理由理由理由理由はははは，，，，女性女性女性女性ではではではでは両制度両制度両制度両制度ともにともにともにともに「「「「上司上司上司上司やややや同僚同僚同僚同僚にににに気気気気兼兼兼兼ねねねね」，」，」，」，「「「「制度制度制度制度がががが整備整備整備整備されされされされてててていないいないいないいない」」」」，，，，「「「「会社会社会社会社でとっでとっでとっでとったたたた例例例例がないがないがないがない」」」」がががが多多多多くくくく，，，，    男性男性男性男性ではではではでは両制度両制度両制度両制度ともともともともにににに「「「「子子子子どものどものどものどもの世話世話世話世話／／／／介護介護介護介護ををををしてくれるしてくれるしてくれるしてくれる人人人人がいるがいるがいるがいる」，」，」，」，「「「「休業中休業中休業中休業中のののの収収収収入入入入がががが減少減少減少減少」」」」がががが多多多多いいいい    

（「利用しない」と回答した従業員）複数回答 

【利用しない理由】 

【利用希望】 
【利用しない理由】 

－10－ 

【利用希望】 
（「利用しない」と回答した従業員）複数回答 

5.9 18.49.811.014.5 36.111.4 21.6 32.521.2 30.222.0
9.08.59.010.4 15.1

16.017.9 25.9 30.2 40.1 44.8
10.40 10 20 30 40 50その他特別養護老人ホーム等の施設を利用できる勤務評定の低下に対する不安有給休暇等で対応可能仕事の能力低下に対する不安介護をしてくれる人がいる復職後同じ仕事に就けるか不安在宅福祉サービスが利用できる休業中の収入が減少する会社の制度が整備されていないので申請しにくい上司や同僚に気兼ね会社で介護休業をとった例がない

女性従業員男性従業員 (%) （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社に勤務する女性従業員， 男性従業員各 2,500 人  資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」 

利用希望利用希望利用希望利用希望    



 

        男性男性男性男性のののの育児休業制度利用育児休業制度利用育児休業制度利用育児休業制度利用にににに対対対対するするするする考考考考ええええ    
    

32.332.738.6
43.3

36.534.8 35.632.3
19.221.315.4

13.2
12.111.210.411.2

男性従業員（平成20(2008)年度）男性従業員（平成17(2005)年度）女性従業員（平成20(2008)年度）女性従業員（平成17(2005)年度） 当然取得してもよい　　　　できれば取得した方がよい　　　　取得しない方がよい　　　　その他・無回答
0　　　　　　　　 　　 　 　20　　　　　　　　 　  　　40　　　 　　 　 　　　　  60　　 　　　　  　 　  　　80　　　 　　 　　 　100（％）

                                                                                                             子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度のののの規定規定規定規定のののの有無有無有無有無         〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
96.665.431.0 3.813.0 17.938.5 11.512.111.622.028.036.6 6.9 11.6 40.0 35.3

3.4 
3.14.81.35.4300人以上100～299人100人未満平成20（2008）年度平成17（2005）年度

0　　　　　　　　 　　　　　　　     　　　　　 　　  　50　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　    100（％）
ある ない 無回答制度として明文化されていないが，慣行としてある 検討中（内　訳）

    子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況〔〔〔〔平成平成平成平成 20202020（（（（2008200820082008））））年度年度年度年度〕〕〕〕        〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
    

いない85.8%無回答3.3% いた（男性のみ）0.7%いた（女性のみ）7.8% いた（男女とも）2.4% 10.9%
 

【男性の育児休業】  
 

 

 

   男性の育児休業制度利用に対  して，「当然取得してもよい」  （女性従業員 38.6％，男性従業  員 32.3％），「できれば取得した  方がよい」（女性従業員 35.6％，   男性従業員 36.5％）と肯定的な  考え方が約７割を占めています。 
 
 ２２２２    子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度     
 

   子の看護休暇制度の規定が整  備されている事業所の割合は  36.6％と，平成 17（2005）年度より 8.6 ポイント増加しています。   また，従業員規模の大きい事業所ほど，整備率が高くなっています。 
子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度はははは    36363636....6666％％％％のののの事業所事業所事業所事業所でででで整備整備整備整備    

男性男性男性男性がががが育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度をををを利用利用利用利用                                            することにすることにすることにすることに肯定的肯定的肯定的肯定的なななな意見意見意見意見はははは全体全体全体全体のののの約約約約７７７７割割割割    

－11－ 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員， 男性従業員各 2,500 人 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」 

【子の看護休暇】  小学校就学前の子を養育する男女労働者が対象で，1年に 5日まで病気やけがをした子の看護のために取得できます。平成 17（2005）年 4月に育児・介護休業法が改正施行され，創設されました。 
 

【【【【参考参考参考参考】】】】    子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況（（（（全国全国全国全国））））         平成 17（2005）年度  規定あり 33.8%      平成 20（2008）年度  規定あり 46.2% 
    子子子子のののの看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度看護休暇制度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況（（（（全国全国全国全国））））    平成 17（2005）年度   8.2％ 平成 20（2008）年度   12.7％ 

 （注）調査対象は，常用労働者 5人以上を雇用している民営事業所のうち，約 10,000事業所    子の看護休暇制度の利用状況：平成 17（2005）年 10 月 1 日において勤務している従業員で，就学前までの子を持つ労働者がいる事業所のうち，平成 17（2005）年 4 月 1 日から平成 17（2005）年 9 月 30 日までに子の看護休暇を取得した者がいた事業所の割合 資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成 20（2008）年度） 「女性雇用管理基本調査」（平成 17（2005）年度） 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員， 男性従業員各 2,500 人    子の看護休暇制度の利用状況：平成 20（2008）年 6 月 1 日において勤務している従業員で，子の看護休暇を取得した者がいた事業所の割合 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」 

男性男性男性男性のののの育児休業育児休業育児休業育児休業    

（平成 19（2007）年 4 月 1 日から平成 20（2008）年 3 月 31 日までの状況） 



 

            仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立のためにのためにのためにのために重要重要重要重要なことなことなことなこと    複数回答    
    
    
    

 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
    
    
    
            保育所入所児童数保育所入所児童数保育所入所児童数保育所入所児童数（（（（年齢別年齢別年齢別年齢別））））のののの推移推移推移推移     

 58,48351,570 59,952

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

平成10（1998） 12（1998） 14（2002） 16（2004） 18（2006） 20（2008） 22（2010） 23年（2011）
保育所入所児童数

   55,50644,663
１・２歳
４・５歳３歳

定　員
０歳

（人）    54,062
1.0 24.614.6 29.2

41.0
24.827.7

42.7

1.7 12.710.0 27.0
39.2

29.2 38.6 45.4

0.8 20.112.6 30.932.7
40.8

25.527.8

2.0 8.8 13.216.1
17.3 30.3 34.9

42.744.6
46.8

27.3
38.5

22.4
40.3 46.8

44.6

0 10 20 30 40 50その他子どもの看護休暇を取得しやすくすること短時間勤務制度の導入育児・介護制度休業制度を利用しやすくすること保育施設や介護施設の整備，サービスの充実フレックスタイム制度など柔軟な勤務体制の導入育児・介護，家事等を家族が分担時間外労働を少なくすること職場の管理・監督者や同僚の配慮，協力年次有給休暇を取得しやすくすること

 

 

 

 

(４４４４    保育所入所児童数保育所入所児童数保育所入所児童数保育所入所児童数    

    

    

 

   平成 23（2011）年 4 月 1日  現在の県内の保育所入所児童数  は，55,506人と増加しており，待機児童数は，213人と減少しています。 
入所児童数入所児童数入所児童数入所児童数はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向    

３３３３    仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立  
 

   
   仕事と家庭の両立のために重要なこととして，事業主，男女従業員，パートともに，「年次有給休暇を取得しやすくすること」を上位にあげています。 なお，女性従業員は「育児・介護，家事等を家族が分担」が最も多い回答（46.8％）となっています。      

事業主事業主事業主事業主・・・・従業員従業員従業員従業員ともにともにともにともに重要重要重要重要とととと考考考考えているのはえているのはえているのはえているのは，，，，年次有年次有年次有年次有給休暇給休暇給休暇給休暇のののの取得取得取得取得しやすさしやすさしやすさしやすさ 

－12－ （注）各年 4 月 1 日現在  資料：広島県健康福祉局調べ 

事業主 
 女性従業員 
 男性従業員 
 パート 

(％) （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各 2,500 人   資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 20（2008）年度） 

 
仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立のためにのためにのためにのために重要重要重要重要なことなことなことなこと    複数回答    

待機 児童数  平成 22  (2010)年   245 人  平成 23  (2011)年    213 人 



 

    ■■■■    社会参画社会参画社会参画社会参画                                                                                                                                                県県県県・・・・市町市町市町市町のののの議員議員議員議員のののの状況状況状況状況      〔平成 22(2010)年 12月 31日現在〕  女性議員 区  分 議員総数 （人） 人数（人） 割合（％） 県議会 65 （65）    3 （3）  4.6（4.6） 市町議会  547 （550）   48（48）  8.8（8.7） 市  406 （409）   38（38）  9.4（9.3）  町   141  （141）   10（10）  7.1（7.1） （注）括弧内は前年同期 資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」 
 
 県県県県のののの行政委員会行政委員会行政委員会行政委員会・・・・審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員のののの状況状況状況状況      〔平成 23(2011)年 6月 1日現在〕 行政委員会・審議会等数 委員数 女性が参画している 委 員 会 ・ 審 議 会 女性委員 区 分 総数 会数 割合 （％） 総数 （人） 人数 （人） 割合 （％） 行政委員会 （地方自治法 第 180条の 5関係） 9 

(9) 
7 
(7) 

77.8 
(77.8) 

70 
(71) 

12 
(12) 

17.1 
(16.9) 審議会等 56 

(57) 
53 
(54) 

94.6 
(94.7) 

1,164 
(1,192) 

346 
(342) 

29.7 
(28.7)  ５審議会※を除く。 51 

(52) 
51 
(52) 

100.0 
(100.0) 

942 
(956) 

339 
(334) 

36.0 
(34.9) （注）括弧内は前年同期 

      ※５審議会：法令等により構成員の職務分野が指定されている審議会    広島県交通安全対策会議，広島県石油コンビナート等防災本部，     広島県防災会議，広島県地方港湾審議会及び広島県国民保護協議会                              資料：広島県人事課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ 
 
     審議会等審議会等審議会等審議会等におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県・・・・市町市町市町市町）））） 

 

    １１１１    県県県県・・・・市町市町市町市町のののの議員議員議員議員               平成 22（2010）年 12月 31日  現在の女性議員の割合は，県議会では 4.6％（3 人），市町議会では 8.8％（48 人）となっています。  
 
 ２２２２ 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員 
 

 

 

 

  政策・方針の立案や決定過程への男女共同参画を促進するため，県は審議会等（地方自治法第 138条の 4第 3項の規定により設置している附属機関）委員へ積極的に女性を登用することとしています。   この結果，県の審議会等委員  のうち女性委員の占める割合は，                「広島県男女共同参画基本計画  （第 3 次）」に掲げている平成  27（2015）年度の目標値 30.0％  に対して，平成 23（2011）年   6月 1日現在で 29.7％となってい  ます。 
   また，市町の審議会等委員の  うち女性委員の占める割合は，  平成 23（2011）年 4月 1日現在  で 24.6％となっています。  （市町の審議会等委員の状況に  ついては 74ページ参照） 

（注） 県は 6 月 1 日現在     市町は 4 月 1 日現在 （ただし，平成 14(2002)年・平成 15(2003)年は 3 月 31 日現在）     平成 23（2011）年の全都道府県の数値は，内閣府が平成 23（2011）年度内に公表見込 資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，    広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ    

審議会等審議会等審議会等審議会等におけるにおけるにおけるにおける女性委女性委女性委女性委員員員員のののの割合割合割合割合はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向 

女性議員女性議員女性議員女性議員のののの割合割合割合割合はははは前年前年前年前年とととと     同程度同程度同程度同程度    

－13－ 

3 3 . 9
2 2 . 32 2 . 32 2 . 32 2 . 3 2 8 . 72 8 . 72 8 . 72 8 . 72 6 . 62 6 . 62 6 . 62 6 . 62 6 . 22 6 . 22 6 . 22 6 . 22 3 . 32 3 . 32 3 . 32 3 . 3 2 9 . 72 9 . 72 9 . 72 9 . 72 4 . 02 4 . 02 4 . 02 4 . 02 2 . 12 2 . 12 2 . 12 2 . 1 2 2 . 62 2 . 62 2 . 62 2 . 62 0 . 62 0 . 62 0 . 62 0 . 6 2 4 . 62 4 . 62 4 . 62 4 . 6 2 5 . 92 5 . 92 5 . 92 5 . 92 0 . 42 0 . 42 0 . 42 0 . 4

3 6 . 03 6 . 03 6 . 03 6 . 03 4 . 93 4 . 93 4 . 93 4 . 93 3 . 23 3 . 23 3 . 23 3 . 23 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 0 . 43 0 . 43 0 . 43 0 . 42 9 . 52 9 . 52 9 . 52 9 . 52 8 . 92 8 . 92 8 . 92 8 . 92 8 . 82 8 . 82 8 . 82 8 . 82 8 . 42 8 . 42 8 . 42 8 . 42 7 . 72 7 . 72 7 . 72 7 . 72 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 4 2 4 . 62 4 . 72 4 . 12 3 . 72 3 . 02 3 . 32 2 . 82 0 . 51 8 . 71 8 . 01 5 . 51 4 . 61 3 . 4
3 3 . 13 2 . 63 2 . 63 1 . 32 9 . 82 8 . 32 6 . 62 2 . 72 0 . 51 8 . 8 2 4 . 9

1 0
2 0
3 0

平 成 11(1 9 99 ) 1 2(2 0 00 ) 1 3( 20 0 1) 1 4( 20 0 2) 1 5( 20 0 3) 1 6( 20 0 4) 17( 2 00 5 ) 18( 20 0 6) 1 9( 20 0 7) 2 0( 20 0 8) 2 1( 20 0 9) 22( 2 01 0 ) 2 3年(2 01 1 )

県県 (5審 議 会 を 除 く 。 )県 内 市 町全 都 道 府 県（ ％ ）



    

    県職員県職員県職員県職員のののの採用状況採用状況採用状況採用状況      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    職員及職員及職員及職員及びびびび管理職管理職管理職管理職のののの状況状況状況状況（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県････市町市町市町市町））））    
    区  分 総数（人） 女性（人） 男性（人） 女性割合（％） 職員数 6,298 1,956 4,342 31.1 県 管理職 312 16 296 5.1 職員数 28,695 11,452 17,243 39.9 市町 管理職 2,588 307 2,281 11.9 

 
 （注）職員数には，教員は含まない。    県の職員数は，知事部局，教育委員会事務局，議会事務局，各行政委員会，企業局 及び病院事業局の一般職職員数。なお，平成 19（2007）年からは，県立大学教員は 含まない。 県の管理職数は，平成 23（2011）年からは，課長級以上により集計。     市町の職員数は，市町長部局，教育委員会事務局，議会事務局，各行政委員会等及び公営企業の水道局等の一般職職員数  
        

    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

３３３３    県職員県職員県職員県職員のののの採用採用採用採用    

   
 

   平成 23（2011）年度の県職 員の採用者数は 118人で，女性
43 人（36.4％），男性 75 人（63.6％）となっています。   

 

 

 

 
 ４４４４ 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの職職職職員及員及員及員及びびびび管理職管理職管理職管理職 

 

 

 

 

   平成 23（2011）年 4 月 1 日  現在の県職員は 6,298 人で，  女性職員 1,956 人（31.1％），  男性職員 4,342人（68.9％）と  なっています。   このうち管理職（課長相当職 以上）にある女性職員は 16人 で，全管理職 312人に占める 割合は 5.1%となっています。 
   また，県内の市町職員は  28,695 人で，女性職員 11,452  人（39.9％），男性職員 17,243  人（60.1％）となっています。   このうち管理職（課長相当職  以上）にある女性職員は 307人  で，全管理職 2,588人に占める  割合は 11.9％となっています。   

県職員県職員県職員県職員のののの採用者採用者採用者採用者にににに占占占占めるめるめるめる女女女女性性性性割合割合割合割合はははは 36363636....4444％％％％    

県県県県，，，，市町市町市町市町ともともともとも女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの割合割合割合割合はははは，，，，長期的長期的長期的長期的にはにはにはには増加増加増加増加     傾向傾向傾向傾向    

（注）各年 4 月 1 日現在    採用者数：大学卒業程度試験，短期大学卒業程度試験，高校卒業程度試験及び 身体に障害がある人を対象とした試験による採用者の合計（警察官 試験による採用者は含まない。） 資料：広島県人事委員会調べ 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会調べ 

〔平成 23(2011)年 4月 1日現在〕 

〔〔〔〔    県県県県    〕〕〕〕    （職員の割合：％）                   （管理職の割合：％） 

45 48 47 35 17 14 26 30 27 43334676 72 60 2085 19 31 36 27 7536.441.850.045.545.642.445.936.839.538.734.6020406080
100120140

平成13(2001) 14(2002) 15(2003) 16(2004) 17(2005) 18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 22(2010) 23年度(2011) 010203040
5060女性 男性 女性割合(人) (％)

5437 33 57 6695119124130 79 118

27.2 27.5 28.0 28.2 28.4 28.7 29.5 29.3 29.9 31.128.9 5.15.45.06.45.95.85.45.54.9 5.9 5.76.05.74.3 4.5 4.8 4.9 4.8 5.0 5.1 5.4
010
2030
40

平成13(2001) 14(2002) 15(2003) 16(2004) 17(2005) 18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 22(2010) 23年(2011) 3.04.0
5.06.0
7.08.0女性職員割合（県） 女性管理職割合（県）

女性管理職割合（全都道府県）
－14－ 

（注）平成 23（2011）年 4 月 1 日現在の全都道府県の女性管理職割合は， 内閣府が平成 23（2011）年度内に公表見込 資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会調べ 



 

      
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
          

                    
            女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの登用状況登用状況登用状況登用状況        
        〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        全管理職全管理職全管理職全管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの割合割合割合割合        
        〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
 

 

 

 

 

 

 

 

         
   
 

 

 

 

    －15－ 

33.342.638.5 12.1 16.214.27.9 7.99.33.0 5.95.8 42.7 25.428.3 4.02.00.90 20 40 60 80 10020年度(2008)17(2005)平成11(1999) 5～9% 10～14% 15～19% 20%以上5%未満
(％）

無回答

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    ５５５５ 県内事業所県内事業所県内事業所県内事業所のののの管理職管理職管理職管理職     

 

 

 

   
 

   女性を管理職（課長相当職以上）に登用している事業所の割合は 33.5％で，平成 21（2009）年度の 39.0％より 5.5ポイント減少しています。   また，全管理職に占める女性管理職の割合は，平成 17（2005）年 度 は 「 5％ 未 満 」 が 最 多（42.6％）でしたが，平成 20（2008）年度は「20％以上」が最多の 42.7％となっています。       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女女女女性管理職性管理職性管理職性管理職をををを登用登用登用登用していしていしていしているるるる事業所事業所事業所事業所のののの割合割合割合割合はははは33.533.533.533.5％％％％，，，，    全管理職全管理職全管理職全管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性管女性管女性管女性管理職理職理職理職のののの割合割合割合割合はははは「「「「20202020％％％％以上以上以上以上」」」」がががが最多最多最多最多    

【【【【参考参考参考参考】】】】女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職をををを有有有有するするするする企業割合企業割合企業割合企業割合（（（（全国全国全国全国））））    〔〔〔〔常用労働者常用労働者常用労働者常用労働者 30303030 人以上人以上人以上人以上のののの企業企業企業企業〕〕〕〕     平成 21（2009）年度 部長相当職 10.5％ 課長相当職 22.0％ 平成 18（2006）年度 部長相当職  8.8％ 課長相当職 21.1％ 
 （注）調査対象は，本社において常用労働者 10 人以上を雇用している民営企業のうち

5,932企業（平成 21年度。18年度は同じく 30人以上を雇用している約 7,000企業） 資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成 21（2009）年度） 「女性雇用管理基本調査」（平成 18（2006）年度） 
（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社（平成 11（1999）年度は 2,000 社） 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」 （平成 21（2009），22（2010）年度は「広島県職場環境実態調査」） 

〔〔〔〔    市町市町市町市町    〕〕〕〕    （職員の割合：％）                 （管理職の割合：％） 

（注）平成 23（2011）年 4 月 1 日現在の全市（区）町村の女性管理職割合は， 内閣府が平成 23（2011）年度内に公表見込 全市（区）町村の女性管理職割合は，平成 14（2002）年から集計 
 資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進 状況」，広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会調べ 

33.539.0
29.5

66.460.4
67.322年度(2010)21(2009)平成11(1999) 登用している 登用していない 無回答

      0                                      50                                   100(%)0.1
3.20.6

39.939.938.938.940.140.139.939.939.939.9 38.238.2 38.138.1 38.238.238.538.5 38.338.339.9 11.3 11.99.3 10.9 10.98.910.09.79.68.9 8.8 9.89.37.6 7.8 7.9 8.6 8.97.27.0010
2030
4050

平成13(2001) 14(2002) 15(2003) 16(2004) 17(2005) 18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 22(2010) 23年(2011) 6.08.0
10.012.014.0女性職員割合（県内市町） 女性管理職割合　 （県内市町）

女性管理職割合（全市（区）町村）



 

             女性女性女性女性をををを管理職管理職管理職管理職にににに登用登用登用登用しないしないしないしない理由理由理由理由    〔〔〔〔平成平成平成平成 ２０２０２０２０（（（（２００８２００８２００８２００８））））年度年度年度年度 〕〕〕〕        〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    （「登用していない」と回答した事業主） 複数回答 
 

10.31.4
44.631.317.216.813.19.7

0 10 20 30 40 50その他職場の人間関係がうまくいかなくなる仕事がきつく，女性には無理女性は勤続年数が短い女性の業務が主として補助的業務であるから女性が希望しない適当な職種，業務がない十分な経験・能力を有する女性がいない

（％）
  
 

 

 

    

    

    

    

    農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業におけるにおけるにおけるにおける方針決定方針決定方針決定方針決定のののの場場場場へのへのへのへの女性参画状況女性参画状況女性参画状況女性参画状況 

                              〔平成 23(2011)年 4月 1日現在〕  女 性  区 分 総数 （人） 人数 （人） 割合 （％） 農協役員 396 （395） 17 （13） 4.3 （3.3） 農業委員 585 （585） 37 （31） 6.3 （5.3） 指導農業士 55 （ 56） 2 （ 2） 3.6 （3.6） 農業士 331 （332） 20 （20） 6.0 （6.0） 漁協役員 812 （827） 3 （ 3） 0.4 （0.4） 
 （注）括弧内は前年同期    資料：広島県農林水産局調べ 

  
   女性を管理職に「登用してい  ない」主な理由は，「十分な経験  ・能力を有する女性がいない」，  「適当な職種，業務がない」                などとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ６６６６ 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業におけるにおけるにおけるにおける方針決定方針決定方針決定方針決定            のののの場場場場へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画参画参画参画     

    

    

    

 

   農林水産業に従事する女性の  方針決定の場への参画状況は，  農協役員が 4.3%，農業委員が  6.3%，漁協役員が 0.4%などと  なっています。   
 

農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業におけるにおけるにおけるにおける    方針決定方針決定方針決定方針決定のののの場場場場へのへのへのへの    女性参画状況女性参画状況女性参画状況女性参画状況はははは 10101010%%%%未満未満未満未満     

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」 

－16－ 



- 

人人人人づくりづくりづくりづくり        ■■■■    意意意意        識識識識                                                                                                                                                
        男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感     

    

    17.223.211.5 22.028.715.63.23.92.5 38.322.512.417.57.6 28.2 38.618.216.322.010.9

40.8 45.236.7 41.4 39.443.310.49.910.9 36.9 33.240.425.7 28.123.4 43.2 38.048.251.8 53.350.4

22.7 14.730.4 18.014.021.855.552.658.3 14.89.220.134.225.242.9 11.96.717.013.3 7.319.1

7.25.19.14.72.64.6
2.16.9 4.12.65.44.32.36.2

3.4

4.55.26.95.318.422.0 14.810.611.49.814.318.1 10.86.55.88.29.1

4.85.66.15.27.18.36.05.66.44.86.17.05.25.46.34.55.25.94.6

30.3
3.95.4

6.83.0 6.0 1.71.3
0.5
1.50.2
0.70.8

0.1
0.2

0.4 2.1
1.8 0.21.50.3

1.3 1.72.53.2
0.9

0.2
0.9 7.3

4.88.7

7.2

3.95.7全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性
                     

                 
 12.39.711.67.5

63.361.966.157
19.523.218.029.2 2.33.42.5

4.6 0.4
0.10.30.21.91.62.31.2

平成７年７月調査（3,459人）平成21年10月調査（3,240人）女性（1,730人）男性（1,510人）
男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている 平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている 女性の方が非常に優遇されている わからない『男性の方が優遇されている』 『女性の方が優遇されている』

0 50 100（％）平成21年内訳

0                                   50                                           100（％） （注）調査対象は，県内在住の満 20 歳以上の県民 2,000 人 資料：広島県「広島県政世論調査」（平成 20（2008）年度） 

１１１１    男女男女男女男女のののの地位地位地位地位                   男女の地位の平等感について，〔平等〕と回答した人の割合は「学校教育の場」で 55.5％と最も高く，次いで「法律や制度 上」（ 34.2％），「家庭生活」 （22.7％）となっています。   また，〔男性優遇〕（「男性の 方が優遇されている」＋「どちらかといえば男性の方が優遇されている」）と回答した人の割合は，「社会通念，慣習，しきたりなど」が 71.4％で最も高く，「社会全体」（68.1％），「政治の場」 （67.2％）と続いており，すべての分野で〔女性優遇〕（「どちらかといえば女性の方が優遇されている」＋「女性の方が優遇されている」）を上回っています。 

「「「「学校教育学校教育学校教育学校教育のののの場場場場」」」」とととと「「「「法律法律法律法律やややや制度上制度上制度上制度上」」」」をををを除除除除くすべてのくすべてのくすべてのくすべての分野分野分野分野でででで，〔，〔，〔，〔男性優遇男性優遇男性優遇男性優遇〕〕〕〕とととと感感感感じていじていじていじているるるる人人人人のののの割合割合割合割合がががが半数以上半数以上半数以上半数以上    

【【【【参考参考参考参考】】】】社会全体社会全体社会全体社会全体におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感（（（（全国全国全国全国））））    

資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」 

職 場 学校教育の場 政治の場 法律や制度上 社会通念，慣習，しきたりなど 社会全体 

〔男性優遇〕                〔女性優遇〕                                         わからない 
 男性の方が    どちらかといえば     どちらかといえば  女性の方が    優遇されている  男性の方が優遇      女性の方が優遇   優遇されている     されている    平等   されている               無回答 家庭生活 

－17－ 



    ■■■■    教教教教        育育育育                                                                                                                                                
        高等学校学科別男女高等学校学科別男女高等学校学科別男女高等学校学科別男女のののの割合割合割合割合           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        教員教員教員教員，，，，校長校長校長校長，，，，副校長副校長副校長副校長・・・・教頭教頭教頭教頭にににに占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割合割合割合割合     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教 員 数 校 長 副校長・教頭 区  分 総数 女性 男性 総数 女性 男性 総数 女性 男性 小学校 9,503 6,435 3,068 538 190 348 556 206 350 中学校 5,508 2,359 3,149 240 16 224 276 29 247 高等学校 5,627 1,694 3,933 137 4 133 185 10 175 特別支援学校 1,205 721 484 17 4 13 25 8 17 県全体 11,209 10,634 214 718 253 789 

 割合（％） 21,843 
51.3 48.7 

932 
23.0 77.0 

1,042 
24.3 75.7 【参考】全国 483,863 502,309 4,852 32,013 6,553 35,832 

 割合（％） 986,172 
49.1 50.9 

36,865 
13.2 86.8 

42,385 
15.5 84.5 

 

１１１１    高等学校高等学校高等学校高等学校のののの生徒生徒生徒生徒    

 

         学科別に見ると，「家庭に関する学科」で，生徒数に占める女性の割合が 93.9％と最も高く，男性の割合が最も高いのは，「工業に関する学科」の 90.6％となっています。  
 

 

 

 

 

    ２２２２    教員教員教員教員のののの状況状況状況状況 
      

      
   平成 22（2010）年度の県内  の小・中・高等学校，特別支援  学校の教員数は，21,843人で，  女性 11,209 人（51.3%），男性  10,634人（48.7%）と，男女比  率はほぼ同率となっています。   このうち，女性管理職の状況  を見ると，校長は 23.0％，副校長・教頭は 24.3%となっています。 
 

女性女性女性女性はははは「「「「家庭家庭家庭家庭にににに関関関関するするするする学科学科学科学科」」」」でででで，，，，男性男性男性男性はははは「「「「工業工業工業工業にににに関関関関するするするする学科学科学科学科」」」」でででで，，，，割合割合割合割合がががが最大最大最大最大 

教員数教員数教員数教員数のののの男女比率男女比率男女比率男女比率はははは    ほぼほぼほぼほぼ同率同率同率同率    女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの割合割合割合割合はははは    校長校長校長校長 22223.03.03.03.0％，％，％，％，    副校長副校長副校長副校長・・・・教頭教頭教頭教頭 22224444....3333％％％％ 
（注）国立・公立・私立のすべてを含む。 資料：広島県教育委員会「公立学校基本数」（平成 22（2010）年度） 

 

－18－ 

（単位：人） 

9.4 68.3 93.974.955.8
64.190.6 31.7 6.125.144.2

35.9 50.4 49.6普通科農業に関する学科工業に関する学科商業に関する学科家庭に関する学科その他の専門学科総合学科 0                                    50                                     100(%)

女性 男性
(厚生，福祉，その他）

（注）国立・公立・私立の小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の計 資料：文部科学省「学校基本調査報告書」（平成 22（2010）年度） 

30.167.7 42.8 51.359.8 23.023.52.96.735.3 24.332.05.410.537.1
020
4060
80

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 全体
教員に占める女性の割合校長に占める女性の割合副校長・教頭に占める女性の割合（％）



 

 複数回答 

        ■■■■    家家家家        庭庭庭庭                                                                                                                                                                １１１１日日日日のののの行動行動行動行動のののの種類別総平均時間数種類別総平均時間数種類別総平均時間数種類別総平均時間数      

    ２２２２    男性男性男性男性のののの家事等家事等家事等家事等へのへのへのへの参加参加参加参加             男性が家事，子育て，介護，  地域活動に参加するために必  要なことについて，「夫婦や家  族間でのコミュニケーション  をよく図ること」と回答した  人の割合が男女共に最も高く，  次いで，「男性自身の抵抗感を  なくすこと」となっています。 

（注）調査対象は，平成 12 年国勢調    査調査区のうち，県内 120 調    査区の中から無作為に抽出し    た約 1,400 世帯に居住する 10    歳以上の世帯員 資料：総務省「社会生活基本調査」     （平成 18（2006）年） 
１１１１    １１１１日日日日のののの生活時間生活時間生活時間生活時間            県内の男女の１日の行動時  間を比較すると，２次活動の時  間の使い方では男女間に大き  な違いが現れています。   年齢別に見ると，特に 25～  64歳の各年齢では，男性の家  事関連の時間は女性に比べて  短く，仕事関連の時間が長くな  っています。       

２２２２次活動次活動次活動次活動のののの時間時間時間時間のののの使使使使いいいい方方方方ではではではでは，，，，男性男性男性男性のののの家事関連家事関連家事関連家事関連のののの時間時間時間時間はははは 30303030 分分分分程度程度程度程度    

「「「「夫婦夫婦夫婦夫婦やややや家族間家族間家族間家族間でのでのでのでのコミュニコミュニコミュニコミュニケーションケーションケーションケーションをよくをよくをよくをよく図図図図ることることることること」」」」とととと     回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの割合割合割合割合がががが最多最多最多最多     

   1 次活動：睡眠，食事など生理的に必要な       活動  2 次活動：仕事，家事など社会生活を営む       上で義務的な性格の強い活動  3 次活動：1 次，2 次活動以外の各人が自由      に使える時間における活動 

－19－ （注）調査対象は，県内在住の満 20 歳以上の県民 2,000 人 資料：広島県「広島県政世論調査」（平成 17（2005）年度） 

男性男性男性男性がががが家事家事家事家事，，，，子育子育子育子育てててて，，，，介護介護介護介護，，，，地域活動地域活動地域活動地域活動にににに参加参加参加参加するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なことなことなことなこと                                                                                                             62 .255 .444 .940.337 .031 .022 .419.714 .613.94.1

54 .642 .633 .6 40.939 .118 .322 .412.09 .76 .6 16.1

0 10 20 30 40 50 60 70夫婦や家族間でのコミュニケー ション　　　　　　　　　　　　　　をよく図ること男性自身の抵抗感を　　　　　　　なくすこと　男性が参加す ることに対して，社会の中での評価を高めること　夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重す ること労働時間短縮や休暇制度を普及し仕事以外の時間の拡大を図ること男性が家事等に関心を高めるような，　　　　　　　啓発や情報提供を行うこと男性が相談しやすい　  窓口を設けること　　　 男性の情報交換の場や仲間（ネットワーク）づ くりをすすめること研修や講座の開催により，男性の　　　　 家事等の技能を高めること女性の側の抵抗感をなくす ことその他 女性男性

 (%)

男女男女男女男女，，，，年齢別年齢別年齢別年齢別のののの２２２２次活動次活動次活動次活動のののの生活時間生活時間生活時間生活時間 

3.48 3.27 4.06 4.10 9.07 4.13 8.15 3.14 6.24 1.38 2.49 1.17
3.41 4.05 4.18 4.04 2.53 1.198.20

0.38
2.43 3.36 0.010.02 0.360.120.43 0.24 0.22 0.302.44 1.110.01 0.090.08 0.02 0.02 0.010.040.021.29 0.41 0.09 0.05

0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00

 　　               女    男　　　                        女    男　　　                女    男　　 　                   女    男　　　                 女    男　　 　   女    男　　           女   男  　         15～24                          25～34      　                           35～44    　                        45～54    　                         55～64      　     65～74    　         75 　歳以上
学業

育児
仕事関連（通勤・通学，仕事）

その他の家事関連（家事，介護・看護，買い物）（時間.分）

（注）   調査対象は，平成 12 年国勢調査調査区のうち，県内 120 調査区の中から無作為に抽出 した約 1,400 世帯に居住する 15 歳以上の世帯員 資料：   総務省「社会生活基本調査」（平成 18（2006）年） 

10.2110.2310.0910.0210.3110.43
7.498.195.156.373.28

6.53
3.40

5.176.425.034.496.126.08
0.01 0.303.540.40

0.32
男 性女 性　  １次活動〔睡眠，食事等〕 　　　　　　　 ２次活動①〔仕事関連（通勤・通学，仕事 ），　学業〕 　　　　　　２次活動②〔家事関連（家事，介護・看護，　買い物，育児 ）〕 　　　 　３次活動〔趣味，ボランティア等〕

　0.00　　　　　　　　　　　　6.00　　　　　　　  　　　12.00　　　　　　　　　　　　18.00　　　　　　 　　　　　24.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(時間 . 分）夫が有業で妻が専業主婦の世帯共働き世帯 夫妻
妻夫総　数



 

安心安心安心安心づくりづくりづくりづくり        ■■■■    健健健健        康康康康                                                                                                                                                
    母子保健関係指標母子保健関係指標母子保健関係指標母子保健関係指標のののの推移推移推移推移     

 

 

 

 

 

 

１１１１    母子保健母子保健母子保健母子保健        
 

      女性は，妊娠や出産の可能性  があることから，ライフサイク  ルを通じて，男性とは異なる健  康上の問題に直面することがあ  ります。   周産期，乳児及び新生児の死  亡率の動向を見ると，いずれの指標も年々減少し，近年では横ばい傾向にあります。  

周産期周産期周産期周産期，，，，乳児及乳児及乳児及乳児及びびびび新生児新生児新生児新生児     のののの死亡率死亡率死亡率死亡率はははは近年近年近年近年はははは横横横横ばいばいばいばい     傾向傾向傾向傾向    

【【【【周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率，，，，乳児死亡乳児死亡乳児死亡乳児死亡率率率率，，，，新生児死亡率新生児死亡率新生児死亡率新生児死亡率のののの推推推推移移移移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県）】）】）】）】    

【【【【妊産婦死亡率妊産婦死亡率妊産婦死亡率妊産婦死亡率のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県）】）】）】）】 

（注） 周産期死亡率＝年間の周産期死亡数（※）÷年間の出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）数×1,000 ※妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児（生後１週未満）死亡を加えたもの。 乳 児 死 亡 率      ＝{年間の乳児（生後1年未満）死亡数÷年間の出生数}×1,000 新生児死亡率＝{年間の新生児（生後4週（28日）未満）死亡数÷年間の出生数}×1,000 妊産婦死亡率＝{年間の妊産婦死亡数（※）÷年間の出産（出生＋死産）数（又は年間の出生数）}×100,000        ※妊娠中又は妊娠終了後満42日未満で妊娠等が原因の死亡 資料：厚生労働省「人口動態統計」  （平成22（2010）年の数値については「人口動態統計月報年計（概数）」） －20－ 

20.5
3.8

19.5
4.805

1015
2025 県 全国（出産10万対）

16(2004)14(2002) 18(2006)平成2(1990) 12(2000)昭和55(1980) 21年(2009)20(2008)

調査中 10.9
3.9

20.2
4.27.7 2.57.5 2.34.7 1.14.9 1.105

1015
2025 周産期死亡率（県） 周産期死亡率（全国）乳児死亡率（県） 乳児死亡率（全国）新生児死亡率（県） 新生児死亡率（全国）

（出産千対，出生千対）

16(2004)14(2002) 18(2006) 21(2009)平成2(1990) 12(2000)昭和55(1980) 20(2008) 22年(2010)



    ■■■■    男女間男女間男女間男女間のののの暴力暴力暴力暴力，，，，セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント                                                                                                                                                    
    
    こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンター等等等等におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性にににに関関関関するするするする相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等のののの推推推推移移移移     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こども家庭センター等における相談件数等の状況（平成 22（2010）年度） 区 分 件 数 （件） 割 合（%）  区 分 件  数（件） 割   合（%） 面接相談 2,178（2,125） －  一時保護 124 （96） － 
 うち暴力逃避 959 （850） 44.0（40.0）   うちDV  84 （68） 67.7(70.8) 電話相談 4,339（4,317） －   

 うち暴力逃避 2,072（1,796） 47.8（41.6）  相談合計 6,517（6,442） －  

 うち暴力逃避 3,031（2,646） 46.5（41.1）  

 

 
 
             「「「「エソールエソールエソールエソール広島広島広島広島」」」」相談事業相談事業相談事業相談事業におけるにおけるにおけるにおける件数件数件数件数のののの推移推移推移推移     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）女性に関する相談：売春防止法による女性相談及び DV 防止法による配偶者等の暴力相談。男性からの DV 相談を含む。 括弧内は前年同期 資料：広島県健康福祉局調べ 

１１１１    相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等    

 

 

 

 

   こども家庭センター及び婦人相談員設置市における平成
22（2010）年度の相談件数は
6,517件で，前年度より 75件（1.2％）増加しています。相談件数のうち暴力逃避（配偶者等，子，親，その他の親族及びその他の者による身体的，精神的又は性的暴力被害）に関する相談は 3,031件で，46.5％を占めています。 また，一時保護は 124件で，前年度より 28件（29.2％）増加しており，そのうちＤＶ（ドメスティック・バイオレンス。41ページ参照）に関するものは 84件で 67.7％を占めています。 

   平成 22（2010）年度に広島県女性総合センター「エソール 広島」に寄せられた相談は，電 話相談が 2,075件，面接相談が
108件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    

こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンター等等等等     におけるにおけるにおけるにおける相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等はははは     横横横横ばいばいばいばい     

 －21－ 

「エソール広島」相談事業における件数の状況（平成 22（2010）年度） 区  分 件 数(件) 割 合(%) 電話相談 2,075 (2,033) － 
 うちＤＶ   248   (204) 12.0（10.0） 面接相談   108   (107) － 
 うちＤＶ     36    (39） 33.3（36.4） 相談合計 2,183 (2,140) － 
 うちＤＶ   284   (243) 13.0（11.4） （注）括弧内は前年同期 資料：（財）広島県女性会議調べ 

37 35 2,0481,8482,010 2,373 2,0752,033105 89 107 108
36306 272 204 24839233305001,0001,5002,0002,5003,000

平成11（1999） 13(2001) 16(2004) 17(2005) 21(2009) 22年度(2010) 01002003004005006007008009001,000電話相談 面接相談電話相談のうちDV 面接相談のうちDV(相談件数：件) (うちDV：件)

4,428 5,097 4,3171,337 1,345 1,978 2,065 2,125 2,1784,3392,5332,401 8468993736 11053 59 164 165 96 1243,878 6,406 7,162 6,442 6,5173,738
02,0004,0006,0008,000

平成11（1999） 13(2001) 16(2004) 17(2005) 21(2009) 22年度(2010) 0100200300400500面接相談電話相談一時保護件数一時保護のうち，DV件数(相談件数：件) (一時保護件数：件)



 

 （「セクハラを受けた」と回答した従業員）  複数回答  

  「「「「性犯罪相談性犯罪相談性犯罪相談性犯罪相談１１０１１０１１０１１０番番番番」」」」のののの受理件数受理件数受理件数受理件数     
                                   〔平成 22（2010）年 1月～12月計〕 内      容 件 数 (件) 割 合 (％) 性犯罪の被害申告に関するもの     7（ 7）  21.2（20.0） 過去の性犯罪被害の悩みに関するもの      9（ 2） 27.3（ 5.7） 性的ないやがらせに関するもの      0（ 0）   0.0（ 0.0） 精神的な悩みに関するもの      0（ 0）   0.0（ 0.0） 男女の性に関するもの      3（ 3） 9.1（ 8.6） 事件容疑情報     8（13） 24.2（37.1） つきまとい行為に関するもの      0（ 1）   0.0（ 2.9） 男女間暴力      1（ 1）   3.0（ 2.9） 上記以外の相談      5（ 8）  15.2（22.9） 
   合  計 33（35） 女性 25（21） 75.8（60.0） 男性  7（12） 21.2（34.3）  

 不明  1（ 2）  3.0（ 5.7） （注）括弧内は前年同期  資料：広島県警察本部調べ  
        職場職場職場職場におけるにおけるにおけるにおけるセクハラセクハラセクハラセクハラのののの有無有無有無有無のののの認識認識認識認識     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                本人本人本人本人ののののセクハラセクハラセクハラセクハラ被害被害被害被害のののの有無有無有無有無     

    

    

    

    

    

    
    
            〔〔〔〔男性従業員男性従業員男性従業員男性従業員，，，，パートパートパートパート（（（（男性男性男性男性））））調査調査調査調査〕〕〕〕    

    
    

        セクハラセクハラセクハラセクハラのののの内容内容内容内容〔〔〔〔平成平成平成平成２０２０２０２０（（（（2008200820082008））））年度年度年度年度〕〕〕〕    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

9.413.3 90.486 .684.11 .8 2 .67 .74 .0平成20(2008)年度（男性従業員，パー ト（男性））平成20(2008)年度（女性従業員，パー ト（女性））平成17(2005)年度（女性従業員，パー ト（女性））
 0　　　　　　　　　　　        　　　　　　50  　　　　　　　　　　　　          　　100 (%)

受けた 受けたことはない 無回答

7.17.17.1 21.414.3 42.9 57.128.6
10.36.8 11.112.814.5 30.833.3 55.6

0 10 20 30 40 50 60その他ヌード写真や雑誌を職場で見た性的な誘いを受けた酒席等でお酌やデュエットを強要された執ように食事やデートに誘われた容姿や体型について性的に話題とされた性的な話，質問をされた不必要に身体を触られた
女性従業員，パート(女性）男性従業員，パート（男性） (%)

２２２２    性犯罪性犯罪性犯罪性犯罪    

   
   平成 22（2010）年の「性犯罪相談 110番」の電話相談件数は
33件となっており，前年と比較して，やや減少しています。 

    

    

    

    

    

    ３３３３    セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント                        
 

 

   
   パートを含む男女従業員とも，             それぞれ約２割が，セクシュア ル・ハラスメント（42ページ参 照）が「あった」，「あったと思 う」と回答しています。 

   また，パートを含む女性従業員の 9.4％，男性従業員の 1.8％が「セクハラを受けた」と回答しており，内容では，女性従業員からは「不必要に身体を触られた」（55.6％）との回答が，男性従業員からは，「性的な話，質問をされた」（57.1％）との回答が最も多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パ ー トパ ー トパ ー トパ ー ト をををを 含含含含 むむむむ 女 性女 性女 性女 性 のののの9.49.49.49.4％，％，％，％，男性男性男性男性のののの 1.81.81.81.8％％％％がががが「「「「セセセセクハラクハラクハラクハラをををを受受受受けたけたけたけた」」」」とととと回答回答回答回答     

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各 2,500 人 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」   －22－ 

有無有無有無有無とととと内容内容内容内容    

電話相談件数電話相談件数電話相談件数電話相談件数はははは 33333333 件件件件    

7.64.9
21.014.58.713.8

83.8 74.180.676.185.578.63.16.02.93.2 11.610.1
2.6
1.81.83.3
2.71.8

平成20(2008)年度平成17(2005)年度平成20(2008)年度平成17(2005)年度平成20(2008)年度平成17(2005)年度
0　　　　　　　　　　       　　　　　 50 　　　　　　　　　　　　　　　　100　(%)

　　　　　　　　　　　　事業主                 女性従業員・                 パート（女性）                 男性従業員・                 パート（男性）
　　　あった　　　あったと思う　　　　   　　なかった（なかったと思う）　　　　　　　　無回答



 

〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕 （「セクハラ防止対策を講じている」と回答した事業主）複数回答  

（「セクハラがあった」と回答した事業主，従業員）複数回答  セクハラセクハラセクハラセクハラのののの原因原因原因原因〔〔〔〔平成平成平成平成２０２０２０２０（（（（2008200820082008））））年度年度年度年度〕〕〕〕    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            セクハラセクハラセクハラセクハラ防止対策防止対策防止対策防止対策のののの有無有無有無有無     〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            セクハラセクハラセクハラセクハラ防止対策防止対策防止対策防止対策のののの内容内容内容内容〔〔〔〔平成平成平成平成２２２２２２２２（（（（2020202010101010））））年年年年度度度度〕〕〕〕 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        ｖｖｖｖ 

2.1 7.96.2 14.2 26.3 46.0 48.5

3.1 8.5 12.19.9 29.6 45.6 58.7

2.1 6.3 8.7 17.219.2 32.7 47.7 56.7

2.4 9.76.8 10.0 16.2 25.4 41.7 45.7 51.9
13.7 35.813.1 40.440.3

0 10 20 30 40 50 60その他女性の意識が低い会社の防止対策が図られていない被害者が毅然とした態度をとっていない固定的な男女の役割分担にとらわれている職場で男女を対等なパートナーとしてみていない男性の意識が低い性的言動を不快に思うことを分かっていない依然として男女や個人に意識の差がある

事業主女性従業員男性従業員パート (%)

 

 

 

 

 

 

  セクシュアル・ハラスメントが生じる主な原因は，事業主・従業員ともに，「依然として男女や個人に意識の差がある」との回答が最も多く，次いで「性的言動を不快に思うことが分かっていない」，「男性の意識が低い」となっています。    
 

               事業主は男女雇用機会均等法により，セクシュアル・ハラスメント防止対策を講じるよう定められており，事業主の
32.8％が防止対策を講じています。   内容では，「就業規則等への 禁止の明文化」が 65.8％と最も多く， 次いで「相談があった場合の迅速かつ適切な対応」が
50.2％となっています。 

防止対策防止対策防止対策防止対策をををを講講講講じているじているじているじている    事業主事業主事業主事業主のののの割合割合割合割合はははは 33332222....8888％％％％    

防止対策防止対策防止対策防止対策    

原原原原    因因因因    事業主事業主事業主事業主・・・・従業員従業員従業員従業員ともにともにともにともに，，，，依依依依然然然然としてとしてとしてとして男女男女男女男女やややや個人個人個人個人にににに意意意意識識識識のののの差差差差があることががあることががあることががあることが原因原因原因原因とととと回答回答回答回答 

－23－ （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社（平成 11（1999）年度は 2,000 社） 及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各 2,500 人（平成 11（1999）年度は 2,000 人） 資料：広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 11（1999），20（2008）年度）広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 21（2009），22（2010）年度）     

32.839.322.7 54.747.152.0 11.912.920.8 4.422年度(2010)21(2009)平成11(1999)
       0                                                      50                                                   100(%)

講じている 講じていない 検討中 無回答
0.60.7

2.7 6.5 14.115.620.2 34.6 39.9 50.2 65.8
0 10 20 30 40 50 60 70その他再発防止措置研修会の開催社内報やパンフレット等広報啓発資料の作成・配布相談や事実関係の確認協力を理由に不利益取扱いを行わないことを定めて周知相談者・行為者等のプライバシーの保護相談窓口の設置相談があった場合の迅速かつ適切な対応就業規則等への禁止の明文化

(%)



 

２２２２    県県県県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする指標指標指標指標    

    数  値 項  目 本 県 全 国 全国 順位 
(注) 調査時点 出 典 総人口  2,856,308 人 127,057,860 人 12 女 性 1,473,837 人 64,977,425 人 12 

 男 性 1,382,471 人 62,080,435 人 12 

平成 22 

(2010)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 ６５歳以上人口   669,049 人 28,815,916 人 11 女 性  389,265 人 16,545,072 人 11 

 男 性  279,784 人 12,270,844 人 12 １５歳未満人口   394,635 人 17,054,019 人 12 女 性  192,387 人 8,315,045 人 12 
 男 性  202,248 人  8,738,974 人 12 

平成 22 

(2010)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 

世帯数  1,226,633 世帯 53,362,801 世帯 11 
平成 22 

(2010)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 １世帯当たり人員  2.33 人 2.38 人 36 

平成 22 

(2010)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 ３世代同居率 6.8％ 8.6％ 39 

平成 17 

(2005)年 
10月 1日 総務省 「国勢調査」 平均寿命 ― ― ― 女 性 86.27 歳 85.75 歳  8 

 男 性 79.06 歳 78.79 歳 13 

平成 17 

(2005)年 厚生労働省 「都道府県別生命表」 平均初婚年齢  ― ― ― 女 性 28.4 歳 28.8 歳 22 
 男 性 30.0 歳 30.5 歳 27 婚姻率（人口千対） 5.4 人 5.5 人 11 離婚率（人口千対） 1.93 人 1.99 人 27 

平成 22 

(2010)年 厚生労働省 「人口動態統計 月 報 年 計 」（概数） 
－24－ 



 

 数  値 項  目 本 県 全 国 全国 順位 
(注) 調査時点 出 典 出生率（人口千対） 9.0 人 8.5 人  5 合計特殊出生率  1.51 人 1.39 人 11 死亡率（人口千対） 9.7 人 9.5 人 34 

平成 22 

(2010)年 厚生労働省 「人口動態統計 月 報 年 計 」（概数） 就業率 56.9％ 56.0％ 22 女 性 46.4％ 45.5％ 22 
 男 性 68.3％ 67.3％ 20 

平成 17 

(2005)年 
10月 1日 総務省 「国勢調査」 

共働き率 46.1％ 44.4％ 29 
平成 17 

(2005)年 
10月 1日 総務省 「国勢調査」 月間総実労働時間数 （事業所規模５人以上） 148.2 時間 144.4 時間 26 女 性 131.4 時間 126.2 時間 27 

 男 性 161.3 時間 158.5 時間 21 月間現金給与総額 （事業所規模５人以上） 306.6 千円 315.2 千円  7 女 性 208.1 千円 205.4 千円  9 
 男 性 383.1 千円 400.6 千円  8 

平成 21 

(2009)年 厚生労働省 「毎月勤労統計調査年報」 
平均勤続年数  12.1 年 11.9 年 15 女 性 9.0 年 8.9 年 26 
 男 性 13.6 年 13.3 年  9 

平成 22 

(2010)年 厚生労働省 「賃金構造基本統計調査結果（都道府県別速報）」 高等学校等進学率  97.7％ 98.0％ 41 女 性 97.9％ 98.3％ 40 
 男 性 97.4％ 97.8％ 39 大学等進学率 61.5％ 54.3％  4 女 性 62.3％ 55.9％  5 
 男 性 60.8％ 52.7％  3 

平成 22 

(2010)年度 文部科学省 「学校基本調査報告書」 
（注） 全国順位は，全都道府県の数値を降順に並べ替えたものの順位である。  －25－ 



    



 

 

 

 

第第第第    ２２２２    部部部部    

    

平成平成平成平成 22222222（（（（2020202010101010））））年年年年度度度度にににに    

県県県県 がががが 実 施実 施実 施実 施 し たし たし たし た 主主主主 なななな 施施施施 策策策策    

    

 

 



 

 

 



１１１１    男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

 

                環環環環環環環環        境境境境境境境境        づづづづづづづづ        くくくくくくくく        りりりりりりりり                                                                                                                                                                                                                              
  

１ 働く場における男女共同参画の推進   ○ 積※1極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進に向けた啓発，具体的なモデルや成果の普及啓発 ○ 次※2世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施の促進 ○ 事業主に対する，労働条件の整備や育児・介護休業の取得など働きやすい職場環境の整備・推進に向けた啓発 ○ 育児・介護休業等からの職場復帰者への支援や育児，介護等を理由とした退職者の再就職に向 けた支援の充実   （１）男女の均等な機会と待遇の確保に向けた雇用環境の整備   ○ 職場における昇進・昇格等の男女間の格差を是正し，女性が十分に能力を発揮できる職場環境づくりを促進するため，事業主や人事労務担当者等を対象とした働く女性のポジティブ・アクション推進セミナーを開催しました。                      （商工労働局） 
   ＜「＜「＜「＜「働働働働くくくく女性女性女性女性ののののポジティブポジティブポジティブポジティブ・・・・アクションアクションアクションアクション推進推進推進推進セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」開催状況開催状況開催状況開催状況＞＞＞＞    

 開   催   日 開 催 地  参加者数（人） 平成 22（2010）年 6 月 28 日 広 島 市 １１４                     ※※※※1111 積極的改善措置積極的改善措置積極的改善措置積極的改善措置（（（（ポジティブポジティブポジティブポジティブ・・・・アクションアクションアクションアクション））））：男女間の参画の機会の格差を是正するため必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供すること。特に雇用の分野では，男女労働者の間に事実上生じている差がある場合，それを解消するために企業が行う自主的かつ積極的な取組のことをいう。 ※※※※2222 次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法::::地方公共団体及び一定の事業主に対して，次世代育成支援対策（少子化対策）を平成 17（2005） 年度から 10 年間で集中的・総合的に推進するための事業主行動計画の策定を義務付けた法律。なお，平成 20 年（2008）の改正により，平成 23 年（2011）4 月から，義務付けとなる企業規模が，常時雇用する労働者 301 人以上から 101 人以上に拡大された。   

重点項目 ○ 男女が対等な構成員としてその個性と能力を十分に発揮し，いきいきと働くことができる環境の整備 ○ 男女が共に安心して子育てや介護をしながら働き続けることができる環境の整備    特に，多様な働き方や，男性も含めた｢働き方の見直し｣が可能となる環境の整備 
広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 

平成 22(2010)年度の実施状況 
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（２）職業生活と家庭生活が両立できる環境の整備   ○ 次世代育成支援対策を総合的に推進していくため，「※3みんなで育てるこども夢プラン」に掲げる施策を積極的に推進しました。               （健康福祉局）（商工労働局）  （具体的な取組） ・ 育※4児・介護休業法等の周知徹底を図るとともに，「両立支援企業応援コーナー」において，一般事業主行動計画の策定・実施を支援しました。                     （商工労働局）  ・ 仕事と家庭の両立に取り組む企業を登録し，県のホームページなどでその内容を紹介しま した。         また，行政施策の基礎資料とするため，次世代育成支援 社会の実現に向けた企業の取組状況等を調査しました。 （商工労働局） 
 

 ・ 仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を促進するため，仕事と家庭を考える月間(10月)に事業主等を対象とした両立支援対策セミナーを開催しました。        （商工労働局） 
    ＜「＜「＜「＜「両立支両立支両立支両立支援対策援対策援対策援対策セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」開催状況開催状況開催状況開催状況＞＞＞＞    開   催   日 開 催 地 参加者数（人） 平成 22（2010）年 10 月 4 日 広 島 市 １２８ 平成 22（2010）年 10 月 6 日 福 山 市  ５２ 
 ・ 男女が共に，子育てをしながら安心して働き続けることができるよう，一時預かりや休日保育，病児・病後児保育など，多様なニーズに対応した保育サービスを充実させるとともに，地※5域子育て支援センターや放※6課後児童クラブ・放※7課後子ども教室の設置など，市町が実施する「子育てサービス事業」に対する支援を行いました。           （健康福祉局）（教育委員会） 
     ※※※※3333 みんなでみんなでみんなでみんなで育育育育てるてるてるてるこどもこどもこどもこども夢夢夢夢プランプランプランプラン：：：：「子育てするならわがまちで！」とみんなが誇れる広島県づくりのためのめざす姿。基本 姿勢及びその実現のための施策などを明らかにしたもので，次世代育成支援対策推進法第９条第１項に基づく県の行動計画。 計画期間：平成 22（2010）～26（2014）年度。 ※※※※4444 育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法（育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）::::少子化対策の一環として，  平成 4（1992）年に施行された育児休業法に介護休業制度を導入して平成 7（1995）年に制定，平成 11（1999）年 4 月から  すべての事業所を対象に施行。平成 13（2001）年には休業の申出や取得を理由とする不利益取扱いの禁止，平成 16（2004）  年には育児・介護休業の対象労働者の拡大や子の看護休暇制度の創設，平成 21（2009）年には子育て中の短時間勤務制度及  び所定外労働の免除の義務化や子の看護休暇制度の拡充，父親の育児休業の取得促進などを盛り込んだ改正が行われた。         ※※※※5555 地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター：：：：育児不安などについての相談を受けたり，子育てサークルなどの活動拠点となる施設。保育所 などに併設されている。 ※※※※6666 放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ：：：：児童福祉法に基づいて保護者が就労等により昼間家庭にいない主に小学校低学年の児童を対象に，放課後や長期休業期間などに児童館や学校の余裕教室，公民館等を利用して，適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図るもの。     ※※※※7777 放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども教室教室教室教室：：：：安全・安心な子どもの活動拠点を設け，地域住民の参画を得て，勉強やスポーツ・文化活動，交流活動等の取組を推進するもの。       

平成 22(2010)年度の実施状況 

（登録マーク）
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＜＜＜＜主主主主なななな保育保育保育保育・・・・子育子育子育子育ててててサービスサービスサービスサービス関係事業関係事業関係事業関係事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況＞＞＞＞    平成 22(2010)年度 区          分 市町数 実施か所数 一 時 預 か り 事 業 ２１ ２３８ 休 日 保 育 事 業  ６  １４ 病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 １４  ２８ 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 ２３ １０９ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ２２ ４６０ 放 課 後 子 ど も 教 室 設 置 事 業 １７ １５２ 
 ・ 男女労働者が職業生活と家庭生活を両立させ，地域活動へも積極的に参画できるよう，勤務時間の短縮やボランティア休暇制度の導入等について事業主に対する普及啓発に努めるとともに，仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及啓発のため，11月を「ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーン強調月間」とし，連合広島，広島県経営者協会及び広島労働局と協力して，期間中にセミナーの開催などの取組を行いました。     （商工労働局）         ＜＜＜＜「「「「平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度広島広島広島広島ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスセミナーセミナーセミナーセミナー」」」」開催状況開催状況開催状況開催状況＞＞＞＞    開   催   日 開 催 地 参加者数（人） 平成 22（2010）年 11 月 4 日 広 島 市 １２５  ・ 近年の親の就労環境やライフスタイルの変化に対応するため，（※8財）ひろしまこども夢財団に委託し，父親の子育て意識や家庭生活の中での役割の認知等の向上をめざした研修を実施する企業・団体において，お父さん応援プログラムの実施を支援し，かつ，企業・団体の子育て支援意識の改革の促進を目的としたお父さん応援事業に取り組みました。      （健康福祉局）  ・ 男性の育児休業等の取得を促進するため，キャンペーンや奨励金の支給を通じ，育児休業等を取得しやすい職場環境の整備を推進しました。          （商工労働局）     ＜＜＜＜男性男性男性男性のののの育児休業等促進育児休業等促進育児休業等促進育児休業等促進キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの主主主主なななな内容内容内容内容＞＞＞＞    項   目 概   要 数量等 テ レ ビ Ｃ Ｍ の 放 送 民放 4 局による放送 計 66 回 ポ ス タ ー の 作 製 県内の産婦人科へ配布等 約 150 箇所 リ ー フ レ ッ ト の 作 製 母子手帳と共に配布等 25,000 部         ＜＜＜＜いきいきいきいきいきいきいきいきパパパパパパパパのののの育休奨励金支給状況育休奨励金支給状況育休奨励金支給状況育休奨励金支給状況＞＞＞＞    奨 励 金 申 請 件 数 38社（対象人数 44人）     ・ 女性の継続就業等を支援するため，従業員の保育ニーズに対応し，事業所内保育施設を設置・運営する中小企業等に対し，費用の一部を助成しました。     （商工労働局）                                          ※※※※8888（（（（財財財財））））ひろしまこどもひろしまこどもひろしまこどもひろしまこども夢財団夢財団夢財団夢財団：：：：安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを民間の立場から推進するため， 平成 8（1996）年 2 月に県が設立した財団法人。     －29－ 



（３）多様な働き方を可能にする雇用環境の整備   ○ パートタイム労働者や派遣労働者の適正な処遇，労働条件が確保されるよう，パ※9ートタイム労働法や労※10働者派遣法等の周知を図りました。                               （商工労働局）  ○ 女性のチャレンジ支援関連の情報提供や，女子高校生に将来の多様な進路選択を考えるきっかけとしてもらうことを目的としたチャレンジセミナーを開催した※11(財)広島県女性会議（資料編 86～87ページ参照）を支援しました。 また，母子家庭の母等の仕事と家庭の両立を支援するための職業訓練（知識等習得訓練）を民 間教育訓練機関等に委託して実施しました。               （環境県民局）（商工労働局）  ○ モデル医療機関において，女性医師の短時間勤務を実施し，短時間勤務の課題を抽出し，制度普及 に向けた検討を実施しました。また，女性医師の復職・育児の悩み等に対応する相談窓口をモデル的に設け，復職，育児支援のための課題を抽出し，支援策の検討を実施しました。   （健康福祉局）  ○ 出産・育児などで離職し再就職を希望する女性を支援するためのセミナー等を開催するとともに，県内の養成施設等が実施する未就業の介護福祉士等の再就業を支援するための研修を支援しました。                           （健康福祉局）（商工労働局） 
    ＜＜＜＜女性女性女性女性のののの再就職再就職再就職再就職ステップアップセミナーステップアップセミナーステップアップセミナーステップアップセミナー等等等等開催状況開催状況開催状況開催状況＞＞＞＞    内   容 開 催 地 開 催 時 期 参加者数（人） パソコン研修（Ｗｏｒｄ） 広島市・福山市  9～11 月 ７１ 〃  （Ｅｘｃｅｌ） 〃  9～11 月 ７７ 〃  （ビジネス文書） 〃  9～11 月 ６５ 再就職準備研修 〃 10～12 月 ６７ コミュニケーション能力向上研修 〃 10～12 月 ７８ ビジネスマナー研修 〃 10～12 月 ６９ 再就職応援フェア 広 島 市 1 月 ８５ 
 

    

    

    

    

    

    

    

 ※※※※9999 パパパパートタイムートタイムートタイムートタイム労働法労働法労働法労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律）::::適正な労働条件の確保，その他の雇用管理の改善により，短時間労働者の能力発揮と福祉を図るため，平成 5（1993）年に制定。平成 19（2007）年に雇入れ時の労働条件明示の義務化や通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図る内容の改正が行われた。 ※※※※11110000 労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律）：：：：労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護や雇用の安定を図るため，昭和 60（1985）年に制定。平成 19（2007）年までに，対象業務の原則自由化，派遣労働者の権利保護，派遣受入期間の延長や派遣対象業務の拡大などを盛り込んだ改正が行われた。 ※※※※11111111（（（（財財財財））））広島県女性会議広島県女性会議広島県女性会議広島県女性会議：男女共同参画社会づくりを推進するため，昭和 63（1988）年に県と女性団体が設立した財団法人。 
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○ ワンストップ雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」や「ひろしまジョブサイト」により，求人情報や就職支援情報などの雇用労働に関する幅広い情報を提供しました。  また，あらゆる世代の就業や社会貢献活動を幅広く支援するため，就業等を支援する関係機関 と連携して「ひろしましごと館」を運営しました。               （商工労働局） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 就業等を支援する関係施設と連携して，「ひろしましごと館福山サテライト」にコーディネータ ーを配置し，全世代を対象とした就職や社会貢献活動に関する幅広い支援を実施しました。 （商工労働局） 
 （４）農林水産業及び商工業等の自営業における男女共同参画の推進    ○ 農林水産業や商工業等の自営業において，経営方針等の立案及び決定過程への女性の参画が促進されるよう，様々な機会を通じて啓発を行うとともに，商工会議所等の女性部活動事業に対する支援や農山漁村地域の女性団体等の取組・活動状況の広報を行いました。 （環境県民局）（商工労働局）（農林水産局）  （５）女性の起業・経営活動に向けた環境の整備 

 

 

   ○ 小規模事業者の技術・経営管理能力の向上を図るため，広島県商工会連合会が事業者の要請に応じて専門家を派遣する取組や，商工会議所等が経営指導員の資質向上を図るために実施する研修を支援しました。                            （商工労働局） 
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    ワンストップ雇用労働情報提供システム ～インターネットによる迅速・的確な情報提供～ 「わーくわくネットひろしま」（パソコン版，携帯電話版） 
    

    

    

    

    

    

     パ ソ コ ン http://www.work2.pref.hiroshima.jp/ 携帯サイト http://www.work2.pref.hiroshima.jp/k/  
求職者向け 求人情報，Ｕ・Ｉターン，              多様なワークスタイル，起業支援，生活支援，障害者への支援 など 
 

学生向け  就職ガイダンス情報，就業相談 窓口，インターンシップ，求人 情報など 
 労働者向け  労働相談コーナー，勤労者福祉･福利厚生,労働大学,職場における男女均等の取扱いなど 事業主向け  助成金データベース，職業能力開発，障害者雇用，高年齢者雇用など 



２ 地域社会活動における男女共同参画の推進   ○ 男女の地域活動への参画拡大に向けた，コーディネート等の支援など，地域づくりを担うボランティア，Ｎ※12ＰＯ，住民自治組織等が活動しやすい環境の整備   （１）政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の促進 
  ○ 政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の機会の確保に向けて積極的な取組が推進されるよう，様々な機会を通じて啓発を行いました。    また，市町の行政委員会・審議会等委員などにおいても，政策・方針の立案及び決定過程への 女性の参画が促進されるよう機会をとらえて啓発を行ったほか，政策・方針決定の場へ参画できる人材を育成するために（財）広島県女性会議が実施する「エソールひろしま大学」の運営を支援しました。              （総務局）（環境県民局）（教育委員会）（警察本部）                     

    ＜＜＜＜エソールエソールエソールエソールひろしまひろしまひろしまひろしま大学大学大学大学（（（（基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座））））修了者数等修了者数等修了者数等修了者数等＞＞＞＞ 総数（人） 広島校（人） 福山校（人） 区 分 受講者数 
(うち男性) 修了者数 

(うち男性) 受講者数 
(うち男性) 修了者数 

(うち男性) 受講者数 
(うち男性) 修了者数 

(うち男性) 開講期間 第５期 ８７ (９) ８２ (８) ５４ (５) ４９ (４) ３３ (４) ３３ (４) 平成 22(2010)年 10 月 ～23(2011)年 3 月 第１～５期 累 計 ２６５(３０) ２４３ (２８) １７６ (２０) １５７ (１９) ８９ (１０) ８６ (９)     
          ＜＜＜＜エソールエソールエソールエソールひろしまひろしまひろしまひろしま大学大学大学大学（（（（応用講座応用講座応用講座応用講座））））修了者数等修了者数等修了者数等修了者数等＞＞＞＞    総数（人） 広島校(人) 福山校(人) 区 分 受講者数 

(うち男性) 修了者数 
(うち男性) 受講者数 

(うち男性) 修了者数 
(うち男性) 受講者数 

(うち男性) 修了者数 
(うち男性) 開講期間 第４期 ４２ (３) ３６ (３) ２５ (２) ２１ (２) １７ (１) １５ (１) 平成 22(2010)年 4 月 ～22(2010)年 9 月 第１～４期 累 計 １５０ (１６) １２７ (１６) ８７ (１０) ７４ (１０) ６３ (６) ５３ (６)  

 ＜＜＜＜エソールエソールエソールエソールひろしまひろしまひろしまひろしま大学大学大学大学（（（（専科専科専科専科））））修修修修了者数等了者数等了者数等了者数等＞＞＞＞    総  数（人） 区 分 受講者数 修了者数 開  講  期  間 備  考 第３期 １４ １２ 平成 21(2009)年 10 月 ～22(2010)年 3 月 第 1～３期 累 計 ５７ ５２    受講対象者は女性のみ。広島校で開講     注） 第４期生は，平成 23 年 1 月から 8 月までが養成期間となっている。     ※※※※11112222    ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ（Non ProfitNon ProfitNon ProfitNon Profit    OrganizationOrganizationOrganizationOrganization）：）：）：）：民間非営利組織。継続的，自発的に社会貢献活動を行う，営利を目的としない団体の総称。  

広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 
平成 22(2010)年度の実施状況 
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（２）地域社会活動における男女共同参画の推進   ○ ＮＰＯ活動に対する理解を深め参加を促進するため，ＮＰＯに関する情報発信及び法人制度の普及啓発を行うとともに，住民自治活動の活性化のため，国の集落支援員・地域おこし協力隊制度の普及啓発に努めました。 その制度運用の中心的役割として神石高原町が事務局を担う「地域サポート人ネットワーク全国協議会」設立及び運営活動への協力を行いました。 また，地域住民が自主的に道路・河川の清掃や草刈等を行う「※13アダプト活動」を支援しました。                          （地域政策局）（環境県民局）（土木局） 
 

３ 男女共同参画の推進に向けた体制の整備   ○ 市町の取組の積極的な支援，産学官連携による男女共同参画の推進  （１）県の推進体制の充実等      ○ 男女共同参画社会の実現に向けて，各部局の緊密な連携の下に，「広島県男女共同参画基本計画（第２次）」（第３部 47～49ページ参照）に掲げる施策を積極的に推進しました。           この「広島県男女共同参画基本計画（第２次）」に掲げる具体的施策の推進期間が平成 22（2010）年度で終了することから，具体的施策の見直しなど，「広島県男女共同参画基本計画（第２次）」の改定を行うこととし，「広島県男女共同参画推進条例」（資料編 77～78 ページ参照）の規定に基づき，計画に盛り込む事項について，広島県男女共同参画審議会（資料編 79 ページ参照）に諮問しました。 県民からの意見募集の結果を踏まえて調査・審議が行われ，取りまとめられた広島県男女共同参画審議会の答申の内容を反映させ，「広島県男女共同参画基本計画（第３次）」（資料編 80～81ページ参照）を策定しました。                       （環境県民局）                                                                
    

    

    

    

    

    

    

    

            ※※※※11113333 アダプトアダプトアダプトアダプト活動活動活動活動：：：：アダプトが「養子縁組」をするという趣旨から，住民や企業などの団体が道路や河川などの清掃をボランティアで行い，わが子のように面倒をみる活動。 
    

平成 22(2010)年度の実施状況 
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平成 22(2010)年度の実施状況 
広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 
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＜＜＜＜広島県男女共同参画審議会開催状況広島県男女共同参画審議会開催状況広島県男女共同参画審議会開催状況広島県男女共同参画審議会開催状況＞＞＞＞    開 催 日 審 議 事 項 第１回 平成 22（2010）年 6 月 3日 検討部会 平成 22（2010）年 10 月 13日 第３回 平成 22（2010）年 10 月 19 日 第３回 平成 22（2010）年 12 月 2 日 「広島県男女共同参画基本計画（第３次）」に盛り込むべき事項について 
 

 

 

 

 

 

 

     （２）広島県女性総合センター「エソール広島」の充実・強化    ○ 広島県女性総合センター「エソール広島」において，（財）広島県女性会議が実施する情報・    研修・相談・交流・チャレンジ支援の５部門を柱とする各種事業を支援するとともに，事業連    携を図りました。                             （環境県民局）     （３）市町等との連携強化・取組支援   
 ○ 地域の実情に応じた男女共同参画に関する主体的な取組を促進するため，市町，関係団体及び企業の男女共同参画担当者などを対象に，先進的取組事例の紹介等を行う「元気な地域づくりと男女共同参画」研修会を開催しました。                    （環境県民局） （市町における取組の詳細は，第５部 71～76ページ参照）                                        

平成 22(2010)年度の実施状況 
平成 22(2010)年度の実施状況 

 

広島県男女共同参画審議会会長から知事への答申 （平成 22（2010）年 12 月 24 日） 
 



    ＜「＜「＜「＜「元気元気元気元気なななな地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画」」」」研修会開催状況研修会開催状況研修会開催状況研修会開催状況＞＞＞＞        
                                                                                                                                                                

「どう根付かせる，男女共同参画  ～第３次男女共同参画基本計画・中間整理の議論を中心に～」           開 催 日：平成 22（2010）年 5 月 28 日 開 催 地：広島市（エソール広島） 参加者数：１1６人 内   容：講演講演講演講演「「「「どうどうどうどう根付根付根付根付かせるかせるかせるかせる，，，，男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画        ～～～～第第第第３３３３次男女共同参画基本計画次男女共同参画基本計画次男女共同参画基本計画次男女共同参画基本計画・・・・中間整理中間整理中間整理中間整理のののの議論議論議論議論をををを中心中心中心中心にににに～～～～」」」」       講師：実践女子大学人間科学部教授 鹿嶋 敬さん 
「『男らしさ』って何だろう～男女共同参画と男性たち～」       開 催 日：平成 23（2011）年 1 月 26 日 開 催 地：広島市（エソール広島） 参加者数：１１０人 内  容：基調講演基調講演基調講演基調講演    「「「「男男男男らしさらしさらしさらしさ」」」」ってってってって何何何何だろうだろうだろうだろう    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画とととと男性男性男性男性たちたちたちたち     講師：京都大学大学院文学研究科教授 伊藤 公雄さん    ワークショップワークショップワークショップワークショップ    男男男男がががが語語語語るるるる、、、、男男男男がががが聴聴聴聴くくくく    あきらあきらあきらあきら流流流流、、、、男男男男のののの講座講座講座講座・・・・男男男男のののの悩悩悩悩みみみみ相談相談相談相談    講師：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ館長 中村 彰さん   
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１ 男女共同参画の推進に向けた広報・啓発の充実 

 

 ○ 県民が男女共同参画の推進に向けて主体的に取り組むことができるよう，男女共同参画社会の形成の意義や責務を踏まえた広報・啓発  
 ○ 男女共同参画に関する県民の理解が深まるよう，男女共同参画週間や人権啓発フェスティバルでパネル展示等を実施するなど，各種研修会やセミナー等の機会を通じて啓発を行ったほか，ラジオ，インターネット，広報誌などによる広報活動を実施しました。                                          （環境県民局）                 ＜＜＜＜男女共同参画週間関連行事男女共同参画週間関連行事男女共同参画週間関連行事男女共同参画週間関連行事（（（（広島市広島市広島市広島市まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり市民交流市民交流市民交流市民交流プラザプラザプラザプラザででででのののの啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料等等等等展示状況展示状況展示状況展示状況））））＞＞＞＞                                

広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 

男女共同参画週間【毎年 6 月 23 日～29 日】平成13（2001）年度から実施  平成 22（2010）年度の標語  「話そう、働こう、育てよう。いっしょに。」  平成 23（2011）年度の標語  「チャンスを分かち、未来を拓こう」  

平成 22（2010）年度の実施状況 

重点項目 ○ 男女が共に積極的に子育てに参画できるようにするための支援 
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２ 男女共同参画を推進する教育と学習機会の充実   ○ 小・中・高等学校等におけるキャリア教育の充実  （１）男女共同参画を推進する教育の充実   ○ 地域での家庭教育の充実を図るため，「※14『親の力』をまなびあう学習プログラム」を活用し，学識経験者等による出前講座や地域で学習プログラムを活用できる講師の養成を行いました。                          （教育委員会）     ＜＜＜＜「『「『「『「『親親親親のののの力力力力』』』』をまなびあうをまなびあうをまなびあうをまなびあう学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」のののの出前講座出前講座出前講座出前講座（（（（平成平成平成平成 22222222（（（（2020202010101010））））年年年年開催状況開催状況開催状況開催状況＞＞＞＞             
 

 （２）生涯を通じた学習機会の提供   ○ 地域における男女共同参画に向けた機運醸成を図るため，市町や地域団体等と連携し，地域支援事業（男女共同参画・地域入門講座）を実施する（財）広島県女性会議を支援しました。                                         （環境県民局）     ＜＜＜＜男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画・・・・地域入門講座地域入門講座地域入門講座地域入門講座開催状況開催状況開催状況開催状況＞＞＞＞    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※11114444「『「『「『「『親親親親のののの力力力力』』』』をまなびあうをまなびあうをまなびあうをまなびあう学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム」：」：」：」：文部科学省の委託事業を活用して，広島県教育委員会が設置した地域家庭教育推進協議会が平成 19（2007）年度に開発。親同士が教育力を高めることを目的としており，教材は，子育てをゼロ歳から小学校３年生までの「前期」，小学４年生から高校生までの「後期」に分けて，各時期の保護者向けに１５種類が用意されている。  

広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 
平成 22（2010）年度の実施状況 
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平成 22（2010）年度の実施状況 



３ 家庭における男女共同参画の推進 

  ○ 父親の家庭教育への参加促進の取組を行う市町の支援及び家庭教育に関する学習機会の情報提供などの支援 ○ 多様な子育て支援サービスの提供等次世代育成支援対策に向けた市町の取組の促進 
 

 

   ○ 経済団体・県・（財）ひろしまこども夢財団で構成する「こども未来づくり・ひろしま応援隊」による「子育て応援イクちゃんサービス」など，企業等による子どもと子育てにやさしい取組を推進しました。                              （健康福祉局） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ 「※15ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム」の実施により子育ての不安解消を図る（財）ひろしまこども夢財団を支援しました。                   （健康福祉局） 
 

 

 

 

 

 

 

 ※11115555「「「「ノーバディノーバディノーバディノーバディーーーーズズズズ・・・・パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム」：」：」：」：乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児をををを持持持持つつつつ親親親親をををを対象対象対象対象にににに，，，，参加者参加者参加者参加者がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ抱抱抱抱えているえているえているえている悩悩悩悩みやみやみやみや関心関心関心関心のあるこのあるこのあるこのあることについてとについてとについてとについて，，，，グループグループグループグループでででで出出出出しあってしあってしあってしあって話話話話しししし合合合合いながらいながらいながらいながら，，，，必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじてテキストテキストテキストテキストをををを参照参照参照参照してしてしてして，，，，自分自分自分自分にあったにあったにあったにあった実際的実際的実際的実際的なななな子育子育子育子育てのてのてのての知識知識知識知識やややや方法方法方法方法をををを学学学学ぶものぶものぶものぶもの。。。。 
 

「子育て応援イクちゃんサービス」の概要  対    象 乳児・幼児・小学生のいる家庭 サービス内容 企業・店舗ごとにいろいろなサービスを設定        （料金の割引やポイントアップ，子どもにやさしい施設の提供など）        サービスの提供       子ども連れで来店・来所の場合        子ども連れでない場合には，Kids☆めるまが（※）から送信される 「イクちゃんサービス」の画面を提示すれば同様のサービスが受けられる。       参加企業等の情報提供及びＰＲ等 ・サービスへの参加を示すステッカーを企業や店舗等に交付 ・専用ホームページ及び携帯サイト等で，企業や店舗等のサービス内容を紹介     パ ソ コ ン      http://www.ikuchan.or.jp/service/     携帯サイト http://www.ikuchan.or.jp/service/ 
Kids☆めるまがとは，（財）ひろしまこども夢財団が実施している会員制のサービスで，12 歳以下の子どもの保護者等を対象に，携帯電話のメール機能を活用して子育てに役立つ情報を送信するもの（無料） 
 

 ステッカーイメージ 

広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 
平成 22（2010）年度の実施状況 
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１ 生涯を通じた健康と自立の支援 

 

 ○ 思春期，妊娠・出産期等各ステージにおいて性別に対応できる医療，健康づくり対策   ○ 周産期医療体制，不妊相談等支援体制及び小児医療体制の充実 ○ 男女共同参画の視点を取り入れた防災・災害復興支援体制の整備 
 （１）生涯を通じた健康対策の推進 

 

 ○ 男女が共に生涯にわたって健康を享受できるよう，県民の主体的な健康づくりを支援する「ひろしま健康づくり県民運動」の展開など，生活習慣病の予防対策を中心とする健康づくりを推進しました。                                （健康福祉局）      ○ 妊婦が検診費用を心配せず，必要な回数の妊婦健康診査（14 回）を受けることができるよう，公費助成の拡充を行う市町を支援しました。                 （健康福祉局） 
 ○ 女性が，妊娠・出産後も安心して働き続けることができるよう，市町が実施する出産前後のケア等を支援するなど，母性保護・母性健康管理対策の推進を支援するとともに，周産期医療体制，不妊治療等支援体制及び小児救急医療体制の充実を図りました。        （健康福祉局） 

   ○ ハイリスクの分娩・出産及び新生児医療を担う，総合・地域周産期母子医療センターの運営に 対する補助を行いました。                         （健康福祉局）  （２）だれもが安心して暮らし，自立できるための支援       ○ 「※16広島県地域ケア体制整備構想」などを反映させた「※17第４期ひろしま高齢者プラン」に基づ き，高齢者の社会参画の促進に向けた普及啓発や学習・体験機会の提供などを行うとともに，高 齢者の生活支援，介護予防，介護のニーズに総合的に対応する体制の整備に努めました。                                        （健康福祉局）  ※※※※11116666 広島県地域広島県地域広島県地域広島県地域ケアケアケアケア体制整備構想体制整備構想体制整備構想体制整備構想：国の「地域ケア体制の整備に関する基本方針」を踏まえ，広島県の療養病床の再編成に伴う受け皿づくりを含め，将来の高齢者の介護等のニーズや社会資源の状況に即した「地域ケア体制」の今後の方針を示したもの。 ※※※※11117777 第第第第４４４４期期期期ひろしまひろしまひろしまひろしま高齢者高齢者高齢者高齢者プランプランプランプラン：老人福祉計画と介護保険事業支援計画を一体化し，本県において必要とされる高齢者福祉サービス及び介護サービスの整備目標と提供体制等を定めたもので，市町の老人福祉計画及び介護保険事業計画の達成を支援する計画。計画期間：平成 21（2009）～23（2011）年度。 

広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 
平成 22（2010）年度の実施状況 

重点項目 ○ 配偶者からの暴力をはじめとする男女間のあらゆる暴力の防止に向けた取組の推進 

平成 22（2010）年度の実施状況 
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 ○ 障害者が地域で安心して自立した生活ができるよう，「※18広島県障害者プラン」を推進するとと もに，「※19第２期広島県障害福祉計画」に基づき，障害福祉サービス等の提供体制の整備に努めました。                                   （健康福祉局） 
 ○ 認知症患者と家族に対する支援を充実するため，早期からの専門的な医療の提供，専門医療相 談及び介護との連携を行うための「認知症疾患医療センター」を設置しました。 (健康福祉局）  ○ 地域における認知症ケア体制及び医療・介護の連携体制を強化するため，認知症疾患医療センターを設置する市町に所在する地域包括支援センターに認知症ケアの専門職を配置するとともに，地域住民や団体等によるネットワークの形成と認知症に関する専門的な研修を実施しました。                                       （健康福祉局）    ○ 県民に対し認知症理解を図るため，認知症サポーター養成講座への県民の積極的な参加を促す とともに，世界アルツハイマーデー（９月２１日）からの１週間を「オレンジリング週間」とし て位置付け，普及啓発イベントを実施しました。               （健康福祉局）    ○ 地域住民を対象とした，福祉・介護サービスの意義や実態について紹介する事業等を実施しま した。                                  （健康福祉局）  ○ 女性の消防団員の加入が促進されるよう，市町や消防機関へ普及啓発を行いました。                           （危機管理監） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※※※※18181818 広島県障害者広島県障害者広島県障害者広島県障害者プランプランプランプラン：：：：障害者の生活全般にかかわる幅広い施策の一層の展開を図るため，障害者施策の基本的方向と推進方策及び福祉サービスの目標等を定めたもので，基本計画及び重点実施計画が一体となったプラン。計画期間：平成 16（2004）～25（2013）年度。 ※※※※19191919 第第第第２２２２期広島県障害福祉計画期広島県障害福祉計画期広島県障害福祉計画期広島県障害福祉計画：障害者自立支援法に基づき，国の基本指針に則して，市町の障害福祉計画の達成に資するため，広域的な見地から，障害福祉サービス等の提供体制が計画的に整備されるよう定めた計画。計画期間：平成 21（2009）～23（2011）年度。         
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２ 男女間におけるあらゆる暴力の根絶に向けた取組の推進    ○ ＤＶ被害者の自立支援体制の充実及び関係機関の連携強化 ○ 民間団体との協働事業の実施による被害者の支援  （１）配偶者等からの暴力を防止するための取組の推進   ○ 「※20ＤＶ防止法」の周知徹底を図るとともに，相談・自立支援体制を充実させるため，被害者保護のための情報提供や暴力防止に向けた啓発などを実施し，西部こども家庭センターにおいて休日・夜間の電話相談にも対応したほか，被害者の安全を確保するための一時保護や弁護士などの専門家による被害者の支援を実施しました。                  （健康福祉局）  ○ ＤＶ防止法第２条の３の規定によって策定した「※21配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」に基づき，ＤＶのない社会の実現をめざして諸施策を推進しました。                       （健康福祉局）  
 ○ 行政及び民間が担うべき役割等について関係機関・団体間の意見交換を行うとともに，相互の連携を強化するため，「※22配偶者からの暴力」関係機関連絡会議を開催しました。 （健康福祉局）  ○ 市町における「※23配偶者暴力相談支援連絡会」の立ち上げや被害者支援ネットワークの構築を支援しました。                               （健康福祉局）        
 

 

 

 ※※※※22220000    ＤＤＤＤＶＶＶＶ防止法防止法防止法防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）：配偶者からの暴力に係る通報，相談，保護，自立支援の体制を整備することにより，配偶者からの暴力を防止し，被害者の保護を図るため，平成 13（2001）年に施行。被害者からの申立てにより，地方裁判所が加害者を引き離すための「保護命令制度」が創設された。命令に違反した場合は罰則が適用される。平成 16（2004）年には，保護命令制度の拡充（被害者と同居する子への接近禁止命令など）や配偶者からの暴力の定義の拡大，平成 19（2007）年には保護命令制度の拡充（生命・身体に対する脅迫を受けた被害者による申立てなど）や市町における基本計画策定の努力義務などを盛り込んだ改正が行われた。 ＤＶ（ＤＶ（ＤＶ（ＤＶ（ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス））））とは，夫やパートナーなどからの身体的，経済的，性的，精神的暴力などをいう。 ※※※※22221111「「「「配配配配偶者偶者偶者偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止及防止及防止及防止及びびびび被害者被害者被害者被害者のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」：ＤＶ防止法第２条の３第１項の規定に基づく基本計画。計画期間：平成 18（2006）～平成 22（2010）年度。 ※※※※22222222「「「「配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力」」」」関係機関連絡会議関係機関連絡会議関係機関連絡会議関係機関連絡会議：行政機関や民間団体等の関係機関が連携して，配偶者からの暴力被害者に対する支援を行うことを目的として平成 13（2001）年 10 月に設置。平成 14（2002）年 10 月には，関係機関との連携をより緊密にし，きめ細やかな相談・支援を行うため，県内を３地域（西部・東部・北部）に分け，各地域ごとにブロック別連絡会議を設置。 ※※※※23232323「「「「配偶者暴力相談支援連絡会配偶者暴力相談支援連絡会配偶者暴力相談支援連絡会配偶者暴力相談支援連絡会」」」」：ＤＶ被害者の相談・保護・自立支援については，相談から自立まで関係機関の認識の統一が求められているため，市町内部等の連携組織として立ち上げ支援を行い，ＤＶ被害者支援体制を整備する。平成 22 年度末までに，県内で５市４町が設置。 

広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 
平成 22（2010）年度の実施状況 
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（２）セ※24クシュアル・ハラスメント等男女間におけるあらゆる暴力を防止するための取組の推進   ○ 職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策を推進するとともに，学校，地域社会等のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に向けた啓発を行いました。 とりわけ，児童生徒に対する体罰，セクシュアル・ハラスメントが後を絶たないことから，教 育委員会及び学校に児童生徒に対する体罰，セクシュアル・ハラスメント相談窓口を設置し，児童生徒等からの相談に対応しました。   （総務局）（環境県民局）（商工労働局）（教育委員会）  ○ ス※25トーカー規制法やＤＶ防止法等，男女間のあらゆる暴力の防止等に関する法律や制度の普及啓発を行うとともに，関係職員の研修を実施するなど，相談体制の充実を図りました。                   さらに，女※26性安全ステーションなど被害者が相談しやすい環境の整備や捜査過程における二次的被害の防止に努めました。                   （健康福祉局）（警察本部）                                                     ※※※※22224444 セクセクセクセクシュアルシュアルシュアルシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント：性的嫌がらせ。他の者に対して，その意に反した言動を行うことにより，当該者の生活環境を害して不快な思いをさせること，性的な言動を受けた者の対応により当該者に不利益を与えること。男女雇用機会均等法においては，「相手の意に反した性的な言動を行い，それに対する対応によって，仕事をする上で一定の不利益を与えたり，それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」をいう。 ※※※※22225555「「「「ストーカーストーカーストーカーストーカー規制法規制法規制法規制法」」」」（（（（ストーカーストーカーストーカーストーカー行為等行為等行為等行為等のののの規制等規制等規制等規制等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律）：）：）：）：年々増え続けるストーカー行為を処罰し，規制するため，平成 12（2000）年に施行。「つきまとい行為等」についての警察本部長等による警告や公安委員会が発する禁止命令による規制及び「ストーカー行為」や「禁止命令違反」に対する罰則を規定。また，被害防止のため自ら対処しようとしている被害者の申出に応じて，警察本部長等が自衛措置の教示等の援助を行うことも規定している。 ※※※※22226666「「「「女性安全女性安全女性安全女性安全ステーションステーションステーションステーション」：」：」：」：女性を不安に陥れるストーカー行為やＤＶなどの相談に対応するため，県内の 23 交番に専用の相談窓口を開設し，女性警察官の配置や専用相談スペースを整備している。平成 20（2008）年 7月から運用を開始。 
 

平成 22（2010）年度の実施状況 
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３ 男女共同参画の視点に立った国際活動の推進 

 

 ○ 男女共同参画の視点に立った国際交流・国際協力・平和貢献を推進するための環境整備    ○ 男女共同参画の視点に立った国際交流・国際協力を推進するため，国際交流・国際理解講座を開催した（財）広島県女性会議を支援するとともに，国からの男女共同参画に関する国際機関の動向や国際的な取組指針などの情報を，県内市町，関係団体等へ幅広く提供しました。                                         （環境県民局） 
 ＜＜＜＜「「「「国際国際国際国際交流交流交流交流・・・・国際国際国際国際理解講座理解講座理解講座理解講座」」」」開催状況開催状況開催状況開催状況＞＞＞＞    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開 催 日：平成 22（2010）年 12 月 12 日 開 催 地：広島市（エソール広島）  内  容：「開発途上国から現在（いま）を知る ～３人の女性が語るグローバル化時代の 途上国の女性と子どもたち～」 講師：中坂恵美子さん（広島大学社会科学研究科准教授）   祝迫直子さん（県立高宮高等学校教諭・青年海外協力隊経験者）   竹下千晶さん（テレビ新広島報道局記者・学生時代カンボジアでボランティア活動を経験）           

広島県男女共同参画基本計画（第２次）における主な施策 
平成 22（2010）年度の実施状況 

 

－43－ 



女性 女性 女性 女性 7777....3333％％％％男性男性男性男性19191919....1111％％％％ Ｈ２０(2008) 女性 女性 女性 女性 7777....3333％％％％男性男性男性男性19191919....1111％％％％ Ｈ２０(2008)  計画策定時 計画策定時 計画策定時 計画策定時のののの 数値 数値 数値 数値からのからのからのからの増加増加増加増加 Ｈ２７(2015)
１１１１　　　　働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（１）男女の均等な機会と待遇の確保に向けた雇用環境の整備参考 雇用者のうち「正規の職員・従業員」の割合 女性43.3％男性72.7％ Ｈ１９(2007) 女性43.3％男性72.7％ Ｈ１９(2007)参考 正社員等一般労働者において男性を100とした場合の女性の給与水準 72.5 Ｈ２２(2010) 72.5 Ｈ２２(2010)参考 女性管理職（課長相当職以上）を登用している県内事業所の割合 33.5％ Ｈ２２(2010) 33.5％ Ｈ２２(2010)参考 県管理職（課長相当職以上）のうち女性の占める割合 5.7％ Ｈ２２(2010) 5.1％ Ｈ２３(2011)参考 県内の小・中・高等学校，特別支援学校における管理職（校長，副校長・教頭）のうち女性の占める割合 校長23.0％副校長・教頭24.3％ Ｈ２２(2010) 校長23.0％副校長・教頭24.3％ Ｈ２２(2010)（２）仕事と家庭が両立できる環境の整備目標 一般事業主行動計画を策定し，次世代育成支援に取り組む企業の割合 2.9％ Ｈ２１(2009) 4.1％ Ｈ２２(2010) 6.0％ Ｈ２６(2014)目標 育児休業制度を就業規則に規定している企業の割合 60.5％ Ｈ２２(2010) 60.5％ Ｈ２２(2010) 100％ Ｈ２７(2015)目標 男性の育児休業等促進宣言企業数 ― Ｈ２１(2009) 76企業 Ｈ２２(2010) 200企業 Ｈ２６(2014)目標 男性の育児休業取得率 1.2％ Ｈ２１(2009) 1.2％ Ｈ２１(2009) 全国平均以上 Ｈ２４(2012)目標 県職員（男性）の育児休業取得率 8.8％ Ｈ２１(2009) 8.8％ Ｈ２１(2009) 10.0％ Ｈ２４(2012)目標 ファミリー・サポート・センター実施か所数 16か所 Ｈ２１(2009) 17か所 Ｈ２２(2010) 20か所 Ｈ２６(2014)目標 保育所待機児童数 113人 Ｈ２１(2009) 213人 Ｈ２３(2011) 0人 Ｈ２６(2014)目標 延長保育実施か所数 386か所 Ｈ２１(2009) 400か所 Ｈ２２(2010) 468か所 Ｈ２６(2014)目標 病児・病後児保育実施か所数 29か所 Ｈ２１(2009) 28か所 Ｈ２２(2010) 45か所 Ｈ２６(2014)目標 放課後児童クラブ実施小学校区数 464小学校区 Ｈ２１(2009) 460小学校区 Ｈ２２(2010) 全小学校区 Ｈ２６(2014)参考 女性の労働力率（30～34歳） 63.9％ Ｈ１７(2005) 63.9％ Ｈ１７(2005)参考 年次有給休暇の１人当たりの取得日数 7.8日 Ｈ２２(2010) 7.8日 Ｈ２２(2010)（４）農林水産業及び商工業等の自営業における男女共同参画の推進目標 農業委員会，農業協同組合における女性が登用されていない組織数　（注）農業委員，農業協同組合役員を対象 農業委員会   8農業協同組合 3 Ｈ２２(2010) 農業委員会   8農業協同組合 3 Ｈ２２(2010) 農業委員会，農業協同組合とも0 Ｈ２７(2015)参考 家族経営協定の締結数 97件 Ｈ２１(2009) 101件 Ｈ２２(2010)（５）女性の起業・経営活動に向けた環境野整備参考 女性の参画により「６次産業化」等経営の多角化を進めている集落法人数 20法人 Ｈ２２(2010) 20法人 Ｈ２２(2010)２２２２　　　　地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（１）政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の促進目標 県の審議会等委員のうち女性委員の占める割合（全審議会） 28.7％ Ｈ２２(2010) 29.7％ Ｈ２３(2011) 30％ Ｈ２７(2015)目標 県の審議会等委員のうち女性委員の占める割合（法令等により構成員の職務分野が指定されている５審議会  　を除く。） 34.9％ Ｈ２２(2010) 36.0％ Ｈ２３(2011) 37.5％ Ｈ２７(2015)目標 エソールひろしま大学（専科）修了生累計 52人 Ｈ２２(2010) 52人 Ｈ２２(2010) 166人 Ｈ２７(2015)参考 県，市町の議員数（女性） 県 3人市町48人 H22(2010)年12月末日 県 3人市町48人 H22(2010)年12月末日参考 自治会長に占める女性の割合 5.6％ Ｈ２２(2010) 5.6％ Ｈ２２(2010)（２）地域社会活動における男女共同参画の推進参考 ＮＰＯ法人数 （人口１０万人当たり） 21.0法人 Ｈ２１(2009) 23法人 Ｈ２２(2010)

２２２２　　　　広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画（（（（第第第第３３３３次次次次））））目標目標目標目標フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ一覧一覧一覧一覧

指指指指　　　　　　　　　　　　　　　　標標標標　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 計画策定時計画策定時計画策定時計画策定時のののの数値数値数値数値（（（（年度年度年度年度）））） 現況値現況値現況値現況値（（（（年度年度年度年度）））） 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度））））
計画策定時計画策定時計画策定時計画策定時のののの数値数値数値数値（（（（年度年度年度年度）））） 現況値現況値現況値現況値（（（（年度年度年度年度）））） 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度））））「「「「社会全体社会全体社会全体社会全体におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位」」」」がががが平等平等平等平等だとだとだとだと感感感感じるじるじるじる人人人人のののの割合割合割合割合

環 境 環 境 環 境 環 境 づ く りづ く りづ く りづ く り

注４

注１ 注１
総 括 目 標総 括 目 標総 括 目 標総 括 目 標 注１ 注１

個別目標個別目標個別目標個別目標・・・・参考参考参考参考とするとするとするとする指標指標指標指標

注２

注２

注３ 注３
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３３３３　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制のののの整備整備整備整備（３）市町等との連携強化・取組支援目標 男女共同参画計画を策定した市町数 20市町 Ｈ２２(2010) 20市町 Ｈ２２(2010) 県内全市町 Ｈ２７(2015)
１１１１　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実（１）男女共同参画に関する広報・啓発の充実目標 エソール広島大学（基礎講座）男性受講者の割合 10％ Ｈ２２(2010) 10％ Ｈ２２(2010) 20％ Ｈ２７(2015)参考 夫は外で働き，妻は家庭を守るべきという考え方に「賛成」という人の割合 女性41.6％男性55.0％ Ｈ２０(2008) 女性41.6％男性55.0％ Ｈ２０(2008)２２２２　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育とととと学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実（１）男女共同参画を推進する教育の充実目標 最終学年生徒におけるインターンシップ体験生徒の割合（県立高校） 30.3％ Ｈ２１(2009) 31.9％ Ｈ２２(2010) 40％ Ｈ２６(2014)３３３３　　　　家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（１）家庭における男女共同参画を推進するための啓発の充実参考 男性が家事や育児，介護などに関わる時間（１日当たり） 40分 Ｈ１８(2006) 40分 Ｈ１８(2006)（２）家庭教育・子育て支援の充実目標 地域子育て支援拠点事業実施か所数 105か所 Ｈ２１(2009) 109か所 Ｈ２２(2010) 139か所 Ｈ２６(2014)
１１１１　　　　生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康とととと自立自立自立自立のののの支援支援支援支援（１）生涯を通じた健康対策の推進目標 周産期母子医療センターが整備された二次保健医療圏域数 5圏域 Ｈ２１(2009) 5圏域 Ｈ２２(2010) 全圏域(7圏域) Ｈ２６(2014)目標 24時間小児救急医療体制が整備された二次保健医療圏域数 6圏域 Ｈ２１(2009) 6圏域 Ｈ２２(2010) 全圏域(7圏域) Ｈ２６(2014)参考 15～49歳女子人口10万人当たり産婦人科・産科従事医師数 41.5人 Ｈ２０(2008) 41.5人 Ｈ２０(2008)（２）だれもが安心して暮らし，自立できるための支援目標 平均自立期間（日常生活が要介護ではなく，自立して暮らせる生存期間の平均） 65歳女性  20.54年65歳男性  17.08年 Ｈ２０(2008) 65歳女性  20.54年65歳男性  17.08年 Ｈ２０(2008) 65歳女性  20.99年65歳男性  17.64年 Ｈ２４(2012)目標 小規模多機能型居宅介護（介護予防を含む。）提供量 1,707人 Ｈ２１(2009) 2,365人 Ｈ２２(2010) 2,619人 Ｈ２３(2011)目標 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（介護予防を含む。）定員数 4,110人 Ｈ２２(2010) 4,564人 Ｈ２３(2011) 5,056人 Ｈ２３(2011)目標 グループホーム・ケアホームサービス量（１か月分） 1,095人 Ｈ２１(2009) 1,095人 Ｈ２１(2009) 1,437人 Ｈ２３(2011)目標 消防団員のうち女性の占める割合 1.8％ Ｈ２１(2009) 1.8％ Ｈ２２(2010) 7.8％ Ｈ２７(2015)参考 65歳以上の「ボランティア活動」行動者率 30.5％ Ｈ１８(2006) 30.5％ Ｈ１８(2006)参考 元気高齢者の割合 81.5％ Ｈ２１(2009) 80.8％ Ｈ２２(2010)参考 障害者雇用率 1.83％ Ｈ２２(2010) 1.83％ Ｈ２２(2010)２２２２　　　　女性女性女性女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進（１）配偶者等からの暴力を防止し，被害者を保護するための取組の推進参考 こども家庭センター等における女性に関する相談件数 6,442件 Ｈ２１（2009) 6,517件 Ｈ２２（2010)（２）セクシュアル・ハラスメント等女性に対するあらゆる暴力を防止するための取組の推進参考 性犯罪110番の受理件数 35件 H21(2009)年中 33件 H22(2010)年中参考 セクシュアル・ハラスメント被害を受けた女性の割合 9.4％ Ｈ２０(2008) 9.4％ Ｈ２０(2008)（注４）５審議会とは，広島県交通安全対策会議，広島県防災会議，広島県石油コンビナート等防災本部，広島県地方港湾審議会及び広島県国民保護協議会をいう。（注２）平成23(2011）年4月現在の現況値である。

指指指指　　　　　　　　　　　　　　　　標標標標　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 計画策定時計画策定時計画策定時計画策定時のののの数値数値数値数値（（（（年度年度年度年度）））） 現況値現況値現況値現況値（（（（年度年度年度年度）））） 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度））））

（注３）平成23(2011）年6月現在の現況値である。（注１）計画策定時の数値は，広島県男女共同参画基本計画（第３次）策定時（平成23(2011）年3月14日）の直近の数値であり，現況値は，平成22（2010）年度末までに更新された数値である。

指指指指　　　　　　　　　　　　　　　　標標標標　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 計画策定時計画策定時計画策定時計画策定時のののの数値数値数値数値（（（（年度年度年度年度）））） 現況値現況値現況値現況値（（（（年度年度年度年度）））） 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度））））人 人 人 人 づ く りづ く りづ く りづ く り

安 心 安 心 安 心 安 心 づ く りづ く りづ く りづ く り

注１

注１

注１

注１

注２
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第第第第    ３３３３    部部部部    

    

平成平成平成平成 18181818（（（（2006200620062006）～）～）～）～平成平成平成平成 22222222（（（（2020202010101010））））年度年度年度年度にににに    

県県県県 がががが 実 施実 施実 施実 施 し たし たし たし た 施施施施 策策策策    [[[[広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画（（（（第第第第２２２２次次次次））））にににに掲掲掲掲げるげるげるげる具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策のののの推進期間推進期間推進期間推進期間]]]]    
 

 



 

 

 



 

（１）男女の均等な機会と待遇の確保に向けた雇用環境の整備 

（２）職業生活と家庭生活が両立できる環境の整備 

（３）多様な働き方を可能にする雇用環境の整備 

（４）農林水産業及び商工業等の自営業における男女共同参画の推進 

（５）女性の起業・経営活動に向けた環境の整備 

（１）政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の促進 

（２）地域社会活動における男女共同参画の推進 

（１）家庭における男女共同参画を推進するための啓発の充実 

（２）家庭教育・子育て支援の充実 

（１）生涯を通じた健康対策の推進 

（２）だれもが安心して暮らし，自立できるための支援 

（１）配偶者等からの暴力を防止するための取組の推進 

（２）セクシュアル・ハラスメント等男女間におけるあらゆる暴力を防止するための取組の推進 

（１）国際交流・国際協力・平和貢献の推進 

（２）情報の収集及び提供 

（１）県の推進体制の充実等 

（２）広島県女性総合センター「エソール広島」の充実・強化 

（３）市町等との連携強化・取組支援 

（１）男女共同参画に関する広報・啓発の充実 

（２）県民の主体的な取組への支援 

（３）メディアにおける男女共同参画の推進 

（１）男女共同参画を推進する教育の充実 

（２）生涯を通じた学習機会の提供 

（３）研修の充実・支援 

基本的な視点 基本となる施策の方向 県の施策 

環境づくり 
しっかりとした環境を創る 

安心づくり 
私たちが安心して暮らすことが 

できる社会を創る 

働く場における男女共同参画の推進 1

地域社会活動における男女共同参画の推進 2

男女共同参画の推進に向けた体制の整備 3

男女共同参画の推進に向けた広報・啓発の充実 1

男女共同参画を推進する教育と学習機会の充実 2

家庭における男女共同参画の推進 3

生涯を通じた健康と自立の支援 1

男女間におけるあらゆる暴力の根絶に向けた取組の推進 2

男女共同参画の視点に立った国際活動の推進 3

男女共同 
参画社会 
の実現 

男女が,互いの違いを認め合い,

互いに人権を尊重しながら,そ

の個性と能力を十分に発揮し,

社会のあらゆる分野において共

に参画し,責任も分かち合うこと

のできる男女共同参画社会づく

りを推進します。 

人づくり 
実践する人を創る 

広島県男女共同参画基本計画(第２次)の施策の体系



基本的基本的基本的基本的なななな視点視点視点視点* * * * 基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向方向方向方向(*) (*) (*) (*) 県県県県のののの施策施策施策施策・・・・具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策
1111 働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 男女男女男女男女のののの均等均等均等均等なななな機会機会機会機会とととと待遇待遇待遇待遇のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備整備整備整備・・・・ 国・県・市町の連携により，特に事業主に対して，労働基準法，男女雇用機会均等法等の法令や働きやすい職場づくりに関する周知徹底及び男女が共に個性と能力を発揮しながら働くことができる職場環境の整備促進・・・・ 女性の積極的登用を図るための幅広い職務経験機会の付与や教育訓練の実施など積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進に向けた啓発，具体的なモデルや成果の普及啓発・・・・ 県における平等取扱いと成績主義の原則に基づく女性の管理職への積極的な登用の推進（（（（2222）））） 職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活がががが両立両立両立両立できるできるできるできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備・・・・ 育児・介護休業法等の周知徹底及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施の促進・・・・ 仕事と家庭の両立や地域活動への参画に向けた環境の整備を推進するための啓発特に，働き方の見直しに向けた事業主に対する労働条件の整備や働きやすい職場環境の整備に関する啓発・・・・ 男女が共に安心して子育てや介護をしながら働き続けるための多様なニーズに対応した子育て支援・介護サービス等の充実（（（（3333）））） 多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方をををを可能可能可能可能にするにするにするにする雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備整備整備整備・・・・ パートタイム労働者や派遣労働者等の適正な処遇，労働条件の確保に向けたパートタイム労働法，労働者派遣法等の普及啓発・・・・ 多様な就業ニーズに対応するための在宅ワーク等の就業支援情報の充実・・・・ 育児・介護休業等からの職場復帰者への支援や育児，介護等を理由とした退職者の再就職に向けた支援の充実・・・・ 働きやすい雇用環境づくりに向けた雇用労働や子育て支援に関する情報提供の充実（（（（4444）））） 農林水産業及農林水産業及農林水産業及農林水産業及びびびび商工業等商工業等商工業等商工業等のののの自営業自営業自営業自営業におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進・・・・ 方針の立案及び決定過程への女性の参画拡大に向けた啓発・・・・ 男女共同参画の視点に立った経営が行われるための環境の整備（（（（5555）））） 女性女性女性女性のののの起業起業起業起業・・・・経営活動経営活動経営活動経営活動にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境のののの整備整備整備整備・・・・ 女性の起業や経営活動への参画に向けた取組の支援・・・・ 技術・経営管理能力の向上を図るための取組の支援・・・・ 経営相談等のニーズに適切に対応するための指導・相談体制の充実2222 地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 政策政策政策政策・・・・方針方針方針方針のののの立案及立案及立案及立案及びびびび決定過程決定過程決定過程決定過程へのへのへのへの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進・・・・ 様々な分野で政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画に向けた積極的な取組を推進するための啓発・・・・ 県の行政委員会及び審議会等委員への女性の積極的登用・・・・ 市町の行政委員会及び審議会等委員など，政策・方針の立案及び決定過程への女性の参画促進に向けた働きかけ・・・・ 政策・方針の立案及び決定過程に参画できる人材の育成や情報提供などの支援策の充実（（（（2222）））） 地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進・・・・ 男女の地域活動への参画拡大に向けたボランティア，ＮＰＯ，住民自治組織等が活動しやすい環境の整備・・・・ 男女の地域づくりへの参画を促進するための積極的な情報提供3333 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制のののの整備整備整備整備（（（（1111）））） 県県県県のののの推進体制推進体制推進体制推進体制のののの充実等充実等充実等充実等・・・・ 男女共同参画推進本部を中心とした各部局の連携強化による男女共同参画社会の実現に向けた積極的かつ総合的な施策の推進・・・・ 施策の推進に当たっての行動目標の設定及びその検証・・・・ 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究の実施（（（（2222）））） 広島県女性総合広島県女性総合広島県女性総合広島県女性総合センターセンターセンターセンター「「「「エソールエソールエソールエソール広島広島広島広島」」」」のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化・・・・ 男女共同参画社会づくりの中核的拠点施設としての各種事業の充実・強化及び新たなニーズに対応できる柔軟な事業の展開・・・・ 男女共同参画の推進に関する情報の収集・提供及び県民等からの相談・要望等に適切に対応するための体制整備（（（（3333）））） 市町等市町等市町等市町等とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化・・・・取組支援取組支援取組支援取組支援・・・・ 男女共同参画社会づくりに向けた情報提供などによる市町の取組に対する積極的な支援及び産学官連携による男女共同参画の推進・・・・ 男女共同参画社会の実現に向けて，様々な分野で活動を展開するＮＧＯ，ＮＰＯ，ボランティアや住民自治組織等多様な主体の自主的な活動促進のための情報提供や相談対応等の環境整備及び協働による新しい公共サービスの提供

１　広島県男女共同参画基本計画（第２次）（施策の体系）【具体的施策の推進期間：平成１８（2006）～２２（2010）年度】
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1111 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実（（（（1111）））） 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実・・・・ 多様な機会や情報手段による男女共同参画に関する理解を深めるための広報・啓発（（（（2222）））） 県民県民県民県民のののの主体的主体的主体的主体的なななな取組取組取組取組へのへのへのへの支援支援支援支援・・・・ 男女共同参画社会の形成の意義や責務を重視した広報・啓発（（（（3333）））） メディアメディアメディアメディアにおけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進・・・・ 人権に対する配慮を欠く取扱いの防止に向けた，インターネット等を含む各種メディアの特性に応じた自主的な取組に係る啓発・・・・ 情報を一人ひとりが主体的に収集，判断，発信等ができる能力の必要性に関する啓発及び学校における情報教育の充実・・・・ 県における男女共同参画の視点に立った広報紙・出版物等の発行2222 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育とととと学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実（（（（1111）））） 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育のののの充実充実充実充実・・・・ 男女共同参画について理解し，だれもがお互いの個性や意思を尊重するための子どもの発達段階に応じた教育の充実・・・・ 小・中・高等学校等におけるキャリア教育の充実（（（（2222）））） 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供・・・・ 男女共同参画に関する理解を深めるための生涯にわたる多様な学習機会の提供・・・・ 男女が様々な分野の活動に主体的に参画できるような学習機会の提供・・・・ 男女共同参画に関する学習情報の提供や学習相談への対応等の学習支援体制の整備（（（（3333）））） 研修研修研修研修のののの充実充実充実充実・・・・支援支援支援支援・・・・ 県職員の男女共同参画に関する理解を深めるための管理職，一般職等職務に応じた研修の実施・・・・ 市町職員の男女共同参画に関する理解を深めるための市町と連携した研修機会の提供・・・・ 男女共同参画に関する理解を深めるための事業主に対する研修や企業が実施する研修の支援3333　　　　家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実・・・・ 家族が互いに尊重し協力し合い，家族の一員として家事・育児・介護などの責任を果たすための多様な啓発（（（（2222）））） 家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実・・・・ 父親の家庭教育への参加促進の取組を行う市町の支援及び家庭教育に関する学習機会の情報提供などの支援・・・・ 子どもと家庭に関する相談支援体制の充実・・・・ 地域住民による主体的な子育て支援の促進や多様な子育て支援サービスの提供等次世代育成支援対策の計画に基づく市町の取組の促進などの子育て支援体制の充実1 21 21 21 2生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康とととと自立自立自立自立のののの支援支援支援支援（（（（1111）））） 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康対策健康対策健康対策健康対策のののの推進推進推進推進・・・・ 思春期，妊娠・出産期，成人期，高齢期等各ステージにおける性別に対応できる医療及び健康づくり対策の実施・・・・ 女性が妊娠・出産後も安心して働き続けることができる母性保護と母性健康管理対策の推進・・・・ エイズ，性感染症，薬物乱用などの実態を踏まえた対策の推進・・・・ 周産期医療体制，不妊相談等支援体制及び小児医療体制の充実（（（（2222）））） だれもがだれもがだれもがだれもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし，，，，自立自立自立自立できるためのできるためのできるためのできるための支援支援支援支援・・・・ 高齢期における様々なニーズに応じた社会参画の機会の提供や支援の充実・・・・ 高齢者の生活支援，介護予防，介護のニーズに総合的に対応する体制の整備及び障害者が地域で安心して自立した生活ができるための支援・・・・ 男女共同参画の視点を取り入れた防災・災害復興体制の整備2222 男女間男女間男女間男女間におけるあらゆるにおけるあらゆるにおけるあらゆるにおけるあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 配偶者等配偶者等配偶者等配偶者等からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための取組取組取組取組のののの推進推進推進推進・・・・ ＤＶ防止法の周知徹底による配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発・・・・ 専門相談員の育成，相談窓口の拡充，設置場所の情報提供等被害者が安心して相談することができる相談体制の充実・・・・ 一時保護施設の拡充など保護体制の充実・・・・ 被害者の自立支援体制の充実及び関係機関の連携強化・・・・ 民間団体との協働事業の実施によ.る被害者の支援（（（（2222）））） セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント等男女間等男女間等男女間等男女間におけるあらゆるにおけるあらゆるにおけるあらゆるにおけるあらゆる暴力暴力暴力暴力をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための取組取組取組取組のののの推進推進推進推進・・・・ 職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進及び学校，地域社会等のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に向けた啓発・・・・ ストーカー規制法，売春防止法等の周知徹底による男女の人権尊重に向けた啓発・・・・ 性犯罪，売買春に対する取締強化及び防止に向けた啓発・・・・ 男女間におけるあらゆる暴力に係る相談体制・一時保護体制の整備及び専門相談員の育成・・・・ 被害者が相談しやすい環境の整備及び社会復帰支援の充実・・・・ 男女間における暴力の発生を防ぐ安全・安心なまちづくりの推進3333 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった国際活動国際活動国際活動国際活動のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 国際交流国際交流国際交流国際交流・・・・国際協力国際協力国際協力国際協力・・・・平和貢献平和貢献平和貢献平和貢献のののの推進推進推進推進・・・・ 男女共同参画の視点に立った国際交流・国際協力・平和貢献を推進するための環境整備（（（（2222）））） 情報情報情報情報のののの収集及収集及収集及収集及びびびび提供提供提供提供・・・・ 男女共同参画に関する国際的な取組指針などの情報の収集・提供

人人人人づくりづくりづくりづくり
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１１１１　　　　働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（２）職業生活と家庭生活が両立できる環境の整備一般事業主行動計画を策定し，次世代育成支援に取り組む企業の割合（大企業） 95.9％ Ｈ１７(2005) 97.9％ Ｈ２１(2009) 100％ Ｈ２１(2009)一般事業主行動計画を策定し，次世代育成支援に取り組む企業の割合(中小企業) 3.3％ Ｈ１７(2005) 15.6％ Ｈ２１(2009) 25％ Ｈ２１(2009)育児休業制度を就業規則に規定している企業の割合 79.7％ Ｈ１７(2005) 84.2％ Ｈ２１(2009) 100％ Ｈ２１(2009)ファミリー・フレンドリー企業表彰 9企業 Ｈ１７(2005) 14企業 Ｈ２１(2009) 18企業 Ｈ２１(2009)16か所 Ｈ２１(2009) 20か所 Ｈ２１(2009)17か所 Ｈ２２(2010) 20か所 Ｈ２６(2014)低年齢児保育受入児童数 18,435人 Ｈ１７(2005) 21,618人 Ｈ２２(2010) 20,610人 Ｈ２１(2009)386か所 Ｈ２１(2009) 400か所 Ｈ２１(2009)400か所 Ｈ２２(2010) 468か所 Ｈ２６(2014)498か所 Ｈ２１(2009) 450か所 Ｈ２１(2009)460小学校区 Ｈ２２(2010) 全小学校区 Ｈ２６(2014)（４）農林水産業及び商工業等の自営業における男女共同参画の推進女性の農業委員数 30人 Ｈ１７(2005) 37人 Ｈ２２(2010) 46人 Ｈ２２(2010)家族経営協定の締結数 101件 Ｈ１６(2004) 97件 Ｈ２１(2009) 328件 Ｈ２２(2010)（５）女性の起業・経営活動に向けた環境の整備農山漁村における農林水産物加工等に係る女性の個人経営 44人 Ｈ１６(2004) 22人 Ｈ２１(2009) 100人 Ｈ２２(2010)農山漁村における農林水産物加工等に係る女性のグループ経営 160ｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｈ１６(2004) 99ｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｈ２１(2009) 300ｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｈ２２(2010)２２２２　　　　地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（１）政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の促進県の審議会等委員のうち女性委員の占める割合（全審議会） 24.0％ Ｈ１７(2005) 28.7％ Ｈ２２(2010) 30％ Ｈ２２(2010)県の審議会等委員のうち女性委員の占める割合（法令等により構成員の職務分野が指定されている５審議会  　を除く。） 29.5％ Ｈ１７(2005) 34.9％ Ｈ２２(2010) 35％ Ｈ２２(2010)ひろしま女性大学修了生累計 803人 Ｈ１７(2005) 962人 Ｈ２２(2010) 1,000人 Ｈ２２(2010)（２）地域社会活動における男女共同参画の推進 20法人 Ｈ２０(2008) 17法人 Ｈ２０(2008)23法人 Ｈ２２(2010) 24法人 Ｈ２２(2010)３３３３　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制のののの整備整備整備整備（３）市町等との連携強化・取組支援男女共同参画計画を策定した市町の割合 47.8％ Ｈ１７(2005) 87.0％ Ｈ２２(2010) 100.0％ Ｈ２２(2010)

２２２２　　　　広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画広島県男女共同参画基本計画（（（（第第第第２２２２次次次次））））行動目標達成状況一覧行動目標達成状況一覧行動目標達成状況一覧行動目標達成状況一覧指指指指　　　　　　　　　　　　　　　　標標標標　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 計画策定時計画策定時計画策定時計画策定時のののの数値数値数値数値（（（（年度年度年度年度）））） 現況値現況値現況値現況値（（（（年度年度年度年度）））） 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度））））
ファミリー・サポート・センター実施か所数 10か所 Ｈ１７(2005)

ＮＰＯ法人数 （人口10万人当たり） 11.3法人 Ｈ１６(2004)

延長保育実施か所数 339か所 Ｈ１７(2005)放課後児童クラブ実施か所数 428か所 Ｈ１７(2005)

（注１）計画策定時の数値は，平成16(2004）年度又は平成17(2005)年度の数値であり，現況値は，平成22（2010）年度末までに更新された数値である。（注２）ここに掲げる「大企業」とは従業員301人以上の企業，「中小企業」とは従業員100人以上300人以下の企業をいう。（注３）平成22(2010）年3月に「みんなで育てるこども夢プラン」を策定したことから，目標値（年度）を変更している。（注４）5審議会とは，広島県交通安全対策会議，広島県防災会議，広島県石油コンビナート等防災本部，広島県地方港湾審議会及び広島県国民保護協議会　　　　をいう。

環 境 づ く り

注２注２

注４

注１ 注１
注３注３ 注３

注５
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２２２２　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育とととと学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実（１）男女共同参画を推進する教育の充実 82.0％ Ｈ２０(2008) 60％ Ｈ２０(2008)79.4％ Ｈ２２(2010) 100％ Ｈ２２(2010)28.3％ Ｈ２０(2008) 40％ Ｈ２０(2008)31.9％ Ｈ２２(2010) 40％ Ｈ２２(2010)（２）生涯を通じた学習機会の提供 50,033件 Ｈ２０(2008) 90,000件 Ｈ２０(2008)68,708件 Ｈ２２(2010) 90,000件 Ｈ２２(2010)３３３３　　　　家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（２）家庭教育・子育て支援の充実 105か所 Ｈ２１(2009) 116か所 Ｈ２１(2009)109か所 Ｈ２２(2010) 139か所 Ｈ２６(2014)
１１１１　　　　生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康とととと自立自立自立自立のののの支援支援支援支援（１）生涯を通じた健康対策の推進 6圏域 Ｈ２０(2008) 7圏域 Ｈ２０(2008)6圏域 Ｈ２２(2010) 7圏域 Ｈ２２(2010)4.1人（全国27位） Ｈ２０(2008) 全国1位 Ｈ２０(2008)4.4人（全国16位） Ｈ２１(2009) 全国1位 Ｈ２２(2010)（２）だれもが安心して暮らし，自立できるための支援 1,147人 Ｈ２０(2008) 2,408人 Ｈ２０(2008)2,365人 Ｈ２２(2010) 2,619人 Ｈ２３(2011)3,990人 Ｈ２０(2008) 3,976人 Ｈ２０(2008)4,564人 Ｈ２３(2011) 5,056人 Ｈ２３(2011)グループホーム・ケアホームサービス量（１か月分） 600人分 Ｈ１８(2006) 1,095人 Ｈ２１(2009) 1,437人 Ｈ２３(2011)消防団員のうち女性の占める割合 1.1％ Ｈ１７(2005) 1.8％ Ｈ２２(2010) 7.8％ Ｈ２２(2010)

指指指指　　　　　　　　　　　　　　　　標標標標　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 計画策定時計画策定時計画策定時計画策定時のののの数値数値数値数値（（（（年度年度年度年度）））） 現況値現況値現況値現況値（（（（年度年度年度年度）））） 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度））））

指指指指　　　　　　　　　　　　　　　　標標標標　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 計画策定時計画策定時計画策定時計画策定時のののの数値数値数値数値（（（（年度年度年度年度）））） 現況値現況値現況値現況値（（（（年度年度年度年度）））） 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度））））

（注９）平成21(2009）年3月に「第２期広島県障害福祉計画」を策定したことから，目標値（年度）を変更している。（指標名及び計画策定時の数値(年度)        は，平成19（2007）年3月に「広島県障害福祉計画」を策定した際に変更）（注７）平成21(2009）年3月に「第４期ひろしま高齢者プラン」を策定したことから，目標値（年度）を変更している。（注５）平成21(2009）年3月に「広島県総合計画「元気挑戦プラン」後期実施計画」を策定したことから，目標値（年度）を変更している。（注６）妊娠22週から生後1週間未満の期間における出産千人当たりの死亡率で，数値の低い方からの順位。（平成20（2008）年の数値については概数）　　　　なお，「広島県総合計画「元気挑戦プラン」後期実施計画」の策定に伴い，目標値（年度）を変更している。（注８）平成23(2011）年4月現在の現況値である。

長期職場体験実施校の割合（公立中学校） 14.7％ Ｈ１７(2005)最終学年生徒におけるインターンシップ体験生徒の割合（県立高校） 23.7％ Ｈ１６(2004)Ｈ１６(2004)
地域子育て支援センター実施か所数 77か所 Ｈ１７(2005)

小規模多機能型居宅介護（介護予防を含む。）提供量 0人 Ｈ１７(2005)認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（介護予防を含む。）定員数 2,048人 Ｈ１６(2004)
周産期死亡率（出産千人当たり） 4.4人（全国9位） Ｈ１６(2004)小児救急医療体制が確保されている二次保健医療圏域数 6圏域 Ｈ１７(2005)

ひろしままなびネットへのアクセス件数 68,833件

人 づ く り

安 心 づ く り

注９

注１

注１

注１

注１

注５ 注５
注５

注３

注５注６
注７注７　注８
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第第第第    ４４４４    部部部部            

    

平成平成平成平成 22223333（（（（2020202011111111））））年度年度年度年度にににに    

県県県県 がががが 実 施実 施実 施実 施 し よ う と す るし よ う と す るし よ う と す るし よ う と す る 施施施施 策策策策    



平成平成平成平成23232323((((2011201120112011))))年度年度年度年度にににに県県県県がががが実施実施実施実施しようとするしようとするしようとするしようとする施策施策施策施策（注）予算額は，当初予算額を示している。（単位：千円）基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向 方向 方向 方向 　　　　１１１１　　　　働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（１）男女の均等な機会と待遇の確保に向けた雇用環境の整備① H22 予算額 H23 予算額－ － 商工労働局 雇用労働政策課産業人材課② H22 予算額 H23 予算額408 408 商工労働局 産業人材課－ － 警察本部③ H22 予算額 H23 予算額383 354 環境県民局 人権男女共同参画課④ 県における平等取扱いと成績主義の原則に基づく女性の管理職への積極的な登用の推進 H22 予算額 H23 予算額－ － 総務局人事委員会教育委員会警察本部 人事課総務課教職員課305 305 総務局 人事課187 187 総務局 人事課－ － 総務局 人事課－ － 警察本部 警務課女性警察官の人材育成と職域拡大　女性警察官の積極的採用，人材育成及び各部門への職域拡大

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要管理監督者への女性の登用　全職場における女性職員の職域拡大，管理監督者への積極的な登用を促進自治大学校第１部・第２部特別課程研修への派遣　自治大学校第１部・第２部特別課程研修へ女性職員を派遣　　・実施機関　自治大学校　　・時期　　　　９～１０月　　・対象　　　　１人女性管理監督者研修会への派遣　地方自治体女性管理監督者研修会へ女性職員を派遣　　・実施機関　自治体女性管理者フォーラム　　・時期　　　　１１月　　・対象　　　　１人

自ら問題意識を持って，その人が持つ個性と能力をさらに職場で輝かせたいと思う女性の挑戦の支援事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要警察施設における女性用施設の整備　女性警察官が，十分に能力を発揮できる職場環境づくりを推進するため，女性用施設を整備 担当機関

県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策国・県・市町の連携により，労使を始め社会全体に，労働基準法，男女雇用機会均等法等の法令や働きやすい職場づくりについての周知徹底及び男女が共に個性と能力を発揮しながら働くことができる職場環境の整備促進

女性職員ステップアップセミナーの実施（自治総合研修センター事業）　女性職員を対象に，総合的な行政能力の向上を図る研修を実施

働く女性のポジティブ・アクション推進セミナーの開催　職場における昇進・昇格等の男女間格差を是正し，女性が十分に能力を発揮できる職場環境づくりを促進するため，事業主等を対象としたセミナーを開催男女雇用機会均等法等の周知及び積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進に向けた啓発 担当機関事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関女性のチャレンジ支援　関係機関が実施するチャレンジ支援情報の提供やチャレンジ相談,女性の様々なチャレンジに向けた意欲を喚起するための講演会を開催する（財）広島県女性会議を支援

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関働きやすい職場作りや職場環境の整備に向けた意識啓発　広島県雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」などを通じて労働基準法，男女雇用機会均等法等の法令や働きやすい職場づくりについて周知徹底を図るとともに，男女が共に個性と能力を発揮しながら働くことができる職場環境を促進

環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり
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（２）仕事と家庭が両立できる環境の整備① H22 予算額 H23 予算額18,893 36,379 商工労働局 産業人材課1,116 966 商工労働局 産業人材課24,729 24,141 商工労働局 産業人材課497 2,885 商工労働局 産業人材課61,000 70,000 商工労働局 産業人材課経営革新課－ － 総務局教育委員会警察本部 人事課総務課教職員課警務課② H22 予算額 H23 予算額－ － 商工労働局 雇用労働政策課－ 5,495 商工労働局 雇用労働政策課－ 5,422 健康福祉局 医務課新規新規新規新規

担当機関県の施策　育児・介護休業法等の周知及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施の促進
両立支援ワンストップサービス事業(一般事業主行動計画策定の支援)　仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備を促進するため，「両立支援企業応援コーナー」において，企業の一般事業主行動計画の策定・実施を支援

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要男性の育児休業等促進事業  男性の積極的な育児を促進するための，マスコミを活用した広報，訪問による企業への働きかけ，中小企業への「いきいきパパの育休奨励金」の支給等
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担当機関普及啓発　労働者の多様な事情や業務の態様に応じた労働時間の設定や年次有給休暇の取得促進等について，企業への啓発ワーク・ライフ・バランス推進事業　職場の風土づくりの一環として，企業等が行う従業員及びその子どもや家族，地域社会との相互理解を深めるための取組を支援　◆こどもの職場参観日等奨励金　◆こどもの職場参観日等取組発表会等
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に向けた環境の整備を推進するための啓発特に，働き方の見直しに向けた事業主及び管理職に対する多様な働き方の導入や働きやすい職場環境の整備に関する啓発事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

仕事と家庭の両立支援推進事業  特に中小企業への訪問を行い，一般事業主行動計画の策定を支援職場環境実態調査の実施　次世代育成支援社会の実現などに向けた行政施策の基礎資料とするため，企業の取組状況を調査労働支援融資（仕事と家庭の両立支援資金）　次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を策定し，かつ，両立支援企業登録制度に登録し，行動計画に基づく事業を行う中小企業者等への融資次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画（Ｈ１６年度策定）の取組を推進　・広島県特定事業主行動計画「県職員の仕事と子育て両立支援プログラム」　・広島県教育委員会特定事業主行動計画　・広島県警察次世代育成支援対策行動計画
新規新規新規新規 ワーク・ライフ・バランス推進事業　看護職員が，健康で働き続けることが可能となるような職場環境づくりを支援　◆相談窓口の設置　アドバイザー派遣，研修の実施
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③ 男女が共に安心して子育てや介護をしながら働き続けることができるよう，多様なニーズに対応した子育て支援・介護サービス等の充実H22 予算額 H23 予算額34,000 34,250 商工労働局 産業人材課－ － 健康福祉局 こども家庭課255,014 331,592 健康福祉局 こども家庭課3,189 2,992 健康福祉局 こども家庭課12,420 11,241 健康福祉局 こども家庭課53,286 68,525 健康福祉局 こども家庭課800 800 健康福祉局 こども家庭課86,350 健康福祉局 こども家庭課333 0 健康福祉局 こども家庭課520,679 557,998 健康福祉局 こども家庭課56,337 54,567 教育委員会 生涯学習課92,934 125,000 健康福祉局 医務課

待機児童解消促進等事業　待機児童の解消のために，保育所（分園）の保育に要する経費及び郊外の保育所へ児童を送迎するために係る経費を助成　＜負担割合＞ 　　県２／３（国１／３），市町１／３

女性の継続就業促進事業（事業所内保育施設整備促進補助金）  女性の継続就業等を支援するため，従業員の保育ニーズに対応し，事業所内保育施設を設置・運営する中小企業等に対し，費用の一部を助成  ＜補助率＞    県２／３
延長保育促進事業　民間保育所における11時間の開所時間を越えて実施する延長保育に要する経費を助成　＜負担割合＞    県２／３（国１／３），市町１／３
特定保育事業　恒常的な入所に至らない週一定程度利用する児童の保育を実施する市町に助成　＜負担割合＞   　県２／３（国１／３），市町１／３

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関

病児・病後児保育事業　地域の児童を対象に発熱等の急な病気となった場合，病院・保育所等において看護師等が預かる事業，及び保育中に体調不良となった児童を看護師等が緊急的な対応を行う事業を行う市町に助成　＜負担割合＞ 　　県２／３（国１／３），市町１／３
休日保育事業　日曜日や祝日等に保育を実施する市町に助成　＜負担割合＞   　県２／３（国１／３），市町１／３
一時預かり事業　保護者の傷病・入院，災害・事故，育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等のために緊急・一時的な保育を行う市町に助成　＜負担割合＞H21まで県２／３（国１／３），市町１／３　H22から 国１／２，市町１／２

院内保育所運営支援事業　看護職員を始めとする医療従事者の児童を保育することを目的に，院内保育所施設を設置する病院の運営費を助成（新規加算　児童保育，休日保育）　＜負担割合＞　   県２／３（国１／３），医療施設１／３一部一部一部一部新規新規新規新規
放課後子ども教室推進事業　地域住民等の参画を得ながら，学習活動やスポーツ・文化芸術活動，地域住民との交流活動等の機会を提供する取組を推進する市町に助成　＜負担割合＞　   県２／３（国１／３），市町１／３
放課後児童健全育成事業　仕事等により，保護者が昼間家庭にいない小学校低学年児に対し，授業の終了後に学校の余裕教室，児童館を利用して，適切な遊び及び生活の場を与える「放課後児童クラブ」を実施する市町に助成　＜負担割合＞   　県２／３（国１／３），市町１／３
保育環境改善事業　保育所の病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）の実施に必要な保育所の改修に要する経費を助成　＜負担割合＞ 　　県２／３（国１／３），市町１／３
安心な子育てしやすい環境づくり応援事業　・医療機関関係者派遣事業　①歯科医師の派遣　②小児科医等の派遣　・地域ごとの多様な保育ニーズ調査や乳幼児対象の医療機関等環境整備調査を実施
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（３）多様なライフスタイルを可能にする雇用環境の整備① H22 予算額 H23 予算額－ － 商工労働局 雇用労働政策課② H22 予算額 H23 予算額－ － 商工労働局 雇用労働政策課③ H22 予算額 H23 予算額1,716 1,649 商工労働局 職業能力開発課8,190 6,048 商工労働局 職業能力開発課－ 15,000 商工労働局 産業人材課
5,320 30,960 健康福祉局 医療政策課1,440 － 健康福祉局 医療政策課－ 3,860 健康福祉局 医療政策課13,727 12,600 健康福祉局 医務課7,800 12,480 健康福祉局 地域福祉課④ H22 予算額 H23 予算額2,807 2,704 商工労働局 雇用労働政策課ワンストップ雇用労働情報サイト「わーくわくﾈｯﾄひろしま」及び「ひろしまｼﾞｮﾌﾞｻｲﾄ」の運営　求人情報や就職支援情報などの雇用労働に関する幅広い情報を提供するサイトの運営

高等技術専門校における短期課程訓練の実施　短期課程訓練として離転職等を対象とした職業訓練   １　呉高等技術専門校　　　　・介護サービス科　期間：６か月（入校時期　４月,１０月）　定員：２０人（延４０人）   ２　福山高等技術専門校　　　　・介護サービス科　期間：６か月（入校時期　４月,１０月）　定員：２０人（延４０人）

パートタイム労働法，労働者派遣法等の周知によるパートタイム労働者や派遣労働者等の適正な処遇，労働条件の確保の推進 担当機関

ベビーシッター等活用支援事業（H22）　※H23年度は女性医師等就労環境整備事業へ統合

働きやすい雇用環境づくりに向けた雇用労働や子育て支援に関する情報提供の充実

新規新規新規新規

担当機関事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

離転職者委託訓練事業　母子家庭の母等の仕事と家庭の両立を支援するための職業訓練（知識等習得訓練）を民間教育訓練機関等へ委託して実施  ※高等技術専門校４校で実施　 　 内容：簿記習得科，パソコンマスター科，介護福祉サービス科等　　　期間：３か月　定員：３０人

介護福祉士等再就職支援セミナー 　未就業の介護福祉士等有資格者を対象にした介護技術の演習や求人情報の提供等による再就職支援（介護福祉士養成施設等に対する補助）

女性医師等就労環境整備事業　１　女性医師短時間正規雇用導入支援事業（H22・H23）　　女性医師の短時間正規雇用制度を医療機関が導入するため，人件費等の一部を補助　　する　２　ベビーシッター等活用支援事業（H23）　　女性医師のベビーシッター等保育サービス活用支援制度を医療機関が導入するため，　　その経費の一部を補助する　３　女性医師相談窓口（H22）　※H23年度は広島県地域医療推進機構（仮称）事業に移    管女性医師の復職・育児の悩み等に対応する相談窓口を設け，復職，育児支援の総合    的な支援を行う。
女性の就職総合支援事業　「ひろしましごと館」の中に，次の支援がワンストップで受けられるよう窓口を設置◆ 就職に関する情報提供　　◆ カウンセリング◆ 職業適性診断・キャリアコンサルティング　　◆ 就職支援セミナー◆ 就職先でのインターンシップ    ◆ 就業斡旋　　等

多様な就業ニーズに対応するための就業支援情報の充実
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策 事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要普及啓発  パートタイム労働法等の普及啓発
県の施策　

担当機関

看護職員復職支援事業　 育児などで離職中の看護職員を対象に，看護実践能力や復職に対する不安を解消し，再就業を支援するため，技術演習などの事前研修及び病院において実践研修を実施   研修コース及び研修内容   　・ 看護師コース，助産師コース 　　・ 看護記録，医療機器の取扱，検査データの見方，看護技術（採血・注射・輸液など)
女性医師相談窓口設置（H23）　※広島県地域医療推進機構（仮称）運営事業の中で実施　※H22年度は女性医師等就労環境整備事業として実施　　女性医師の復職・育児の悩み等に対応する相談窓口を設け，復職，育児支援の総合的　　な支援を行う。新規新規新規新規

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要育児，介護等による離職者の再就職に向けた支援の充実事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関ワンストップ雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」の運営　就職支援情報などを提供するサイトの運営
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（４）農林水産業及び商工業等の自営業における男女共同参画の推進① H22 予算額 H23 予算額6,100 6,600 商工労働局 経営革新課－ － 農林水産局 農業担い手支援課団体検査課② H22 予算額 H23 予算額－ － 農林水産局 農業担い手支援課（５）女性の起業・経営活動に向けた環境の整備① H22 予算額 H23 予算額1,200 1,200 商工労働局 経営革新課② H22 予算額 H23 予算額3,400 3,400 商工労働局 経営革新課③ H22 予算額 H23 予算額396,000 698,000 商工労働局 経営革新課④ H22 予算額 H23 予算額－ － 農林水産局 農業担い手支援課⑤ H22 予算額 H23 予算額－ － 農林水産局 農林水産総務課

技術・経営管理能力の向上を図るための取組の支援
啓発資料等の提供　全国段階の活動事例・地域の活動事例等を市町等へ提供

方針の立案及び決定過程への女性の参画拡大に向けた啓発普及啓発及び取組支援  商工会議所等の女性部活動事業に対する支援男女が対等なパートナーとして互いに協力して経営等に参画するため，市町や関係団体の取組の支援 担当機関事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要普及啓発及び取組支援　農業団体への啓発及び農山漁村地域の女性団体等の取組支援，活動状況の広報等
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関
担当機関

担当機関事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関経営・技術強化支援事業　広島県商工会連合会が小規模事業者の要請に応じて専門家を派遣する事業を支援
県の施策　

資質向上対策事業　商工会議所等が経営指導員の資質向上を図るために実施する研修を支援
集落法人の経営の多角化・複合化の指導　女性の参画により「６次産業化」等経営の多角化を推進集落法人において農業経営の多角化・複合化等の「６次産業化」を行うことによる経済的自立の促進事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要経営相談等のニーズに適切に対応するための指導・相談体制の充実

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策県の施策　

市町や農林漁業関係団体が整備する農林水産業施設のユニバーサルデザイン化に向けた働きかけ
低利融資制度の運用による起業や経営活動の支援事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
産業支援融資（創業支援資金）　新事業開始若しくは会社設立予定の個人又は中小企業者である会社並びに事業開始後５年未満の中小企業者への融資

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関普及啓発　高齢者や障害者などが安心して利用できるように市町や農林漁業関係団体が整備する農林水産施設のユニバーサルデザイン化を啓発
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基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向 方向 方向 方向 　　　　２２２２　　　　地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（１）政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の促進① 様々な分野で政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画に向けた積極的な取組を推進するための啓発H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局全部局 人権男女共同参画課543 227 警察本部全部局② 県の行政委員会及び審議会等委員への女性の積極的登用 H22 予算額 H23 予算額－ － 総務局教育委員会全部局 人事課総務課③ 市町の行政委員会及び審議会等委員など，政策・方針の立案及び決定過程への女性の参画促進に向けた働きかけH22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局全部局 人権男女共同参画課④ 政策・方針の立案及び決定過程に参画できる人材の育成や情報提供などの支援策の充実 H22 予算額 H23 予算額3,287 3,458 環境県民局 人権男女共同参画課（２）地域社会活動における男女共同参画の推進① 地域づくりを担うボランティア，ＮＰＯ，住民自治組織等の活動推進のための情報提供や相談支援体制の充実H22 予算額 H23 予算額965 1,165 環境県民局 県民活動課－ 59,920 環境県民局 県民活動課② 男女の地域づくりへの参画を促進するための積極的な情報提供 H22 予算額 H23 予算額900 1,086 環境県民局 人権男女共同参画課③ 地域における方針決定過程への女性の参画を促進するための啓発 H22 予算額 H23 予算額900 1,086 環境県民局 人権男女共同参画課
担当機関

担当機関事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

再掲

普及啓発　各種普及啓発講座を実施する（財）広島県女性会議への支援　等
県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担当機関法等の普及啓発  男女共同参画社会基本法，広島県男女共同参画推進条例及び広島県男女共同参画基本計画（第３次）の普及啓発 担当機関
担当機関

広島県「減らそう犯罪」推進会議の開催　県民，行政，事業者等が意見交換を行い，相互連携，協力を図るとともに「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の方向性等を決定するための推進会議を開催

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要男女共同参画社会づくり推進事業（地域の取組支援）　市町や各種地域団体の取組を促進するため，先進的取組情報の提供や，機運の醸成につながる講演会を開催
ＮＰＯ・ボランティア活動促進事業  ＮＰＯに関する情報の発信及び法人制度の普及啓発を行い，ＮＰＯに対する県民の理解と参加を促進ＮＰＯ等自立促進事業  ＮＰＯ法人への専門家派遣や新しい公共の場づくりのためのモデル事業等を行うとともに，優れた活動を行うＮＰＯ法人を表彰し，ＮＰＯ等が自立的に活動できる環境整備を推進

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策県の施策　

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要「エソールひろしま大学」の運営支援　政策・方針決定の場への女性の参画を促進するため，（財）広島県女性会議が実施する「エソールひろしま大学」の運営を支援　１　基礎講座　期間：半年の間に全6回で1コースとなる講座を2コース開催　　　　　　　　　　定員：広島校２５人，福山校１５人（１コース）　２　応用講座　期間：8か月　　　　　　　　　　定員：広島校３０人，福山校２０人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

審議会等委員への女性の参画の推進　県の審議会への女性の参画を積極的に推進

男女共同参画社会づくり推進事業（地域の取組支援）　市町や各種地域団体の取組を促進するため，先進的取組情報の提供や，機運の醸成につながる講演会を開催
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基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向方向方向方向　　　　３３３３　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制のののの整備整備整備整備（１）県の推進体制の充実等① 各部局の連携による男女共同参画社会の実現に向けた積極的かつ総合的な施策の推進 H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局全部局 人権男女共同参画課② 施策の推進に当たっての目標値の設定及びその検証 H22 予算額 H23 予算額230 230 環境県民局全部局 人権男女共同参画課③ 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究の実施 H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局全部局 人権男女共同参画課（２）広島県女性総合センター機能の充実・強化① H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課10,622 10,622 環境県民局 人権男女共同参画課② ＮＰＯ，大学，企業等と連携・協働した男女共同参画の取組の推進 H22 予算額 H23 予算額626 577 環境県民局 人権男女共同参画課986 901 環境県民局 人権男女共同参画課③ 県内市町男女共同参画センターと連携した取組の推進及び県立センターとしてのコーディネート機能の充実強化H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課（３）市町等との連携強化・取組支援① 先進的取組事例の提供などによる市町の取組に対する積極的な支援 H22 予算額 H23 予算額900 1,086 環境県民局 人権男女共同参画課② H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課

担当機関
男女共同参画社会づくりの中核的拠点施設としての各種事業の充実及び新たなニーズに対応した先駆的事業の実施

担当機関
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要エソール広島の管理・運営，事業の充実強化　エソール広島の各種機能を充実させるため，その管理運営を行う(財)広島県女性会議を支援

庁内各部局と連携した男女共同参画の総合的な推進　男女共同参画関連施策の実施状況の把握及び今後の推進方策の検討

エソール相談コーナーの運営支援　日常生活上の様々な悩みの解決を図るため「電話相談」と「面接相談」を実施するほか，女性の学習，社会参画等の活動に関する相談に対応
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関

担当機関

担当機関

担当機関

ＮＧＯ，ＮＰＯ，ボランティアへの活動交流場所の提供とこれらの団体と連携・協働した男女共同参画社会実現に向けた取組の推進担当機関
県の施策　

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

地域団体等の活動支援　地域団体，ボランティア団体等の自主的な活動や交流の促進のため，活動交流支援センターを運営する（財）広島県女性会議を支援
男女共同参画社会づくり推進事業（地域の取組支援）　市町や各種地域団体の取組を促進するため，先進的取組情報の提供や，機運の醸成につながる講演会を開催

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

再掲

「エソール広島情報センター」の運営を支援　男女共同参画に関する各種情報の収集及び提供　　・女性団体情報　登録団体：７５団体　　・人材情報　　　　エソール人材バンク：登録者８53人　　・各種資料　　　　図書，行政資料，ビデオ等　ホームページ運営
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

県の施策　

県の施策　

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

広島県女性総合センター修繕事業　照明機器等の改修

関係機関との連携，コーディネート機能の強化　県内市町男女共同参画センターとの連携を深め，幅広い取組を推進するため，県立のセンターとしてのコーディネート機能を充実・強化

「広島県の男女共同参画に関する年次報告」の作成　行動目標の達成に向けた施策推進状況の把握，具体的施策の成果の検証　（男女共同参画基本計画に掲げる行動目標の達成に向けた進行管理）男女共同参画に関連する基礎数値の調査・分析　男女共同参画に関連するデータ収集・分析，市町及び大学等の取組状況に関する調査

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関
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基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向方向方向方向　　　　１１１１　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実（１）男女共同参画に関する広報・啓発の充実① H22 予算額 H23 予算額－ 200 環境県民局 人権男女共同参画課－ － 環境県民局全部局 人権男女共同参画課－ － 環境県民局 人権男女共同参画課（２）メディアにおける男女共同参画の推進① 人権に対する配慮を欠く取扱いの防止に向けた，インターネット等を含む各種メディアの自主的な取組に係る啓発H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課1,293 87 環境県民局 県民活動課－ － 警察本部 生活安全総務課生活環境課② 情報を主体的に収集，判断，発信等できる能力の必要性に関する啓発及び学校における情報教育の充実H22 予算額 H23 予算額－ － 教育委員会 秘書広報室学校経営課指導第一課指導第二課指導第三課③ 県における男女共同参画の視点に立った広報紙・出版物等の発行 H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局全部局 人権男女共同参画課

多様な機会や情報手段による男女共同参画に関する理解を深めるための広報・啓発特に，男性や若い世代の理解を深める広報・啓発

担当機関

担当機関
担当機関

県民参加型の啓発活動の実施  人権啓発講演会，人権啓発セミナー等の開催
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要男女共同参画週間事業の実施　・パネル展示，啓発パンフ，広報誌等の配布　・関係機関及び各種団体等からの依頼による講演の実施メディアを活用した啓発　「広島県からのお知らせ」及びラジオ等による広報・啓発

担当機関県の施策　

普及啓発  メディアの人権を尊重した表現が促進されるよう相談・助言普及啓発　家庭，インターネットカフェ等において，フィルタリングソフトが導入されるよう普及・啓発を実施
情報教育の充実　・児童・生徒の情報活用能力の向上のための学習活動の充実　・教員研修による教員の情報モラル教育の基礎的知識の習得や指導方法の充実　・小・中・高・特別支援学校の児童・生徒に対する学校への携帯電話の持込を原則禁止    他人への影響 を考えて行動することやインターネット上の違法・有害情報への対応など    情報モラル教育を充実

県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策 事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
インターネット等への対応　・ 「サイバーセキュリティカレッジ」を通じた広報啓発活動の実施　・ インターネット等におけるわいせつ情報や性の商品化に対する取締りの強化
普及啓発  国が作成した広報ガイドライン「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」や「男女共同参画の広報のために」に基づく広報の実施

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策
人人人人づくりづくりづくりづくり

－ 60 －



基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向 方向 方向 方向 　　　　２２２２　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育とととと学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実（１）男女共同参画を推進する教育の充実① H22 予算額 H23 予算額－ － 教育委員会 指導第二課② 小・中・高等学校等におけるキャリア教育の充実 H22 予算額 H23 予算額－ － 教育委員会 指導第一課指導第二課（２）生涯を通じた学習機会の提供① 男女共同参画に関する理解を深めるための生涯にわたる多様な学習機会の提供 H22 予算額 H23 予算額900 505 教育委員会 生涯学習課626 577 環境県民局 人権男女共同参画課② 男女が様々な分野での活動に主体的に参画できるような学習の機会の提供 H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課③ 男女共同参画に関する学習情報の提供や学習相談への対応等の学習支援体制の整備 H22 予算額 H23 予算額900 － 教育委員会 生涯学習課－ － 環境県民局 人権男女共同参画課（３）研修の充実・支援① 県職員の男女共同参画に関する理解を深めるための管理職，一般職等職務に応じた研修の実施H22 予算額 H23 予算額－ － 総務局 人事課－ － 全部局② 市町職員の男女共同参画に関する理解を深めるための市町と連携した研修の機会の提供 H22 予算額 H23 予算額－ － 総務局 人事課③ 男女共同参画に関する理解を深めるための事業主に対する研修や企業が実施する研修の支援 H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策広島県高等学校家庭クラブ連盟の活動　家庭科の学習で習得した知識・技術を生活に生かし，男女が協力して主体的に家庭生活を創造していく実践力を育成
県の施策　

発達段階に応じた系統的なキャリア教育の推進　児童生徒がキャリア教育に関する学習内容等を記録する「わたしのキャリアノート」の活用を推進
再掲

男女共同参画について理解し，だれもがお互いの個性や意思を尊重するための子どもの発達段階に応じた教育の充実事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関県の施策　 事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関高等教育機関との連携による学習機会の提供　 高等教育機関連携公開講座「ぱれっとカレッジ」を実施し，大学等のもつ様々な分野の学習機会を提供

自治総合研修センター事業　一般研修や人権問題職場研修推進員研修等において，個別テーマとして研修を実施職場研修の実施

担当機関担当機関

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関

学習機会の提供　地域支援事業により学習機会を提供する（財）広島県女性会議を支援事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要生涯学習情報提供の充実　 県民の生涯学習活動を促進するため，生涯学習情報提供システム「ひろしままなびネット」の運営により，生涯学習・社会教育に関する情報提供を充実

自治総合研修センター事業　特別研修において，個別テーマとして研修を実施情報の提供  男女共同参画に係る各種講座や講師等に関する情報の提供

「エソール広島情報センター」の運営を支援　男女共同参画に関する各種情報の収集及び提供　　・女性団体情報　登録団体：７５団体　　・人材情報　　　　エソール人材バンク：登録者８53人　　・各種資料　　　　図書，行政資料，ビデオ等　ホームページ運営

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関
県の施策　情報の提供　 社会参画に関する学習情報を提供する（財）広島県女性会議を支援

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関
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基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向方向方向方向　　　　３３３３　　　　家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（１）家庭における男女共同参画を推進するための啓発の充実① 家族が互いに尊重し協力し合い，家族の一員として家事や育児，介護などの責任を果たすための多様な啓発H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課② 男性の家事や育児，介護などへの参画を支援するための学習機会の提供，具体的なモデルや成果の啓発H22 予算額 H23 予算額383 354 環境県民局 人権男女共同参画課（２）家庭教育・子育て支援の充実① 子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会の情報提供などの支援 H22 予算額 H23 予算額1,566 1,000 教育委員会 生涯学習課② 子どもと家庭に関する相談支援体制の充実 H22 予算額 H23 予算額5,637 5,727 健康福祉局 こども家庭課7,030 6,653 教育委員会 指導第三課③ H22 予算額 H23 予算額－ － 健康福祉局 こども家庭課1,791 484 健康福祉局 こども家庭課
教育相談推進事業　児童生徒の悩みや不安の相談に応ずる相談体制の整備

担当機関
県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

多様な主体の協働による子育て支援の促進やニーズに応じた子育て支援サービスの提供等次世代育成支援対策の計画に基づく市町の取組の促進などの子育て支援体制の充実 担当機関事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要地域子育て支援拠点事業　育児相談やつどいの広場など地域子育て支援の拠点となる保育所等への支援等を行う市町に対し助成　＜負担割合＞H21まで県２／３（国１／３），市町１／３　H22から国１／２，市町１／２ふるさと納税による子育て応援事業　「ノーバディーズ・パーフェクト・プログラム」の実施により子育ての不安解消を図る（財）ひろしまこども夢財団を支援

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
男性対象講座の実施　男性の育児や家庭生活の参画に向けた学習機会を提供する（財）広島県女性会議を支援

担当機関
担当機関

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要子ども何でもダイヤル電話相談事業  子育てや子ども自身の悩みについて電話相談により早期，適切に援助

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

担当機関家庭教育支援　 子どもを持つ親の子育てに関する学習機会を拡充させるため，「『親の力』をまなびあう学習プログラム」の普及・改善，ファシリテーターの資質向上及び全県的なネットワーク化の促進

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要普及啓発　各種普及啓発講座を実施する（財）広島県女性会議を支援
県の施策　

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
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基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向方向方向方向　　　　　　　　１１１１　　　　生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康とととと自立自立自立自立のののの支援支援支援支援（１）生涯を通じた健康対策の推進① 思春期，妊娠・出産期，成人期，高齢期等各ステージにおける性別に対応できる医療及び健康づくり対策の実施H22 予算額 H23 予算額347 － 健康福祉局 健康対策課43,269 41,054 健康福祉局 健康対策課
6,078 － 健康福祉局 健康対策課

8,293 健康福祉局 健康対策課3,938 健康福祉局 健康対策課692,591 698,228 健康福祉局 健康対策課135,270 178,487 健康福祉局 健康対策課－ 3,088 健康福祉局 健康対策課② H22 予算額 H23 予算額－ － 商工労働局健康福祉局 産業人材課健康対策課

健康増進事業　中高年の疾病予防及び健康管理を図るため，市町が実施する次の事業に対して助成    ・健康教育事業　・機能訓練事業　・健康相談事業    ・訪問指導事業　・健康診査事業　・健康手帳の交付ひろしま健康づくり県民運動　幅広い関係者によって設置された「ひろしま健康づくり県民運動推進会議（平成２０年７月設立）による，健康づくり県民運動を実施し，個人の健康づくりを社会全体で支援     ・ひろしま健康づくり県民運動推進会議の開催     ・ひろしま健民コンクール　　　 　県民の健康づくりを支援する取組実施者や自ら健康のために行動変容し，県民の模範　　　となる者の表彰　　・ 「こころの健康づくり」に係る企業や店舗のゲートキーパー機能育成　　　　 企業や店舗がこころのゲートキーパー機能を果すための研修会の開催及び啓発資料　　　の配付

女性が妊娠・出産後も安心して働き続けることができる母性保護と母性健康管理対策の推進

健康ひろしま２１推進事業　県民一人ひとりの主体的な取組を支援するとともに，健康づくりの機運を醸成する「ひろしま健康づくり県民運動」の推進　市町や関係団体等の連携のもと，健康ひろしま２１を推進を図るとともに，健康ひろしま２１推進協議会の開催や県民健康意識調査の実施などによって，計画の進捗管理　県民に対し，健康づくりに関する情報を発信する「ひろしま健康ネット」の開設及び運営

母性健康管理指導事項連絡カード活用の推進

たばこ対策推進事業　受動喫煙防止や喫煙率の低下を促進するため，企業の取組調査やシンポジウムを実施

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

妊婦健康診査支援事業　市町が実施する妊婦健康診査助成事業のうち，地方財政措置がされていない９回分について，国からの妊婦健康診査臨時特例交付金を原資に妊婦健康診査支援基金を造成し，費用の一部を助成未来のパパママ育成事業　高校生等が「命の大切さ」を学び将来親となる自覚を持つことを目的に，高等学校等へ専門医が講師として出向く「出前講座」を実施し，妊娠・出産・子育て等について理解を深めることを支援 担当機関
市町国保特定健診・保健指導県負担金　市町国保が実施するメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）等の概念を導入した特定健診・特定保健指導に要する費用の一部を助成　  ・対象者  ４０歳～７４歳の市町国民健康保険の被保険者

県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策生活習慣病対策事業　「健康ひろしま２１」（県健康増進計画）に基づく健康増進施策を推進するため，進捗状況の進行管理，評価分析，推進施策を協議

新規新規新規新規

安心安心安心安心づくりづくりづくりづくり
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③ HIV/エイズ，性感染症，薬物乱用などの実態を踏まえた対策の推進 H22 予算額 H23 予算額6,865 6,605 健康福祉局 健康対策課
53,649 51,713 健康福祉局 健康対策課
6,034 4,015 健康福祉局 薬務課

828,429 702,231 健康福祉局 薬務課4,463 4,411 健康福祉局 薬務課④ H22 予算額 H23 予算額9,027 7,105 健康福祉局 医療政策課66,718 84,235 健康福祉局 医療政策課2,100 健康福祉局 医療政策課60,482 46,920 健康福祉局 医療政策課144,785 143,104 健康福祉局 医療政策課
114,620 160,069 健康福祉局 健康対策課

エイズ予防対策事業(2については，H23年度：健康対策推進費）　１  推進体制の充実…エイズ対策推進会議を開催　２　普及啓発の推進…啓発資料の作成配布及び出前講演会等を開催　３　相談体制の充実… カウンセリング能力を有する職員を養成するとともに，保健所（支　　所），健康対策課，広島エイズダイアルで相談業務を実施　　　 ・電話相談　毎週土，日曜日（９：００～１６：００）※第１土曜日は除く。　　 　・派遣ｶｳﾝｾﾗｰによる相談　随時(医療機関，保健所(支所)からの予約)　４　検査体制の充実…感染の不安がある人などに，次の所でエイズ抗体検査を匿名無料で実施　　 　・各保健所等　　 　・広島エイズダイアル（県立広島病院内）   毎月第２･４日曜日 １３：００～１６：００　５　医療体制の充実　　   ・エイズカウンセラーの派遣  ・エイズ予防薬の配置  　 　・県内拠点病院の設置        ・県中核拠点病院の指定
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要広島県周産期医療システム運営事業　１　周産期医療協議会　　　産科・小児科の専門家を中心に周産期医療体制の整備について協議　２　周産期医療情報ネットワークシステム　　　周産期母子医療センターの応需情報を搬送機関等に提供して，母体・新生児の救急　　搬送を支援するとともに，周産期医療情報等について関係者及び県民に提供 担当機関
小児救急医療確保対策事業＜小児救急医療支援事業＞　休日夜間の当番日に小児科医が当直し，受け入れ体制を確保することに対する補助＜小児救急医療拠点病院運営事業＞　365日24時間体制で小児救急患者を受け入れることに対する補助＜小児救急医療電話相談事業＞　夜間における子どもの急な発熱やケガについて，小児科医や看護師が相談員として電話でアドバイスを実施　相談時間　19：00～22：00（通年で実施）不妊治療等支援事業（Ｈ23年度：不妊治療助成事業に変更）＜不妊専門相談センター事業＞　不妊に関する相談指導，治療に対する情報提供等を実施      　　〔一般相談〕 　電話相談　　　　 毎週火・水曜日　16:00～18:30　助産師対応　　　 　 　　　 　　　　   面接相談　 　 　 毎週金曜日　14:00～16:00　助産師対応　　　　 　 　　　　　　  　ＦＡＸ相談         随時受付　毎週金曜日に返信　助産師対応　　　　　　　　　　　　　 電子メール相談  随時受付　原則1週間以内に返信　助産師対応　  　  　〔専門相談〕 　面接相談（医師対応）※一般相談後に予約制で実施＜不妊治療支援事業＞1.　配偶者間の特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に要する費用の一部を助成    ・助成額　　1回当たり上限額15万円，1年度2回まで，通算5年間助成（Ｈ23年度　初年度　　のみ3回，通算5年，10回を超えないに拡充予定）    ・対象者　　夫婦の所得の合計額が730万円未満の者2.　不妊治療支援事業検討会議　　・適正かつ効果的な不妊治療支援事業の推進を図るため今後のあり方等を検討

周産期母子医療センター運営支援事業　ハイリスクの分娩・出産及び新生児医療を担う，総合・地域周産期母子医療センターの運営に対する補助周産期医療体制機能強化事業　各圏域における分娩取扱施設と健診施設等，施設間の機能分担の検討に対する補助周産期母子医療センター施設整備事業　東広島医療センターが整備する周産期母子医療センターに対する補助

担当機関

不妊相談等支援体制，周産期医療体制及び小児医療体制の充実

感染症対策事業　 感染症の発生動向に関する情報収集・解析及びその結果の公開・提供，感染症指定医療機関への運営費補助　等
肝炎ウイルス検査・治療費助成事業　１  肝炎ウイルス検査の実施（無料）…実施場所：保健所（支所）・委託医療機関  ２  医療費助成等…インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を実施した者（県が　　発行する受給者証を有する者）に対して医療費を助成　３　制度の普及啓発…治療費助成制度を円滑に運営するため，制度に係る事項について，　　関係機関に対し説明会等を実施薬物乱用防止対策事業

肝炎対策事業　１  肝炎対策協議会の開催　２　肝疾患診療連携拠点病院の機能の充実・強化　　（1）肝疾患相談室の運営　　　　　広島大学病院　月～金　　１０：００～１６：００（１２：００～１３：００を除く。）　　　　　福山市民病院　月～金　　　９：００～１６：００（１２：００～１３：００を除く。）　　　　電話及び面談（面談は予約制）　看護師等対応　　（2）肝疾患診療連携拠点病院等連絡会の運営　（3）医療従事者（専門）研修の実施　３　普及啓発    　 肝炎患者や家族等を対象に，肝炎に関する正しい知識や受診の促進を図るため，   　リーフレット等を活用した普及啓発を実施

－ 64 －



（２）だれもが安心して暮らし，自立できるための支援① 高齢者が知識や経験を生かし，生きがいをもって社会参画ができるための情報提供や普及啓発，人材養成の実施H22 予算額 H23 予算額54,677 53,954 健康福祉局 高齢者支援課
43,681 42,176 健康福祉局 高齢者支援課
13,490 8,730 健康福祉局 高齢者支援課② H22 予算額 H23 予算額29,599 29,727 健康福祉局 高齢者支援課10,000 9,500 商工労働局 雇用労働政策課82,471 83,019 商工労働局 雇用労働政策課7,776 2,215 健康福祉局 高齢者支援課13,783 13,624 健康福祉局 健康対策課3,120 3,120 健康福祉局 地域福祉課1,560 1,560 健康福祉局 地域福祉課497,745 523,813 健康福祉局 障害者支援課3,409 4,163 健康福祉局 障害者支援課46,774 44,736 健康福祉局 障害者支援課

市町障害者地域生活支援事業　障害者の地域生活を支援するための事業を実施する市町に助成

認知症にやさしい地域づくり支援事業　認知症高齢者やその家族が住み慣れた地域において安心して暮らすことができるよう，普及啓発の促進，適切な医療・介護サービスの提供や，地域における認知症ケア体制を強化・認知症地域支援体制推進会議の開催・認知症に対する理解促進のためのイベントの開催

高齢者の生活支援，介護予防，介護のニーズに総合的に対応する体制の整備及び障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるための支援

担当機関県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

介護予防研修相談センター事業　介護知識・技術及び福祉用具の普及，介護予防の推進等により，高齢者の生活の質の確保を図るとともに，高齢者を支える地域づくりを支援　＜運営方法＞　(財)広島県健康福祉センター（指定管理者）　＜事業内容＞　・介護知識・技術の普及のための研修　　・福祉用具の展示・相談　　　　　　　　　　　・専門相談（認知症介護・虐待・権利擁護等）

介護サポーター養成研修　介護関係業務の未経験者を対象に，基礎的な介護技術の演習や介護現場の見学等を内容とする研修を実施（団体等への補助）

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

福祉・介護サービスチャレンジ教室　地域住民を対象とした，福祉・介護サービスの意義や実態について紹介する事業等を実施（団体等への補助）
認知症疾患医療センター運営事業　認知症患者と家族に対する支援を充実するため，早期からの専門的な医療の提供，専門医療相談及び介護との連携を行うための「認知症疾患医療センター」を設置
高年齢者就業支援事業　高年齢者の就業を通じた社会参画を図るための，（社）広島県シルバー人材セ ンター連合会に対する補助シルバー就業機会開拓事業　シルバー人材センター等に就業機会開拓専門員を配置し，地域のニーズ把握調査等を実施

担当機関

明るい長寿社会づくり推進事業　高齢者のスポーツ，健康づくり及び地域活動等を推進するための事業を実施　＜運営方法＞　（財）広島県健康福祉センター（指定管理者）　＜事業内容＞　・スポーツ，健康づくり及び地域活動の推進　　　　　　　　　　　・高齢者の社会活動を促進するための指導者等の育成　　　　　　　　　　　・高齢者の生きがいと健康づくり関係組織の育成　　　　　　　　　　　・シニア総合スポーツ大会の開催　　　　　　　　　　　・全国健康福祉祭の派遣選手選考及び派遣老人クラブの育成　平成１９年度に財団法人広島県老人クラブ連合会がまとめた「これからの老人クラブ活動のあり方に関する報告書」に基づく健康づくり・介護予防や地域づくり活動の定着について支援  また，市町を単位とする研修，健康づくりなど広域的な事業を展開する市町老人クラブ連合会に対して助成を行うとともに，財団法人広島県老人クラブ連合会に対して助成　・クラブ数　1,776クラブ　・会員数　100,929人  ※Ｈ22.3月末現在。広島市，福山市を除く。プラチナ世代社会参画促進事業　・ 広島県プラチナ世代支援協議会の運営　・ プラチナ世代（概ね５５歳以上）の高齢期に向けた早めの準備促進のための研修会や　普及啓発イベントの開催　・ ＨＰを利用した一元的な情報発信　・ 活動実践力を養成するための体験型研修の実施　・活動意欲のある人を実践活動へ結びつけるための地域の特性に応じた取組に対する　支援 事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

聴覚障害者社会参加支援事業　聴覚障害者に対する情報提供を行い，障害者全体の交流を促進（広島県社会福祉協議会に委託）障害者社会参加推進事業　障害者の社会参加を推進するため，手話通訳者等の人材育成，身体障害者補助犬育成，全国障害者スポーツ大会選手派遣等を実施
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8,220 6,836 商工労働局 雇用労働政策課5,992 6,050 商工労働局 雇用労働政策課43,790 43,304 商工労働局 雇用労働政策課5,163 5,163 商工労働局 職業能力開発課64,000 76,000 商工労働局 雇用労働政策課経営革新課ひとり親家庭の状況に応じた就業等支援体制や経済的支援の充実 H22 予算額 H23 予算額21,018 14,330 健康福祉局 こども家庭課209,798 290,025 健康福祉局 こども家庭課－ 200,474 健康福祉局 こども家庭課求職者の就業に向けた支援の充実 H22 予算額 H23 予算額27,305 27,499 商工労働局 雇用労働政策課4,202 4,229 商工労働局 雇用労働政策課28,392 24,163 商工労働局 雇用労働政策課54,907 62,503 商工労働局 雇用労働政策課外国籍県民が言葉や生活習慣の違いから生じる課題を解決するための情報提供や相談支援体制の充実H22 予算額 H23 予算額14,227 24,511 地域政策局 国際課防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画の推進 H22 予算額 H23 予算額－ － 危機管理監 危機管理課多様で幅広い消防団の活動促進のための女性消防団員の確保に向けた広報・啓発の実施 H22 予算額 H23 予算額－ － 危機管理監 消防保安課

求人開拓員による求人ニーズの掘起し  ひろしましごと館及びひろしましごと館福山サテライトに，求人開拓統括マネージャー・求人開拓員を配置して，企業の求人ニーズを掘り起こし，就業機会の拡大を図る。

労働支援融資（障害者雇用促進支援資金）　次のいずれかに該当する中小企業者への融資   ①新たに障害者を常用雇用するもの   ②常用雇用している障害者の割合が1.8％以上のもの   ③障害者の雇用促進を図るための施設・設備の設置又は改善を行うもの

⑤ 担当機関⑥
消防団員確保のための啓発・広報活動　県のホームページを活用し，女性消防団員に関する内容を充実させるなど，女性消防団員の加入促進を図る。　また，総務省消防庁が作成した消防団員入団促進ポスター等を各消防団・分団，消防本部，市町，高等学校，大学・短期大学等に配布するとともに，各種行事などあらゆる機会をとらえ，パンフレット等を配布し，女性の消防団への加入を促進する。

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関

③

障害者雇用拡大事業　障害者の職場定着支援のため，企業内ジョブサポートリーダーの養成及び派遣型ジョブサポーターの派遣事業等を実施障害者雇用・就業促進事業　障害者の職場への適用力を高めるための訓練等を実施障害者就業支援事業　障害者就業・生活支援センターに就業支援者を配置し，企業開拓支援や就職支援等を実施障害者在宅ワーク支援研修事業　通所が困難な重度障害者等が在宅にてＩＴ技能を修得する訓練を実施し，障害者の在宅勤務を促進

ひとり親家庭ITスキルアップ就業支援事業 ひとり親家庭の在宅就業支援のため，在宅就業支援センターを設置し訓練等を実施

⑦ 担当機関

④
高等技能訓練促進費 母子家庭の母親に就職に有利な資格取得に係る訓練期間中の生活費を給付

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関母子家庭等自立支援事業　母子家庭の母等に対して，就業相談，職業能力開発等の就業支援を実施   また，母子家庭に対して家庭生活支援員を派遣等する市町に対して補助

求職者総合支援センターの運営   広島及び福山に「求職者総合支援センター」を設置し，生活資金や住宅などの生活に関する相談と職業相談・職業紹介を一体的に実施することにより，離職者等求職者の就業の促進及び生活の安定を図る。
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要ひろしまジョブプラザの運営  就業等を支援する関係施設と連携して，「ひろしましごと館」を運営するとともに，その総合窓口となる県の「ひろしまジョブプラザ」において，全世代を対象とした就職や社会貢献活動に関する幅広い支援を効果的に実施ひろしましごと館福山サテライトの運営  就業等を支援する関係施設と連携して，「ひろしましごと館福山サテライト」にコーディネーターを配置し，全世代を対象とした就職や社会貢献活動に関する幅広い支援を効果的に実施

多文化共生の地域づくり支援事業　行政情報等の多言語化，外国人相談窓口及び日本語学習支援体制の充実のための施策等を実施
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関防災分野における女性の参画に向けた啓発　防災・災害復興体制の整備に対し，政策・方針決定過程から女性の参画を推進するための啓発を実施
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基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向 方向 方向 方向 　　　　２２２２　　　　女性女性女性女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進（１）配偶者等からの暴力を防止し，被害者を保護するための取組の推進① ＤＶ防止法の周知徹底による配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発 H22 予算額 H23 予算額270 － 健康福祉局 こども家庭課－ － 警察本部 生活安全総務課② 専門相談員の育成，市町相談窓口の拡充，設置場所の情報提供等被害者が安心して相談することができる相談支援体制の充実H22 予算額 H23 予算額143 119 健康福祉局 こども家庭課711 388 健康福祉局 こども家庭課－ － 警察本部 警務課－ － 警察本部 警察安全相談課③ 被害者の保護・自立支援体制の充実と関係機関の連携強化 H22 予算額 H23 予算額110 110 健康福祉局 こども家庭課2,994 3,134 健康福祉局 こども家庭課250 202 健康福祉局 こども家庭課726 722 健康福祉局 こども家庭課119 116 健康福祉局 こども家庭課11 11 健康福祉局 こども家庭課－ － 警察本部 警察安全相談課④ 民間シェルターへの一時保護委託など民間団体との提携による被害者の支援 H22 予算額 H23 予算額9,184 5,629 健康福祉局 こども家庭課510 84,658 健康福祉局 こども家庭課
担当機関関係機関連絡会議による連携強化，情報の共有化を行うとともに，次の事業の実施を支援    ・シェルター確保事業    ・被害者ケア事業　　・ステップハウス整備支援事業

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

担当機関
担当機関被害者等等等等に対する情報の提供  ・広報ポスター，リーフレット等の配布  ・ＤＶ・ストーカー対策ビデオによる広報専門研修の実施　暴力被害者の特性を知り，被害者の二次被害を防ぐため，婦人相談員等関係職員の専門研修を実施
担当機関

県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策

休日夜間の電話相談　休日・夜間電話相談員を配置し，被害者からの緊急相談に対応（３名交代制）  　夜間　１７：００～２０：００（土・日・祝日を除く）　／　土・日・祝日　１０：００～１７：００被害者の広域移送　配偶者等からの暴力の危険から遠ざけ安全を確保するため，他都道府県の婦人相談所等へ暴力被害者等を移送
相談業務ネットワーク連絡会議の開催  ・関係機関，団体間の連携強化，情報の共有化  ・広島県被害者支援連絡協議会との有機的な連携と協力体制の確立  ・犯罪被害者支援に関係する行政機関・団体との相互協力による犯罪被害者等への各種　支援の実施一時保護委託の実施　配偶者等からの追跡の危険を避け，安全を確保するため，緊急避難的に婦人保護施設，民間シェルターに一時保護を委託    ・民間シェルター住居費加算

市町自立支援ネットワーク構築の支援　市町内部等の連絡組織である「配偶者暴力相談支援連絡会」の立ち上げ支援や市町を中心とした被害者支援ネットワークの構築を支援    ・ケース事例集の作成    ・ネットワークの構築支援

専門研修の実施  ・警察署の嘱託相談員に対して対応要領に関する研修の実施  ・被害者支援要員及び心理職職員の技能向上を図るための研修の実施弁護士の確保　 保護命令制度の利用等における法的サポートを行うための体制を整備

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
他都道府県とのネットワークづくりを通じた情報収集　他都道府県との情報交換，暴力被害者の広域移送のためのネットワークづくり，相談業務等に関する情報収集を行うため，各種セミナー等へ参加女性相談窓口の充実　・相談に対応する女性警察官の配置拡大　・女性が安心して訪問・相談できる環境の整備
通訳の確保　外国人の相談，一時保護，自立支援等各場面に，必要に応じて通訳を確保関係機関連絡会議の開催　配偶者等からの暴力について，適切かつ迅速な対応を行うため連絡会議を開催し，相談・支援体制のネットワーク化を推進 　（法務局，裁判所，警察，福祉事務所，民間団体等）

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要啓発リーフレット等の作成・配布　配偶者からの暴力を防止し，被害者の保護を図るため，リーフレット等を作成　（配偶者暴力相談支援センターリーフレット・窓口カード，DV相談マニュアル等）
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（２）セクシュアル・ハラスメント等女性に対するあらゆる暴力を防止するための取組の推進① H22 予算額 H23 予算額－ － 商工労働局 産業人材課－ － 総務局教育委員会警察本部 人事課総務課教職員課警務課② ストーカー行為に対する取締強化及び防止に向けた啓発 H22 予算額 H23 予算額－ － 警察本部 生活安全総務課－ － 警察本部 生活安全総務課③ 性犯罪，売買春に対する取締強化及び防止に向けた啓発。特に児童買春，児童ポルノの撲滅に向けた取組の推進H22 予算額 H23 予算額892 785 環境県民局警察本部 県民活動課少年対策課490 820 警察本部 少年対策課④ 女性に対するあらゆる暴力にかかわる相談体制・一時保護体制の整備及び専門相談員の育成 H22 予算額 H23 予算額986 901 環境県民局 人権男女共同参画課
80,511 82,344 健康福祉局 こども家庭課

252 263 警察本部 警察安全相談課

担当機関職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進及び学校，地域社会等のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に向けた啓発

担当機関

担当機関
担当機関

エソール相談コーナーの運営支援　日常生活上の様々な悩みの解決を図るため「電話相談」と「面接相談」を実施するほか，女性の学習，社会参画等の活動に関する相談に対応
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

ストーカー規制法の効果的運用
少年をとりまく有害環境対策の推進　有害図書類，違法・有害サイト等少年を取り巻く有害環境の取締強化福祉犯取締の強化　少年の性被害にかかる福祉犯の取締強化
普及啓発   リーフレット，ポスター等作成・配布

県の施策　

再掲

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要
普及啓発   男女雇用機会均等法の普及啓発

具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策
県職員等の職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進　「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針」等に基づき，県職員等の意識を高め，セクシュアル・ハラスメント問題の発生を防止するとともに，職員を対象とした相談窓口（電話や電子メール等）において相談に対応児童生徒の学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進　教育委員会及び学校に，児童生徒に対する体罰，セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口を設置し，相談に対応

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

一時保護の実施（婦人保護事業）　１　西部こども家庭センター（婦人相談所）の運営　　　売春防止法に基づき，要保護女子の早期発見，転落の未然防止を行うとともに，　　社会生活を営む上で何らかの問題を有する女子に対して次の業務を実施　　　・相談業務　　　・調査　　　・医学的，心理学的及び職能的判定･指導　　　・一時保護　　　・婦人保護施設への収容　２　婦人相談員の設置　　　要保護女子の転落防止だけでなく，社会生活を営む上で何らかの問題を有する　　女子に対して相談･指導　　　(県)西部こども家庭センター６人，　　 　　　東部こども家庭センター１人，北部こども家庭センター１人　  　(市)広島･呉･三原･尾道･福山･三次　１０人　　    　　　※市婦人相談員設置に係る県費負担なし。　３　婦人保護施設への収容保護　　   要保護女子等の転落防止と保護更生のため施設へ収容し生活指導又は職業指導犯罪被害者支援　警察安全相談担当者及び心理職職員の技能向上のための研修の開催
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⑤ 被害者が相談しやすい環境の整備及び社会復帰支援の充実 H22 予算額 H23 予算額－ － 健康福祉局 こども家庭課
9,517 11,758（8,715　県警記入分） 環境県民局警察本部 県民活動課警察安全相談課

⑥ 女性に対する暴力の発生を防ぐ安全・安心なまちづくりの推進 H22 予算額 H23 予算額3,338 1,507 環境県民局 県民活動課5,396 5,473 警察本部 安全安心推進課

担当機関

安全・安心なまちづくり推進事業　安全・安心なまちづくりセミナーの開催や大学での特別講義など，子ども・女性の安全確保や自主防犯活動の促進 事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要 担当機関

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

女性・子どもを守る施策の推進　ボランティア，自治体等との連携による女性・子どもを守る施策の推進　  ・女性・子どもに対する防犯指導　　　・自主的防犯活動への支援　  ・子ども緊急通報装置の運用　　　　　・スーパー防犯灯の運用

一日総合相談会への婦人相談員の派遣犯罪被害者支援の推進　１　犯罪被害者等への各種情報提供　　・犯罪被害者等への要望に基づく各種情報提供　　・相談窓口の周知のための広報等　２  捜査過程における二次的被害の防止・軽減措置　  ・性犯罪被害初診料，診断書料，緊急避妊措置及び人工妊娠中絶費用等支給制度の　　活用　　・警察施設外相談室借上制度の活用　　・遺体搬送費用の支給　３　犯罪被害者等の安全確保 　 ・一時保護対策の徹底　  ・緊急通報システムの効果的運用　４　犯罪被害者支援に関する各種研修等の実施　５　関係機関・団体との連携　  ・犯罪被害者等早期援助団体である（社）広島被害者支援センターへの情報提供   　及び支援と連携　  ・広島県被害者支援連絡協議会，日本司法支援センター，地方自治体被害者担当窓口     との連携　６　県民への啓発活動の促進
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基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向方向方向方向　　　　３３３３　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった国際活動国際活動国際活動国際活動のののの推進推進推進推進（１）国際交流・国際協力・平和貢献の推進① 男女共同参画の視点に立った国際交流・国際協力・平和貢献を推進するための環境整備 H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課（２）情報の収集及び提供① 国際社会における女性を取り巻く現状や男女共同参画に関する国際的な取組指針などの情報の収集・提供H22 予算額 H23 予算額－ － 環境県民局 人権男女共同参画課担当機関県の施策　具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策
具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策 担当機関

情報の提供　 国や国際機関の取組等に関する情報を県内に幅広く提供
国際交流事業　国際理解を推進するため，県内の団体と外国の女性団体等との交流研究活動を実施する（財）広島県女性会議を支援事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

事　　業　　名　　及　　び　　事　　業　　概　　要

県の施策　
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第第第第    ５５５５    部部部部            

    

市 町市 町市 町市 町 のののの 取 組取 組取 組取 組                                                    

    

    



 



１１１１　　　　市町市町市町市町のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの取組状況等取組状況等取組状況等取組状況等条例名条例名条例名条例名 施行年月日施行年月日施行年月日施行年月日 計画名計画名計画名計画名 策定年月策定年月策定年月策定年月 策定予定年月策定予定年月策定予定年月策定予定年月○○○○ ○○○○ ○○○○ 広島市男女共同参画推進条例広島市男女共同参画推進条例広島市男女共同参画推進条例広島市男女共同参画推進条例 平成平成平成平成13131313((((2001200120012001).).).).9999....28282828 第第第第２２２２次広島市男女共同参画基本計画次広島市男女共同参画基本計画次広島市男女共同参画基本計画次広島市男女共同参画基本計画 平成平成平成平成23232323((((2011201120112011).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ くれくれくれくれ男女共同参画推進条例男女共同参画推進条例男女共同参画推進条例男女共同参画推進条例 平成平成平成平成13131313((((2001200120012001).).).).12121212....21212121 くれくれくれくれ男女共同参画基本計画 男女共同参画基本計画 男女共同参画基本計画 男女共同参画基本計画 （（（（第第第第２２２２次次次次）））） 平成平成平成平成20202020((((2008200820082008).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ たけはらたけはらたけはらたけはら２１２１２１２１男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成14141414((((2002200220022002).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ 三原市男女共同参画推進条例三原市男女共同参画推進条例三原市男女共同参画推進条例三原市男女共同参画推進条例 平成平成平成平成23232323((((2011201120112011).).).).10101010....1111 三原市男女共同参画三原市男女共同参画三原市男女共同参画三原市男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成19191919((((2007200720072007).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ 尾道市男女共同参画尾道市男女共同参画尾道市男女共同参画尾道市男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成17171717((((2005200520052005).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ 福山市男女共同参画推進条例福山市男女共同参画推進条例福山市男女共同参画推進条例福山市男女共同参画推進条例 平成平成平成平成14141414((((2002200220022002).).).).4444....1111 福山市男女共同参画基本計画福山市男女共同参画基本計画福山市男女共同参画基本計画福山市男女共同参画基本計画（（（（第第第第２２２２次次次次）））） 平成平成平成平成20202020((((2008200820082008).).).).3333○○○○ ○○○○ 府中市男女共同参画府中市男女共同参画府中市男女共同参画府中市男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成14141414((((2002200220022002).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ 三次市男女共同参画推進条例三次市男女共同参画推進条例三次市男女共同参画推進条例三次市男女共同参画推進条例 平成平成平成平成16161616((((2004200420042004).).).).4444....1111 三次市男女共同参画基本計画三次市男女共同参画基本計画三次市男女共同参画基本計画三次市男女共同参画基本計画（（（（第第第第２２２２次次次次）））） 平成平成平成平成22222222((((2010201020102010).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ 庄原市男女共同参画庄原市男女共同参画庄原市男女共同参画庄原市男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成19191919((((2007200720072007).).).).4444○○○○ おおたけおおたけおおたけおおたけ男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成11111111((((1999199919991999).).).).8888○○○○ ○○○○ ○○○○ 第第第第２２２２次東広島市男女共同参画推進計画次東広島市男女共同参画推進計画次東広島市男女共同参画推進計画次東広島市男女共同参画推進計画 平成平成平成平成22222222((((2010201020102010).).).).6666○○○○ ○○○○ ○○○○ 廿日市市男女共同参画廿日市市男女共同参画廿日市市男女共同参画廿日市市男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成17171717((((2005200520052005).).).).3333○○○○ ○○○○ ○○○○ 安芸高田市男女共同参画推進条例安芸高田市男女共同参画推進条例安芸高田市男女共同参画推進条例安芸高田市男女共同参画推進条例 平成平成平成平成21212121((((2009200920092009).).).).4444....1111 安芸高田市男女共同参画安芸高田市男女共同参画安芸高田市男女共同参画安芸高田市男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成18181818((((2006200620062006).).).).3333○○○○ 江田島市男女共同参画基本計画江田島市男女共同参画基本計画江田島市男女共同参画基本計画江田島市男女共同参画基本計画 平成平成平成平成19191919((((2007200720072007).).).).3333府府府府 中中中中 町町町町 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 府中町男女共同参画府中町男女共同参画府中町男女共同参画府中町男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成19191919((((2007200720072007).).).).3333海海海海 田田田田 町町町町 ○○○○ 海田町男女共同参画基本計画海田町男女共同参画基本計画海田町男女共同参画基本計画海田町男女共同参画基本計画 平成平成平成平成20202020((((2008200820082008).).).).3333熊熊熊熊 野野野野 町町町町 ○○○○ 熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画熊野町男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成20202020((((2008200820082008).).).).2222坂坂坂坂 町町町町 ○○○○ 平成平成平成平成23232323((((2011201120112011))))年度中年度中年度中年度中安安安安芸芸芸芸太太太太田田田田町町町町 ○○○○北北北北 広広広広 島島島島 町町町町 ○○○○ 北広島町男女共同参画北広島町男女共同参画北広島町男女共同参画北広島町男女共同参画プランプランプランプラン 平成平成平成平成20202020((((2008200820082008).).).).7777豊豊豊豊田田田田郡郡郡郡 大崎上島町大崎上島町大崎上島町大崎上島町 ○○○○世世世世羅羅羅羅郡郡郡郡 世世世世 羅羅羅羅 町町町町 ○○○○ 世羅町男女共同参画行動計画世羅町男女共同参画行動計画世羅町男女共同参画行動計画世羅町男女共同参画行動計画 平成平成平成平成22222222((((2010201020102010).).).).3333神神神神石石石石郡郡郡郡 神神神神石石石石高高高高原原原原町町町町 ○○○○ ○○○○ 神石高原町男女共同参画推進基本計画神石高原町男女共同参画推進基本計画神石高原町男女共同参画推進基本計画神石高原町男女共同参画推進基本計画 平成平成平成平成23232323((((2011201120112011).).).).333323232323 12121212 14141414 6666 　　　　 20202020 1111  ※1 窓口とは，男女共同参画に関する担当部署の設置根拠を条例等で明記しているものをいう。

安安安安芸芸芸芸郡郡郡郡山山山山県県県県郡郡郡郡
計計計計（（（（23232323市町市町市町市町））））

福福福福 山山山山 市市市市府府府府 中中中中 市市市市三三三三 次次次次 市市市市庄庄庄庄 原原原原 市市市市大大大大 竹竹竹竹 市市市市東東東東 広広広広 島島島島 市市市市廿廿廿廿 日日日日 市市市市 市市市市安安安安 芸芸芸芸 高高高高 田田田田 市市市市江江江江 田田田田 島島島島 市市市市

呉呉呉呉 市市市市竹竹竹竹 原原原原 市市市市三三三三 原原原原 市市市市尾尾尾尾 道道道道 市市市市
広広広広 島島島島 市市市市 平成平成平成平成23232323（（（（2011201120112011))))年年年年4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在市町名市町名市町名市町名 窓口窓口窓口窓口※※※※1111 庁内推進庁内推進庁内推進庁内推進組織組織組織組織のののの設置設置設置設置 諮問機関諮問機関諮問機関諮問機関のののの設置設置設置設置 条例制定状況条例制定状況条例制定状況条例制定状況 基本計画策定状況基本計画策定状況基本計画策定状況基本計画策定状況
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（１）市町の議員の状況

（２）市町の行政委員会（地方自治法第180条の5）委員の状況

（３）市町の審議会等委員の状況

（４）市町の職員及び管理職（課長相当職以上）の状況

２２２２　　　　市町市町市町市町におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの状況状況状況状況のののの推移推移推移推移

73 76 77 84 76 51 49 49 48 48 485.3 5.7 5.8 6.8 7.1 7.2 8.88.78.38.17.5
024
6810

平成11（1999） 13（2001） 14（2002） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22年（2010） 050
100150 女性議員議員数に占める女性の割合（女性議員数：人）（議員に占める女性の割合：％）  （注）各年12月31日現在 資料：総務省｢地方公共団体の       議会の議員及び長の所属       党派別人員調等」

24.4 30.5 33.3 32.6 41.8
4.7 6.5 6.9 6.6 7.1 8.2 8.5 9.3 11.1 11.4 11.8

47.3 47.3 50.4 51.249.6 54.0
01020
304050
60

平成11（1999） 14（2002） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22（2010） 23年（2011）
（％） 女性が参画している行政委員会数の割合委員数に占める女性の割合　（注）各年4月1日現在 　　（ただし，平成14(2002)      年，平成15（2003）年　　　は3月31日現在） 資料：人権男女共同参画課調べ

65.4 69.5 73.1 75.3 77.2 78.6 79.7 84.4
13.4 18.0 18.7 20.5 22.8 23.3 23.0 23.7 24.1 24.7 24.6

79.5 84.2 84.3
02040
6080100

平成11（1999） 15（2003） 17（2005） 19（2007） 21（2009） 23年（2011）
（％） 女性が参画している審議会等数の割合委員数に占める女性の割合（注）各年4月1日現在　　（ただし，平成14(2002)     年,平成15（2003）年は　　　3月31日現在）資料：人権男女共同参画課調べ

39.7 39.9 39.9 40.1 38.5 38.2 38.1 38.2 38.3 38.9 39.9
8.0 9.6 9.7 10.0 8.9 8.8 9.3 10.9 10.9 11.3 11.901020

304050
平成11（1999） 14（2002） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22（2010） 23年（2011）

（％） 職員数に占める女性の割合管理職に占める女性の割合（注）各年4月1日現在資料：人権男女共同参画課調べ
－72－



３３３３　　　　市町市町市町市町のののの議員議員議員議員のののの状況状況状況状況

平成22(2010)年12月31日現在

広 島 市 55 7 48 12.7

呉 市 38 4 34 10.5

竹 原 市 13 2 11 15.4

三 原 市 32 3 29 9.4

尾 道 市 33 2 31 6.1

福 山 市 46 5 41 10.9

府 中 市 21 3 18 14.3

三 次 市 26 2 24 7.7

庄 原 市 25 0 25 0.0

大 竹 市 16 1 15 6.3

東 広 島 市 32 3 29 9.4

廿 日 市 市 29 5 24 17.2

安芸高田市 20 1 19 5.0

江 田 島 市 20 0 20 0.0

市市市市 計計計計 406406406406 38383838 368368368368 9.49.49.49.4

府 中 町 18 4 14 22.2

海 田 町 16 2 14 12.5

熊 野 町 15 2 13 13.3

坂 町 12 1 11 8.3

安芸太田町 16 1 15 6.3

北 広 島 町 20 0 20 0.0

大崎上島町 14 0 14 0.0

世 羅 町 16 0 16 0.0

神石高原町 14 0 14 0.0

町町町町 計計計計 141141141141 10101010 131131131131 7.17.17.17.1

市市市市 町町町町 計計計計 547547547547 48484848 499499499499 8.88.88.88.8

女性割合 (％)市 町 名 議員総数 (人) 女性議員数 (人)男性議員数 (人)

－73－



４  ４  ４  ４  市町市町市町市町のののの審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員のののの状況状況状況状況（（（（1111))))　　　　行政委員会行政委員会行政委員会行政委員会（（（（地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第180180180180条条条条のののの5555）））） 平成23(2011)年4月1日現在割合 総数 女性委員 割合 割合 総数 女性委員 割合(％) （人) (人) (％) (％) (人) (人) (％)広 島 市 6 6 100.0 64 11 17.2 広 島 市 49 48 98.0 1,005 306 30.4呉 市 6 5 83.3 58 5 8.6 呉 市 41 34 82.9 712 164 23.0竹 原 市 6 3 50.0 31 4 12.9 竹 原 市 21 17 81.0 277 62 22.4三 原 市 6 2 33.3 59 5 8.5 三 原 市 33 29 87.9 522 112 21.5尾 道 市 6 4 66.7 57 7 12.3 尾 道 市 35 27 77.1 559 136 24.3福 山 市 6 4 66.7 58 5 8.6 福 山 市 51 45 88.2 1011 234 23.1府 中 市 6 3 50.0 42 6 14.3 府 中 市 32 26 81.3 463 107 23.1三 次 市 5 4 80.0 51 8 15.7 三 次 市 24 21 87.5 403 110 27.3庄 原 市 6 3 50.0 63 8 12.7 庄 原 市 34 28 82.4 468 120 25.6大 竹 市 6 2 33.3 28 3 10.7 大 竹 市 23 15 65.2 256 37 14.5東 広 島 市 6 4 66.7 64 8 12.5 東 広 島 市 38 36 94.7 611 158 25.9廿 日 市 市 6 4 66.7 41 6 14.6 廿 日 市 市 25 24 96.0 429 89 20.7安芸高田市 6 2 33.3 55 4 7.3 安芸高田市 19 16 84.2 441 144 32.7江 田 島 市 6 4 66.7 39 5 12.8 江 田 島 市 33 30 90.9 488 102 20.9市市市市 計計計計 83838383 50505050 60.260.260.260.2 710710710710 85858585 12.012.012.012.0 市市市市 計計計計 458458458458 396396396396 86.586.586.586.5 7,6457,6457,6457,645 1,8811,8811,8811,881 24.624.624.624.6府 中 町 4 3 75.0 14 5 35.7 府 中 町 27 23 85.2 319 102 32.0海 田 町 4 2 50.0 14 3 21.4 海 田 町 16 12 75.0 157 28 17.8熊 野 町 5 2 40.0 28 3 10.7 熊 野 町 9 7 77.8 97 23 23.7坂 町 5 1 20.0 24 2 8.3 坂 町 21 13 61.9 283 67 23.7安芸太田町 5 2 40.0 34 4 11.8 安芸太田町 11 11 100.0 144 37 25.7北 広 島 町 5 2 40.0 53 3 5.7 北 広 島 町 13 12 92.3 221 65 29.4大崎上島町 5 0 0.0 30 0 0.0 大崎上島町 16 12 75.0 177 47 26.6世 羅 町 5 3 60.0 41 5 12.2 世 羅 町 26 19 73.1 329 72 21.9神石高原町 5 3 60.0 42 7 16.7 神石高原町 10 7 70.0 123 16 13.0町町町町 計計計計 43434343 18181818 41.941.941.941.9 280280280280 32323232 11.411.411.411.4 町町町町 計計計計 149149149149 116116116116 77.977.977.977.9 1,8501,8501,8501,850 457457457457 24.724.724.724.7市市市市 町町町町 計計計計 126126126126 68686868 54.054.054.054.0 990990990990 117117117117 11.811.811.811.8 市市市市 町町町町 計計計計 607607607607 512512512512 84.384.384.384.3 9,4959,4959,4959,495 2,3382,3382,3382,338 24.624.624.624.6広域 三 原 市 1 1 100.0 6 1 16.7(注) 広広広広 域域域域 計計計計 1111 1111 100.0100.0100.0100.0 6666 1111 16.716.716.716.7608608608608 513513513513 84.484.484.484.4 9,5019,5019,5019,501 2,3392,3392,3392,339 24.624.624.624.6

（（（（2222））））附属機関及附属機関及附属機関及附属機関及びそのびそのびそのびその他法律他法律他法律他法律・・・・条例条例条例条例によりによりによりにより設置設置設置設置されたされたされたされた     審議会     審議会     審議会     審議会，，，，委員会等委員会等委員会等委員会等女性の参画有 委員数市　町市 町 名 審議会等数総数

合合合合 計計計計

委員数平成23(2011)年4月1日現在市 町 名 総数 女性の参画有委員会数

（注）広域：複数の市町を含む広域の審議会については，当該審議会の            事務局が所在する市において全委員分をまとめています。
－74－



５５５５　　　　市町市町市町市町のののの職員及職員及職員及職員及びびびび管理職管理職管理職管理職（（（（課長相当職以上課長相当職以上課長相当職以上課長相当職以上））））のののの状況状況状況状況総数(人) 女性(人) 男性(人) 女性割合 総数(人) 女性(人) 男性(人) 女性割合 総数 女性 男性(a) (b) (c) (％) (d) (e) (f) (％) (d/a) (e/b) (f/c)広 島 市 10,917 4,270 6,647 39.1 843 85 758 10.1 7.7 2.0 11.4呉 市 2,191 603 1,588 27.5 235 5 230 2.1 10.7 0.8 14.5竹 原 市 270 117 153 43.3 30 2 28 6.7 11.1 1.7 18.3三 原 市 943 290 653 30.8 85 18 67 21.2 9.0 6.2 10.3尾 道 市 2,327 1,136 1,191 48.8 147 18 129 12.2 6.3 1.6 10.8福 山 市 4,003 1,885 2,118 47.1 296 23 273 7.8 7.4 1.2 12.9府 中 市 579 285 294 49.2 57 16 41 28.1 9.8 5.6 13.9三 次 市 991 506 485 51.1 71 9 62 12.7 7.2 1.8 12.8庄 原 市 623 231 392 37.1 65 8 57 12.3 10.4 3.5 14.5大 竹 市 305 88 217 28.9 54 8 46 14.8 17.7 9.1 21.2東 広 島市 1,595 585 1,010 36.7 187 41 146 21.9 11.7 7.0 14.5廿 日 市市 1,072 397 675 37.0 114 26 88 22.8 10.6 6.5 13.0安 芸 高田市 430 134 296 31.2 56 2 54 3.6 13.0 1.5 18.2江 田 島市 424 148 276 34.9 52 4 48 7.7 12.3 2.7 17.4市市市市 計計計計 26,67026,67026,67026,670 10,67510,67510,67510,675 15,99515,99515,99515,995 40.040.040.040.0 2,2922,2922,2922,292 265265265265 2,0272,0272,0272,027 11.611.611.611.6 8.68.68.68.6 2.52.52.52.5 12.712.712.712.7府 中 町 355 102 253 28.7 39 2 37 5.1 11.0 2.0 14.6海 田 町 194 90 104 46.4 41 10 31 24.4 21.1 11.1 29.8熊 野 町 167 60 107 35.9 34 4 30 11.8 20.4 6.7 28.0坂 町 103 28 75 27.2 23 4 19 17.4 22.3 14.3 25.3安 芸 太田町 284 167 117 58.8 42 6 36 14.3 14.8 3.6 30.8北 広 島町 405 128 277 31.6 48 6 42 12.5 11.9 4.7 15.2大 崎 上島町 113 40 73 35.4 15 2 13 13.3 13.3 5.0 17.8世 羅 町 224 93 131 41.5 28 5 23 17.9 12.5 5.4 17.6神 石 高原町 180 69 111 38.3 26 3 23 11.5 14.4 4.3 20.7町町町町 計計計計 2,0252,0252,0252,025 777777777777 1,2481,2481,2481,248 38.438.438.438.4 296296296296 42424242 254254254254 14.214.214.214.2 14.614.614.614.6 5.45.45.45.4 20.420.420.420.4市市市市 町町町町 計計計計 28,69528,69528,69528,695 11,45211,45211,45211,452 17,24317,24317,24317,243 39.939.939.939.9 2,5882,5882,5882,588 307307307307 2,2812,2812,2812,281 11.911.911.911.9 9.09.09.09.0 2.72.72.72.7 13.213.213.213.2

平成23(2011)年4月1日現在市 町 名 職員数 管理職 管理職の比率(％)

－75－



６６６６　　　　市町市町市町市町のののの男女共同参画行政担当窓口男女共同参画行政担当窓口男女共同参画行政担当窓口男女共同参画行政担当窓口 平成23（2011）年4月1日現在部署 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号市民局人権啓発部男女共同参画課 730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6-34 082-504-2108 082-504-2609市民部人権センター 737-0051 呉市中央5丁目12-21 0823-25-3476 0823-26-6267市民生活部人権推進室人権対策係 725-0026 竹原市中央5丁目5-17 0846-22-7736 0846-22-7736教育委員会青少年女性課青少年女性係 723-0014 三原市城町1丁目2-1 0848-64-9234 0848-67-5912市民生活部人権推進課人権推進係 722-0041 尾道市防地町26-24尾道市人権文化センター内 0848-37-2631 0848-37-6631市民局まちづくり推進部男女共同参画センター 720-0067 福山市西町1丁目1-1福山ロッツ内 084-991-5011 084-991-5013総務部総務課人権推進係 726-8601 府中市府川町315 0847-43-7212 0847-46-3450地域振興部地域振興課ひとづくり係 728-0013 三次市十日市東3丁目14-2 0824-64-2832 0824-64-2832女性児童課男女共同参画係 727-8501 庄原市中本町１丁目10-1 0824-73-1243 0824-75-0195総務企画部企画財政課人権推進係 739-0692 大竹市小方1丁目11-1 0827-59-2145 0827-57-7130生活環境部人権推進課男女共同参画係 739-8601 東広島市西条栄町8-29 082-420-0927 082-423-0270自治振興部人権・男女共同推進課啓発･推進係 738-8501 廿日市市下平良1丁目11-1 0829-30-9136 0829-32-1059市民部人権多文化共生推進室人権多文化共生推進係 731-0592 安芸高田市吉田町吉田791 0826-42-5630 0826-47-1206市民生活部市民生活課人権推進室 737-2392 江田島市能美町中町4859-9 0823-40-2764 0823-40-2774府 中 町 生活環境部町民生活課人権推進室 735-8686 安芸郡府中町大通3丁目5-1 082-286-3165 082-286-4022海 田 町 福祉保健部福祉課社会福祉係 736-8601 　〃　海田町上市14-18 082-823-9207 082-823-9627熊 野 町 教育委員会教育部生涯学習課文化グループ 731-4292 　〃　熊野町中溝1丁目1-1 082-820-5621 082-855-1110坂 町 民生部民生課生活係 731-4393 　〃　坂町平成ヶ浜1丁目1-1 082-820-1505 082-820-1521安芸太田町 住民生活課 731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内784-1 0826-28-1960 0826-28-1622北広島町 町民課人権センター 731-1533 　〃　北広島町有田495-1 0826-72-5020 0826-72-5020豊田郡 大崎上島町 住民課人権福祉係 725-0231 豊田郡大崎上島町東野6625-1 0846-65-3113 0846-65-3198世羅郡 世 羅 町 企画課自治振興係 722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123-1 0847-22-3206 0847-22-2768神石郡 神石高原町 まちづくり推進課まちづくり推進係 720-1522 神石郡神石高原町小畠2025 0847-89-3332 0847-85-3394
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１ 広島県男女共同参画推進条例                                     平成１３年１２月２１日公布                                    広 島 県 条 例 第 ４ ２ 号              
 目次  前文  第１章 総則（第１条―第６条）  第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第７条―第１３条）  第３章 広島県男女共同参画審議会（第１４条・第１５条）  附則 

  少子高齢化の進展など社会環境が変化する中において，豊かで活力ある社会を築いていくためには，男女が，互いの違いを認め合い，互いに人権を尊重しながら，その個性と能力を十分に発揮し，社会のあらゆる分野において共に参画し，責任も分かち合うことのできる男女共同参画社会の実現が緊要な課題である。  このため，性別による固定的な役割分担等やそれに基づく社会慣行を是正するなど，男女共同参画社会の実現に向けて，社会のあらゆる分野における一層の取組が求められている。特に，私たちの広島県は，高次に集積した都市機能を持つ地域が存在する一方で，多くの農山漁村地域を有しており，このような取組に当たっては，多様な地域性に配慮した施策を展開する必要がある。     ここに，私たちは，男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し，男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより，平和で豊かな広島県を次世代に引き継いでいくため，この条例を制定する。 
    第１章 総則  （目的） 第１条 この条例は，男女共同参画の推進に関し，基本理念を定め，県，県民及び事業者の責務を明らかにするとともに，その推進に関する施策について必要な事項を定めることにより，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。  （定義） 第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。  一 男女共同参画 男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うことをいう。  二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することをいう。  （基本理念） 第３条 男女共同参画の推進は，男女の個人としての尊厳が重んじられること，男女が性別による差別的な取扱いを受けないこと，男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として，行われなければならない。 ２ 男女共同参画の推進に当たっては，社会における制度又は慣行が，男女の社会における主体的な活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 ３ 男女共同参画の推進は，県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されることを旨として，行われなければならない。 ４ 男女共同参画の推進は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，かつ，家庭以外の学校，職場，地域その他の社会のあらゆる分野における活動を行うことができるようにすることを旨として，行われなければならない。 ５ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し，男女共同参画の推進は，国際的協調の下に行われなければならない。  （県の責務） 第４条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し，及び実施するものとする。 ２ 県は，男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては，国及び市町と連携して取り組むものとする。 －77－ 



  

 （県民の責務） 第５条 県民は，基本理念にのっとり，家庭，学校，職場，地域その他の社会のあらゆる分野において，男女が相互に協力して男女共同参画の推進に努めなければならない。 ２ 県民は，男女間における暴力的行為，性的な言動による精神的苦痛を与える行為その他の行為により男女の個人としての尊厳その他の男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。  （事業者の責務） 第６条 事業者は，事業活動を行うに当たっては，基本理念にのっとり，男女共同参画の推進に努めなければならない。 
    第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策  （基本計画） 第７条 知事は，男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，男女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 ２ 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。  一 総合的かつ長期的に講じるべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱  二 前号に掲げるもののほか，男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 ３ 知事は，基本計画の策定に当たっては，あらかじめ，広島県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 ４ 知事は，基本計画を策定したときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。 ５ 前２項の規定は，基本計画の変更について準用する。  （施策の策定等に当たっての配慮） 第８条 県は，施策を策定し，実施するに当たっては，男女共同参画の推進に配慮しなければならない。  （県民等の理解を深めるための措置） 第９条 県は，県民及び事業者の男女共同参画の推進についての理解を促進するため，必要な啓発活動及び広報活動に努めるものとする。  （苦情又は相談の申出の処理） 第１０条 知事は，男女共同参画に関し苦情又は相談を受けたときは，必要な助言を行うなど適切に対応するものとする。  （調査研究） 第１１条 県は，男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。  （年次報告） 第１２条 知事は，毎年，男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ，これを公表しなければならない。  （男女共同参画の推進に向けた支援） 第１３条 県は，市町，県民及び事業者が行う男女共同参画の推進への取組を支援するため，必要な情報の提供，相談，助言その他の協力を行うように努めるものとする。 
    第３章 広島県男女共同参画審議会  （広島県男女共同参画審議会） 第１４条 知事の諮問に応じ，次に掲げる事項を調査審議するため，附属機関として広島県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。  一 基本計画に関し，第７条第３項に規定する事項  二 前号に掲げるもののほか，男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項 ２ 審議会は，前項に規定する事項に関し，知事に意見を述べることができる。  （組織及び運営） 第１５条 審議会は，委員１５人以内で組織する。 ２ 男女のいずれか一方の委員の数は，委員の総数の１０分の４未満であってはならない。 ３ 委員は，男女共同参画に関し識見を有する者のうちから，知事が任命する。 ４ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 ５ 委員は，再任されることができる。 ６ 委員の任期が満了したときは，当該委員は，後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 ７ 前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に関して必要な事項は，規則で定める。 
    附 則   この条例は，平成１４年４月１日から施行する。 
    附 則 （平成１７年７月６日条例第３７号）  この条例は，公布の日から施行する。 －78－ 



    



                     

２ 広島県男女共同参画審議会 

 ○ 広島県男女共同参画審議会規則（平成14年3月18日広島県規則第8号）                                  （趣旨） 第１条 この規則は，広島県男女共同参画推進条例（平成１３年広島県条例第４２号。以下「条例」という。）第１５条第７項の規定に基づき，広島県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  （会長） 第２条 審議会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 ２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 ３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名する委員が，その職務を代理する。  （会議及び議事） 第３条 審議会の会議は，会長が招集する。 ２ 審議会の会議は，会長がその議長となる。 ３ 審議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 ４ 審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。  （部会） 第４条 審議会は，その所掌事務に係る専門的事項を調査審議させるため，部会を置くことができる。 ２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。 ３ 部会に部会長を置き，会長が指名する委員がこれに当たる。 ４ 前条の規定は，部会について準用する。  （意見の聴取） 第５条 審議会は，その所掌事務に関し，必要があると認めるときは，委員でない者の出席を求め，意見を聴くことができる。  （庶務） 第６条 審議会の庶務は，環境県民局総務管理部人権男女共同参画課において処理する。  （委任） 第７条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審議会に諮って定める。    附 則  この規則は，平成１４年４月１日から施行する。    附 則  この規則は，平成１８年４月１日から施行する。    附 則  この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 
 広島県男女共同参画審議会委員（平成23（2011）年3月現在，50音順） 
 

        名 前        所 属・役 職 岡田 鈴子     広島県生活研究グループ連絡協議会 会長    会長      川瀨 啓子         安田女子大学 教授 繁政 秀子     広島県の男女共同参画をすすめる会 会長 島田 祐里        連合広島 女性委員会事務局長 武井 晶代     ひろしま女性大学修了生 土屋 洋三     ふれあいセンターながの村 村長 寺本 佳代        弁護士 中野 博之     広島県経営者協会 専務理事 会長代行  野原 建一     広島県立大学 名誉教授 松尾 祐介     東広島市 生活環境部長 
 －79－ 

 



基本的基本的基本的基本的なななな視点視点視点視点* * * * 基本基本基本基本となるとなるとなるとなる施策施策施策施策のののの方向方向方向方向(*) (*) (*) (*) 県県県県のののの施策施策施策施策・・・・具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策
1111 働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 男女男女男女男女のののの均等均等均等均等なななな機会機会機会機会とととと待遇待遇待遇待遇のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備整備整備整備・・・・ 国・県・市町の連携により，労使を始め社会全体に，労働基準法，男女雇用機会均等法等の法令や働きやすい職場づくりに関する周知徹底及び男女が共に個性と能力を発揮しながら働くことができる職場環境の整備促進・・・・ 男女雇用機会均等法等の周知及び積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進に向けた啓発・・・・ 自ら問題意識を持って，その人が持つ個性と能力をさらに職場で輝かせたいと思う女性の挑戦の支援・・・・ 県における平等取扱いと成績主義の原則に基づく女性の管理職への積極的な登用の推進（（（（2222）））） 仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭がががが両立両立両立両立できるできるできるできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備・・・・ 育児・介護休業法等の周知及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施の促進・・・・ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に向けた環境の整備を推進するための啓発特に，働き方の見直しに向けた事業主及び管理職に対する多様な働き方の導入や働きやすい職場環境の整備に関する啓発・・・・ 男女が共に安心して子育てや介護をしながら働き続けることができるよう，多様なニーズに対応した子育て支援・介護サービス等の充実（（（（3333）））） 多様多様多様多様ななななライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを可能可能可能可能にするにするにするにする雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備整備整備整備・・・・ パートタイム労働法，労働者派遣法等の周知によるパートタイム労働者や派遣労働者等の適正な処遇，労働条件の確保の推進・・・・ 多様な就業ニーズに対応するための就業支援情報の充実・・・・ 育児，介護等による離職者の再就職に向けた支援の充実・・・・ 働きやすい雇用環境づくりに向けた雇用労働や子育て支援に関する情報提供の充実（（（（4444）））） 農林水産業及農林水産業及農林水産業及農林水産業及びびびび商工業等商工業等商工業等商工業等のののの自営業自営業自営業自営業におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進・・・・ 方針の立案及び決定過程への女性の参画拡大に向けた啓発・・・・ 男女が対等なパートナーとして互いに協力して経営等に参画するため，市町や関係団体の取組の支援（（（（5555）））） 女性女性女性女性のののの起業起業起業起業・・・・経営活動経営活動経営活動経営活動にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境のののの整備整備整備整備・・・・ 技術・経営管理能力の向上を図るための取組の支援・・・・ 経営相談等のニーズに適切に対応するための指導・相談体制の充実・・・・ 低利融資制度の運用による起業や経営活動の支援・・・・ 集落法人において農業経営の多角化・複合化等の「６次産業化」を行うことによる経済的自立の促進・・・・ 市町や農林漁業関係団体が整備する農林水産業施設のユニバーサルデザイン化に向けた働きかけ2222 地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 政策政策政策政策・・・・方針方針方針方針のののの立案及立案及立案及立案及びびびび決定過程決定過程決定過程決定過程へのへのへのへの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進・・・・ 様々な分野で政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画に向けた積極的な取組を推進するための啓発・・・・ 県の行政委員会及び審議会等委員への女性の積極的登用・・・・ 市町の行政委員会及び審議会等委員など，政策・方針の立案及び決定過程への女性の参画促進に向けた働きかけ・・・・ 政策・方針の立案及び決定過程に参画できる人材の育成や情報提供などの支援策の充実（（（（2222）））） 地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進・・・・ 地域づくりを担うボランティア，ＮＰＯ，住民自治組織等の活動推進のための情報提供や相談支援体制の充実・・・・ 男女の地域づくりへの参画を促進するための積極的な情報提供・・・・ 地域における方針決定過程への女性の参画を促進するための啓発3333 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制のののの整備整備整備整備（（（（1111）））） 県県県県のののの推進体制推進体制推進体制推進体制のののの充実等充実等充実等充実等・・・・ 各部局の連携による男女共同参画社会の実現に向けた積極的かつ総合的な施策の推進・・・・ 施策の推進に当たっての目標値の設定及びその検証・・・・ 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究の実施（（（（2222）））） 広島県女性総合広島県女性総合広島県女性総合広島県女性総合センターセンターセンターセンター機能機能機能機能のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化・・・・ 男女共同参画社会づくりの中核的拠点施設としての各種事業の充実及び新たなニーズに対応した先駆的事業の実施・・・・ ＮＰＯ，大学，企業等と連携・協働した男女共同参画の取組の推進・・・・ 県内市町男女共同参画センターと連携した取組の推進及び県立センターとしてのコーディネート機能の充実強化（（（（3333）））） 市町等市町等市町等市町等とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化・・・・取組支援取組支援取組支援取組支援・・・・ 先進的取組事例の提供などによる市町の取組に対する積極的な支援・・・・ ＮＧＯ，ＮＰＯ，ボランティアへの活動交流場所の提供とこれらの団体と連携・協働した男女共同参画社会実現に向けた取組の推進

３　広島県男女共同参画基本計画（第３次）（施策の体系）【具体的施策の推進期間：平成２３（2011）～２７（2015）年度】
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1111 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実（（（（1111）））） 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実・・・・ 多様な機会や情報手段による男女共同参画に関する理解を深めるための広報・啓発特に，男性や若い世代の理解を深める広報・啓発（（（（2222）））） メディアメディアメディアメディアにおけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進・・・・ 人権に対する配慮を欠く取扱いの防止に向けた，インターネット等を含む各種メディアの自主的な取組に係る啓発・・・・ 情報を主体的に収集，判断，発信等できる能力の必要性に関する啓発及び学校における情報教育の充実・・・・ 県における男女共同参画の視点に立った広報紙・出版物等の発行2222 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育とととと学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実（（（（1111）））） 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育のののの充実充実充実充実・・・・ 男女共同参画について理解し，だれもがお互いの個性や意思を尊重するための子どもの発達段階に応じた教育の充実・・・・ 小・中・高等学校等におけるキャリア教育の充実（（（（2222）））） 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供・・・・ 男女共同参画に関する理解を深めるための生涯にわたる多様な学習機会の提供・・・・ 男女が様々な分野での活動に主体的に参画できるような学習の機会の提供・・・・ 男女共同参画に関する学習情報の提供や学習相談への対応等の学習支援体制の整備（（（（3333）））） 研修研修研修研修のののの充実充実充実充実・・・・支援支援支援支援・・・・ 県職員の男女共同参画に関する理解を深めるための管理職，一般職等職務に応じた研修の実施・・・・ 市町職員の男女共同参画に関する理解を深めるための市町と連携した研修の機会の提供・・・・ 男女共同参画に関する理解を深めるための事業主に対する研修や企業が実施する研修の支援3333 家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための啓発啓発啓発啓発のののの充実充実充実充実・・・・ 家族が互いに尊重し協力し合い，家族の一員として家事や育児，介護などの責任を果たすための多様な啓発・・・・ 男性の家事や育児，介護などへの参画を支援するための学習機会の提供，具体的なモデルや成果の啓発（（（（2222）））） 家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実・・・・ 子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会の情報提供などの支援・・・・ 子どもと家庭に関する相談支援体制の充実・・・・ 多様な主体の協働による子育て支援の促進やニーズに応じた子育て支援サービスの提供等次世代育成支援対策の計画に基づく市町の取組の促進などの子育て支援体制の充実1 21 21 21 2生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康とととと自立自立自立自立のののの支援支援支援支援（（（（1111）））） 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康対策健康対策健康対策健康対策のののの推進推進推進推進・・・・ 思春期，妊娠・出産期，成人期，高齢期等各ステージにおける性別に対応できる医療及び健康づくり対策の実施・・・・ 女性が妊娠・出産後も安心して働き続けることができる母性保護と母性健康管理対策の推進・・・・ HIV/エイズ，性感染症，薬物乱用などの実態を踏まえた対策の推進・・・・ 不妊相談等支援体制，周産期医療体制及び小児医療体制の充実（（（（2222）））） だれもがだれもがだれもがだれもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし，，，，自立自立自立自立できるためのできるためのできるためのできるための支援支援支援支援・・・・ 高齢者が知識や経験を生かし，生きがいをもって社会参画ができるための情報提供や普及啓発，人材養成の実施・・・・ 高齢者の生活支援，介護予防，介護のニーズに総合的に対応する体制の整備及び障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるための支援・・・・ ひとり親家庭の状況に応じた就業等支援体制や経済的支援の充実・・・・ 求職者の就業に向けた支援の充実・・・・ 外国籍県民が言葉や生活習慣の違いから生じる課題を解決するための情報提供や相談支援体制の充実・・・・ 防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画の推進・・・・ 多様で幅広い消防団の活動促進のための女性消防団員の確保に向けた広報・啓発の実施2222 女性女性女性女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 配偶者等配偶者等配偶者等配偶者等からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力をををを防止防止防止防止しししし，，，，被害者被害者被害者被害者をををを保護保護保護保護するためのするためのするためのするための取組取組取組取組のののの推進推進推進推進・・・・ ＤＶ防止法の周知徹底による配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発・・・・ 専門相談員の育成，市町相談窓口の拡充，設置場所の情報提供等被害者が安心して相談することができる相談支援体制の充実・・・・ 被害者の保護・自立支援体制の充実と関係機関の連携強化・・・・ 民間シェルターへの一時保護委託など民間団体との提携による被害者の支援（（（（2222）））） セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント等女性等女性等女性等女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための取組取組取組取組のののの推進推進推進推進・・・・ 職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進及び学校，地域社会等のあらゆる分野におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に向けた啓発・・・・ ストーカー行為に対する取締強化及び防止に向けた啓発・・・・ 性犯罪，売買春に対する取締強化及び防止に向けた啓発。特に児童買春，児童ポルノの撲滅に向けた取組の推進・・・・ 女性に対するあらゆる暴力にかかわる相談体制・一時保護体制の整備及び専門相談員の育成・・・・ 被害者が相談しやすい環境の整備及び社会復帰支援の充実・・・・ 女性に対する暴力の発生を防ぐ安全・安心なまちづくりの推進3333 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった国際活動国際活動国際活動国際活動のののの推進推進推進推進（（（（1111）））） 国際交流国際交流国際交流国際交流・・・・国際協力国際協力国際協力国際協力・・・・平和貢献平和貢献平和貢献平和貢献のののの推進推進推進推進・・・・ 男女共同参画の視点に立った国際交流・国際協力・平和貢献を推進するための環境整備（（（（2222）））） 情報情報情報情報のののの収集及収集及収集及収集及びびびび提供提供提供提供・・・・ 国際社会における女性を取り巻く現状や男女共同参画に関する国際的な取組指針などの情報の収集・提供
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４ 広島県男女共同参画施策推進協議会設置要綱    （目 的） 第１ 男女共同参画社会実現に向けて，広範な施策を，総合的かつ積極的に推進することを目的として，広島県男女共同参画施策推進協議会（以下，「協議会」という。）を設置する。  （所掌事務） 第２ 協議会は，次に掲げる事項を所掌する。  (1)  広島県男女共同参画基本計画の積極的な推進に関すること。  (2)  男女共同参画施策に係る総合的な調査，研究，企画立案等に関すること。  (3)  県行政全般について男女共同参画の視点を反映させるための取組の推進に関すること。  (4)  その他男女共同参画推進に関し必要な事項に関すること。  （組  織） 第３ 協議会は，会長，副会長及び委員で構成するものとし，それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。 ２ 会長は，必要があると認めるときは，所掌事務に関係する課長を委員として協議会の構成員に追加することができる。  （会 議） 第４ 会議は，会長が招集し，主宰する。 ２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。  （ワーキング・グループの設置） 第５ 会長は，この協議会の運営に必要があると認めたときは，ワーキング・グループを置くことができる。  （事務局） 第６ 協議会に関する事務は，環境県民局人権男女共同参画課において処理する。  （その他） 第７ この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定める。        附 則 １ この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 ２ 広島県男女共同参画推進本部設置要綱（平成１０年１０月１日制定）は，廃止する。  
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 別 表  広島県男女共同参画推進協議会の構成員  会長 環境県民局県民生活部長 副会長 環境県民局人権男女共同参画課長 委員 会計管理部会計総務課長 危機管理監危機管理課長 総務局総務課長 地域政策局地域政策課長 環境県民局環境県民総務課長 健康福祉局健康福祉総務課長 商工労働局商工労働総務課長 農林水産局農林水産総務課長 土木局土木総務課長 企業局企業総務課長 病院事業局県立病院課長 議会事務局総務課長 教育委員会事務局管理部総務課長 警察本部総務部総務課長 監査委員事務局合同総務課長 人事委員会事務局合同総務課長 労働委員会事務局合同総務課長  
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相談内容 電話番号082-513-2746082-247-1120（一般相談専用）相談内容 電話番号082-254-0391（女性・DV相談専用)084-951-2372（女性・DV相談専用)0824-63-5181（内2313）（女性・DV相談専用)デートDVに関する相談 082-247-1120（第1・3土曜日13：00～16：00）職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談等 082-221-9247性犯罪に関する相談 0120-72-0110082-228-9110ﾌﾟｯｼｭ電話では，＃9110最寄りの警察署○雇用労働に関すること 相談内容 電話番号0120-570-207(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)(広島）
082-224-0121
084-932-6988

○男女間の暴力，性犯罪に関すること機　　関 所在地 西部こども家庭センター 女性に関する様々な問題，配偶者からの暴力に関する相談 〒734-0003広島市南区宇品東四丁目1-26 東部こども家庭センター 〒720-0838福山市瀬戸町山北291-1 北部こども家庭センター 〒728-0013三次市十日市東四丁目6-1

 広島県人権男女共同参画課 （男女共同参画推進グループ） 男女共同参画全般 〒730-8511広島市中区基町10-52 エソール広島 （広島県女性総合センター） 〒730-0043広島市中区富士見町11-6
５　男女共同参画に関する相談機関・関係機関一覧○男女共同参画全般に関すること機　　関 所在地

 広島労働局雇用均等室 〒730-8538広島市中区上八丁堀6-30 エソール広島（広島県女性総合センター） 〒730-0043広島市中区富士見町11-6 警察　性犯罪相談１１０番 〒730-8507広島市中区基町9-42 警察安全相談電話 犯罪・防犯など警察で対応できる問題についての相談 〒730-8507広島市中区基町9-42広島県内各警察署　　広島県ホームページの「わーくわくネットひろしま」で詳細な情報を提供しています。　　　　　　　　　　　　　　パソコン版　 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/　　　　　　　　　　　　　　  携帯電話版   http://www.work2.pref.hiroshima.jp/k/機　　関 所在地労働相談 〒730-8511広島市中区基町10-52県庁東館 3階〒720-8511福山市三吉町一丁目1-1福山庁舎第2庁舎　1階 0120-570-237(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)(福山） 広島県労働相談コーナーひろしま 広島県労働相談コーナーふくやま
全世代を対象とした就業，社会貢献活動等に関する幅広い支援

〒730-0013広島市中区八丁堀16-14第二広電ビル総合受付：4階　ひろしまジョブプラザ〒720-0065福山市東桜町1-41エム・シー福山ビル7階ひろしましごと館福山サテライトふくやま求職者総合支援センター ひろしましごと館
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相談内容 電話番号次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施についての相談等 082-513-3419育児・介護等の事情により外で働くことが困難な人や多様な働き方を希望する人への在宅ワークに関する相談・斡旋，情報提供，技術指導等 082-242-5261子育てしながら就職を希望する人に対する就職支援 082-221-8609母子家庭の母等に対する就業支援 082-249-7149女性のためのチャレンジ相談 082-245-1718（女性のためのチャレンジ相談専用）○学習に関すること 相談内容 電話番号「エソールひろしま大学」の開講，学習会の企画立案及び講師紹介 082-242-5262生涯学習・社会教育に関連した様々な学習機会，企画・運営，講師・指導者紹介等 082-248-8848

 両立支援企業応援コーナー 〒730-8511広島市中区基町10-52県庁東館3階機　　関 所在地
 財団法人広島県女性会議 在宅ワーク支援センター 〒730-0043広島市中区富士見町11-6エソール広島2階 マザーズハローワーク広島 〒730-8513広島市中区上八丁堀8-2広島清水ビル4階

 エソール広島 （広島県女性総合センター） 〒730-0043広島市中区富士見町11-6 県立生涯学習センター 〒730-0052広島市中区千田町三丁目7-47
機　　関 所在地

 広島県母子家庭等就業・  自立支援センター 財団法人広島県母子寡婦福祉連合会  無料職業紹介所 〒730-0043広島市中区富士見町11-6エソール広島2階 エソール広島 （広島県女性総合センター） 〒730-0043広島市中区富士見町11-6
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６ 広島県女性総合センター「エソール広島」の概要 

 （１）設置目的    広島県女性総合センター「エソール広島」は，広島県の女性の自立と社会参画を促進するための拠点施設として，平成元（1989）年に設置されたものです。 「エソール」とは，フランス語で「飛躍・発展」を意味します。  （２）管理運営    財団法人広島県女性会議  （３）財団法人広島県女性会議の事業内容    男女共同参画社会の実現をめざして，「情報・研修・相談・交流・チャレンジ支援」の５部門を柱と   する事業を行うほか，宿泊，貸会議室等の付帯サービス事業を実施しています。                              

 

  女性問題の解決及び男女共同参画社会の実現に資するため， ・図書，行政資料，雑誌などの印刷情報 ・ビデオ等映像情報              を収集・分類し提供 ・その他広島県の女性団体・人材に関する情報  男女共同参画社会を推進するため， ・エソール広島の講座等の紹介 ・特集記事           を掲載した情報紙を年３回発行し，広く啓発 ・関係機関の行事案内 など   関連情報についてホームページやメールマガジンで提供 ・エソール広島の施設や事業，講座の案内 ・パブリックコメント募集や審議会委員公募状況等の行政関連情報  ・企業向け各種情報                       など 
            研研研研    修修修修    

 男女共同参画社会を実現できる人材を養成するために講座を開講 ・基礎講座（男女共同参画の視点の習得）       （１０月～３月） ・応用講座（男女共同参画の視点を生かす技術の修得） （４月～１１月）            ・専科  （地域活動や政策決定場面での実践力の習得）（ １月～ ８月） ・男女共同参画・地域入門講座（県内２か所での普及啓発講座）    （身近にだれでも学習できる機会を提供） ・メンタルサポーター養成講座 （社会状況の変化や人間のこころの理解に立った相談員の養成）            ・研修受託事業（自治体や企業等で行う男女共同参画社会づくり等の研修を受託） ・政策方針決定過程への参画促進に向けた研修講座 

            情情情情    報報報報    
① エソール広島情報センターの運営 

③ ホームページの運営及びメールマガジンの発行 
② 情報紙｢エソール｣の発行 

① エソールひろしま大学の開講 
② 各種講座の開講 
③ その他 
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                             ４）財団法人広島県女性会議の組織等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   財団法人広島県女性会議 〒７３０－００４３ 広島市中区富士見町１１－６                    電 話   （０８２）２４２-５２６２                    ﾌｧｸｼﾐﾘ   （０８２）２４０-５４４１                    ＵＲＬ    http://www.essor.or.jp                    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  essor@essor.or.jp 

 ・家庭や地域，職場などのあらゆる悩みや問題について，相談者自らが解決の方法 を見出すことができるよう相談員がサポートする電話相談や面接相談  ・デートＤＶの相談受付（第１・３土曜日 13：00～16：00）  ・女性のためのチャレンジ相談受付（第２・４火曜日 13：00～16：00） 
             交交交交    流流流流    ・男女共同参画社会づくりの拠点施設として，各種機関・団体に活動や交流の場 を提供し，事業活動を支援 ・女性問題や男女共同参画をテーマとした情報・意見交換を通じて，国際交流・ 国際理解を推進（ＪＩＣＡ研修生の受入れなど） ・男女共同参画週間行事，男女共同参画啓発事業，他機関連携講座 等 
         チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支支支支                援援援援    

・県内のチャレンジ支援情報の提供 ・交流の場づくり （女性が少ない分野で活躍する女性とこれからチャレンジしようとする若い女性層） ・男性を対象として，プロから学ぶ各種講座を開催 ・育児や介護のため外で働くことができない人のための内職や在宅ワークに関する相談・あっせん，技術指導等 

    相相相相    談談談談    ○ エソール広島相談事業 
① 活動交流支援センターの運営 ② 国際交流・国際理解事業 ③ その他 ① 女性のチャレンジ支援事業 
② ワークライフバランス推進～男性対象講座 ③ 在宅ワーク支援センターの運営 

理 事 (12 人)  監 事 (2 人)  
 理事会  理事長  常務理事（兼）事務局長  支配人 

 総務課（2 人）  事業課（8 人） 付帯サービス                                部門（12 人） 評議員会 (25 人) 
 副理事長 

・第３次男女共同参画基本計画新設分野に呼応した事業，大学連携事業 ④ その他 



6月7月 ・国際婦人年世界会議開催（メキシコシティ)・「世界行動計画」採択 9月 ･総理府に「婦人問題企画推進本部」，「婦人問題担当室」設置1月 ･「国内行動計画」策定 4月 ･女性行政の窓口を青少年婦人対策室に設置5月 ･｢婦人問題行政連絡協議会」設置4月 ･青少年婦人対策室を青少年婦人課に組織改正7月 ・｢広島県婦人対策推進会議」設置12月 ･「女子差別撤廃条約」採択(第34回国連総会）7月 ・｢国連婦人の十年」中間年世界会議開催(コペンハーゲン）・「国連婦人の十年後半期行動プログラム」採択 7月 ・「女子差別撤廃条約」署名1976 9月 ･「女子差別撤廃条約」発効昭和57年(1982) ～ 3月 ・広島県新長期総合計画に｢婦人の地位向上と社会参加の促進」の項目設定1月6月 ・「国籍法」改正・「男女雇用機会均等法」公布・「女子差別撤廃条約」批准1985 7月 ・｢国連婦人の十年」最終年世界会議開催(ナイロビ）・「(西暦2000年に向けての）婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 7月 ・「労働者派遣法」公布 3月4月 ・「男女雇用機会均等法」施行 6月 ・「広島県婦人対策推進懇話会」設置7月 ・「労働者派遣法」施行5月 ・｢西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定 2月8月 ・懇話会「婦人対策の推進のために～男女共同参加型社会システムへの転換～」提出・｢広島県女性プラン」策定・｢財団法人広島県女性会議」設立4月 ・広島県婦人総合センター｢エソール広島」開館5月 ・国連経済社会理事会「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略に関する第１回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択 4月 ・青少年婦人課を青少年女性課に組織改正5月 8月 ・「広島県女性対策推進懇話会｣設置4月 ・「育児休業法」施行 9月 ・｢広島県女性プラン(第一次改定）」策定6月 ・「パートタイム労働法」公布(12月施行） 1月 ・「広島県婦人総合センター」を「広島県女性総合センター」に名称変更6月 ・総理府に「男女共同参画室」設置7月 ・「男女共同参画推進本部」設置6月9月 ・第4回世界女性会議及びＮＧＯフォーラム開催（北京）・「北京宣言及び行動綱領」採択
・懇話会「男女共同参画型社会の構築を目指して」提言3月平成5年(1993)

・「西暦2000年に向けての新国内行動計画(第一次改定）」策定・「育児休業法」公布平成4年(1992)
・「育児休業法」の改正，「育児・介護休業法」公布

７　男女共同参画に関する国内外の動き昭和50年(1975)
国連婦人の十年

昭和52年(1977)
広島県国際機関等

・推進会議「広島県の婦人の地位向上と社会参加をすすめるための提言」提出昭和55年(1980) 4月5月 ・｢国内行動計画後期重点目標」策定
・広島県発展計画に「婦人対策の推進」の項目設定・婦人総合センター基本構想発表

国

昭和62年(1987)昭和63年(1988)

昭和54年(1979)
昭和60年(1985)昭和56年(1981)

平成7年(1995)

平成元年(1989)平成2年(1990)

昭和61年(1986)

平成3年(1991)
平成6年(1994)
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12月 ・「男女共同参画2000年プラン」策定6月 ・「男女雇用機会均等法」の改正・「育児・介護休業法」の改正 1月 ・懇話会「21世紀への男女共同参画社会づくりのために」提言3月 ・「広島県男女共同参画プラン」策定10月 ・「広島県男女共同参画推進本部｣設置4月 ・「(改正)男女雇用機会均等法」施行・「(改正)育児・介護休業法」施行6月 ・「男女共同参画社会基本法｣公布，施行 10月 ・「広島県男女共同参画懇話会」設置5月 ・「ストーカー規制法」公布　（11月施行）6月 12月 「男女共同参画基本計画」策定1月 ・中央省庁再編により，内閣府に「男女共同参画局」設置・「男女共同参画会議」設置4月 ・「ＤＶ防止法」公布　（10月施行） 4月 ・青少年女性課を男女共同参画推進室に組織改正8月 ・懇話会「男女共同参画に関する条例制定に向けての基本的な考え方について」提言11月 12月 ・「広島県男女共同参画推進条例」公布4月 4月 ・「広島県男女共同参画推進条例」施行6月11月 ・審議会答申2月 ・「広島県男女共同参画基本計画」策定7月 ･「次世代育成支援対策推進法」公布，施行・「少子化社会対策基本法」公布6月 ･「ＤＶ防止法」の改正12月 ･「（改正）ＤＶ防止法」施行・「育児・介護休業法」の改正2～ 4月 ･「（改正）育児・介護休業法」施行 6月12月 ・「男女共同参画基本計画（第2次）」策定 12月 ・審議会答申3月 ・「広島県男女共同参画基本計画(第2次)」　策定4月 ・男女共同参画推進室を人権・男女共同参画室に組織改正6月 ・「男女雇用機会均等法」の改正 6月 ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」策定4月 ・「(改正)男女雇用機会均等法」施行6月 ・「パートタイム労働法」の改正12月 ・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定7月 ・「DV防止法」の改正1月 ・「（改正）DV防止法」施行4月 ・「（改正）パートタイム労働法」施行 4月 ・人権・男女共同参画室を人権男女共同参画課に組織改正12月 ・「次世代育成支援対策推進法」の改正7月 ・「育児・介護休業法」の改正3月 6月12月 ・「男女共同参画基本計画（第3次）」策定 12月 ・審議会答申3月 ・「広島県男女共同参画基本計画(第3次)」　策定・「広島県男女共同参画審議会」に「広島県男女共同参画基本計画（改定）に盛り込むべき事項」諮問平成23年(2011)
平成21年(2009)平成22年(2010) ・北京＋１５（第54回国連婦人の地位委員会）開催・宣言文採択
平成20年(2008)

・「（改正）育児・介護休業法」全面施行

平成18年(2006)平成19年(2007)
平成17年(2005)平成16年(2004) 3月・北京＋１０（第49回国連婦人の地位委員会）開催・宣言文採択

広島県国

平成15年(2003)
平成14年(2002) ･「育児・介護休業法」の改正，一部施行（育児休業の取得等を理由とする不利益取扱い禁止等）

・「広島県男女共同参画審議会」に「広島県男女共同参画基本計画（改定）に盛り込むべき事項」諮問

平成13年(2001)

国際機関等平成8年(1996)平成9年(1997)
・女性2000年会議開催（ニューヨーク）・「政治宣言」，「成果文書」採択

平成10年(1998)平成11年(1999)

・「広島県男女共同参画審議会」設置・審議会に「広島県の男女共同参画の推進に関する基本的な計画に盛り込むべき事項」諮問

平成12年(2000)
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